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〈表紙写真〉「G
ガ チ

ACHi 高校生×
かける

県議会議員」

　県議会議員と高校生が意見交換会を行う「GACHi 高校生×県議会議員～政治を知らなきゃソンをする！～」

を、令和４年11月17日、県立桐生高等学校において開催。議員が政治や議会の仕組みを説明するとともに、参

加した生徒からのさまざまな質問に答えました。

　若者の政治への関心を高めることを目的としたこの事業は、平成29（2017）年から毎年実施。令和４年度は、

20校で約3,000人の生徒が参加する予定です。
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議 会 の 動 き
議 会 日 誌

月　日 曜 行　　　　　　　　　　事

７月12日 火 常任委員会県外調査（環境農林）（産経土木）

13日 水 　　　　〃　　　　（　 〃　 ）（　 〃　 ）

14日 木 　　　　〃　　　　（　 〃　 ）（　 〃　 ）

20日 水 常任委員会県外調査（総務企画）（健康福祉）（文教警察）

21日 木 　　　　〃　　　　（　 〃　 ）（　 〃　 ）（　 〃　 ）

22日 金 　　　　〃　　　　（　 〃　 ）（　 〃　 ）（　 〃　 ）

８月24日 水 常任委員会県内調査（健康福祉）（環境農林）

　　25日 木 常任委員会県内調査（総務企画）（産経土木）（文教警察）

31日 水 特別委員会県外調査（地域・魅力）

９月１日 木 　　　　〃　　　　（　　〃　　）

　　２日 金 　　　　〃　　　　（　　〃　　）

　　６日 火 特別委員会県外調査（子育・障害者）（環境・エネルギー）

　　７日 水 　　　　〃　　　　（　　 〃　　 ）（　　　 〃　　　 ）

　　８日 木 　　　　〃　　　　（　　 〃　　 ）（　　　 〃　　　 ）

　　15日 木 議会運営委員会

　　20日 火 議会運営委員会
第３回前期定例会本会議（開会・提案説明）

　　21日 水 議 案 調 査

　　22日 木 議 案 調 査

　　23日 ㊎

　　24日 ㊏

　　25日 ㊐
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月　日 曜 行　　　　　　　　　　事

９月26日 月 本　会　議（質疑及び一般質問）

27日 火 議案調査

　　28日 水 本　会　議（質疑及び一般質問）

　　29日 木 議会運営委員会
本会議（提案説明・議決・質疑及び一般質問）

　　30日 金 議案調査

10月１日 ㊏

　　２日 ㊐

　　３日 月 常任委員会（総務企画）（健康福祉）（環境農林）（産経土木）
　　　　　（文教警察）

　　４日 火 常任委員会（総務企画）（健康福祉）（環境農林）（産経土木）
　　　　　（文教警察）

　　５日 水 議 案 調 査

　　６日 木 特別委員会（コロナ）（子育・障害者）（環境・エネルギー）
　　　　　（地域・魅力）

　　７日 金 委員会予備日

　　８日 ㊏

　　９日 ㊐

　　10日 ㊊

　　11日 火 調　整　日
議会運営委員会

　　12日 水 本　会　議（ 委員長報告・議決・提案説明（追加議案）・決算提
案説明・決算特別委員会設置）

　　13日 木
議会運営委員会
本　会　議（質疑（追加提案）・委員会付託・委員長報告・議決）
常任委員会（総務企画）（健康福祉）（環境農林）（産経土木）

　　14日 金

　　15日 ㊏

　　16日 ㊐

　　17日 月
決算特別委員会分科会（総務企画）（健康福祉）（産経土木）
　　　　　　　　　　（文教警察）
決算特別委員会分科会現地調査（環境農林）

　　18日 火
決算特別委員会分科会（総務企画）（環境農林）
決算特別委員会分科会現地調査（総務企画）（健康福祉）
　　　　　　　　　　　　　　（産経土木）
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月　日 曜 行　　　　　　　　　　事

10月19日 水

20日 木

21日 金 調　整　日

　　22日 ㊏

　　23日 ㊐

　　24日 月

　　25日 火

　　26日 水 決算特別委員会（総括質疑・採決）

　　27日 木

　　28日 金 調　整　日
議会運営委員会

　　29日 ㊏

30日 ㊐

31日 月 本　会　議（決算委員長報告・議決）



─　　─4

議長開会のあいさつ

議　長 

　　星　名　建　市

　開会に当たり、ごあいさつを申し上げます。

　本日ここに、令和４年第３回定例会が招集されましたところ、議員各位には御参集を賜り、御礼を申し上げ

ます。

　また、閉会中は、各常任委員会・特別委員会における県外調査・県内調査をはじめ、各般にわたる活発な議

会活動を行っていただき、感謝を申し上げます。

　さて、去る７月８日、奈良市内において街頭演説中の安倍晋三元内閣総理大臣が銃撃され、亡くなられると

いう衝撃的な事件が発生いたしました。このような凶行により、国民生活の充実とわが国の国際的地位の向上

に尽力された希
け

有
う

な政治家の尊い命が奪われたことに、深い憤りと悲しみを禁じ得ません。謹んで安倍元内閣

総理大臣の御冥福をお祈り申し上げます。

　一方、７月30日、全国高等学校総合体育大会サッカー男子において、群馬県代表として出場した前橋育英高

等学校が見事その実力を発揮され、12大会ぶり２度目の優勝を果たされました。県民に大きな勇気と感動を与

えてくれたこの快挙に対し、心からお祝いを申し上げますとともに、今後のさらなる御活躍を祈念いたします。

　さて、県内の新型コロナウイルス感染症の状況については、いまだ第６波のピーク時よりも多くの感染者が

確認されており、予断を許さない状況が続いているところではありますが、ようやく「新規感染者数」や「検

査の陽性率」等の数値が減少傾向となり、「病床使用率」等の医療提供体制も改善し、落ち着きの兆しを見せ

始めてまいりました。

　今後は、社会経済活動の正常化に向けた動きが期待されますが、こうした流れが後戻りしないよう、引き続

き基本的な感染防止対策の徹底やワクチン接種の促進などにより、感染の再拡大の防止を図っていかなければ

なりません。

　地域経済は、２年半に及ぶコロナ禍に加え、ロシアによるウクライナ侵攻に端を発した原油価格や物価の高

騰、そして急速に進む円安の影響などにより、各方面において深刻な打撃を受けており、その回復に向けての

第３回前期定例会
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支援が必要であります。

　県議会といたしましては、１日も早く県民の皆さまの平穏な日常生活を取り戻せるよう、引き続きコロナ対

策をはじめ、力強い経済の再生とさらなる飛躍に向け、県執行部並びに関係機関との連携を図りながら、全力

で取り組んでまいります。

　さて、今期定例会では、飼料価格や光熱水費、給食食材費等の高騰による影響を特に受ける生産者や施設を

支援するなどの「原油価格・物価高騰対策」に加え、本県をデジタル映像クリエイティブ拠点とするのに必要

な環境整備などの「未来への投資」を盛り込んだ一般会計補正予算のほか、事件議案においても、職員の定年

の引上げ等を行う条例改正など、各般にわたる重要案件の提出が予定されております。

　議員各位におかれましては、慎重審議及び適切な議会運営に努められますとともに、併せて執行部並びに報

道機関の皆さまの格別なる御協力をお願い申し上げ、開会のあいさつといたします。
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知事の提案説明

知　事 

　　山　本　一　太

９月20日

　令和４年第３回前期定例県議会の開会に当たり、提案説明に先立ち、一言申し上げます。

　はじめに、新型コロナウイルス感染症に関する状況について申し上げます。

　第７波による感染が、全国的に急拡大した７月以降、群馬県においても、新規感染者数が過去最多を記録

し、病床使用率も５割を超える状況が続きました。県では、医療機関の御協力をいただきながら、コロナ専用

病床数の積み上げや病床の効率的な運用にも努めてまいりました。こうした取組により、なんとか医療の逼
ひっぱく

迫

に陥ることなく、現在では、新規感染者数も減少傾向が見られるようになりました。

　しかし、新規感染者数、病床使用率ともに、いまだに高い水準で推移しており、依然として、医療の現場に

は大きな負担がかかっている状態だと考えております。

　先般、国は、26日から全国一律でコロナ患者の全数把握を簡略化する方針を示しました。これにより、医療

機関や保健所の負担が軽減され、重症化リスクの高い方に重点的に対応できるようになります。

　併せて、発生届の対象外となる方をサポートするため、県では「健康フォローアップセンター」を設けるこ

ととしました。センターでは、主に自宅療養をする方を対象に、医療相談や健康観察などを行います。これま

で同様、切れ目のない支援体制が構築できると考えています。

　県としては、今後も関係機関と調整を行いながら、よりよい支援体制をしっかりと確立してまいります。

　県民の皆さま、事業者の皆さまには、引き続き、感染防止対策の徹底に御協力をいただくとともに、ワクチ

ンの早期接種についてもお願い申し上げます。県としては、県民の命と健康、また、暮らしを守り抜くため、

引き続き、感染防止と経済活動の両立に全力を注いでまいります。

　さて、私は、去る８月２日から６日にかけてベトナムを、また、９月５日から14日にかけてフィンランド及

びアメリカを訪問してまいりました。

　まず、８月に訪問したベトナムでは、フック国家主席及びミン第一副首相とお会いし、経済関係の強化や人

材の受け入れなど、さまざまな分野について意見を交わしました。

　さらに、群馬県の目指す「リトリートの聖地」の参考とするため、観光地として世界的にも有名なダナンを

訪問し、観光施設での長期滞在や外国人誘客の取組を調査しました。
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　このほか、ベトナム外交学院との人材交流を促す協定の締結、現地の大手 IT 関連企業への訪問を行いまし

た。

　今回の訪問をきっかけに、経済、教育、文化などさまざまな分野において、群馬県とベトナムの関係をより

強化していきたいと考えております。

　次に、９月５日から14日にかけて実施したフィンランド及びアメリカへの訪問についてです。

　最初に訪問したフィンランドでは、ホンコネン科学・文化大臣とお会いしました。「サウナ文化」のユネス

コ無形文化遺産への登録に関し、そのプロセスなどについて貴重なアドバイスをいただきました。現在、群馬

県が進める「温泉文化」の登録に向けた活動の参考になるものと考えております。

　また、群馬県が進める「レジリエンスの拠点化」の参考となるシェルター機能を備えた公共施設の視察を行

うとともに、「ペットとの共生社会」に関連して探知犬の研究施設を訪問しました。

　次いで訪れたアメリカでは、まず、インディアナ州を訪問してホルコム知事と会談し、群馬県とインディア

ナ州との交流に関する覚書を締結しました。今後、インディアナ州との間で、経済、教育、文化、人材交流な

ど、幅広い分野における交流をさらに進展させたいと考えております。

　また、パデュー大学を訪問し、ダニエルズ学長、チェン次期学長とお会いしました。学生同士の相互留学

や、企業との人材交流、研究投資など、具体的な連携の可能性について意見を交わしました。

　シカゴでは、日本・米国中西部会の日米合同会議に出席しました。そこでは、群馬県の魅力を最大限 PRす

るため、工夫を凝らしたパフォーマンスを行いました。群馬県の魅力を印象付け、インバウンドの増加や、現

地企業からの投資促進につながるよう、しっかりとアピールできたと考えております。

　こうした知事のトップ外交を、どのような形で具体的な成果につなげていくか、これが重要だと考えており

ます。グローバルな視点から、さまざまな分野の先進的な取組を学び、群馬県の今後の取組に生かしてまいり

たいと考えております。

　それでは、本日提出いたしました議案の大要について御説明申し上げます。

　今回の提出議案は、予算関係３件、事件議案33件の合計36件です。

〔予算関係〕

　はじめに、予算関係について御説明いたします。

　現在、新型コロナの「第７波」に加え、ウクライナ情勢の影響などにより原油価格・物価が高騰し、県民、

事業者の皆さまにとって大変厳しい状況にあります。

　そこで、今回の補正予算では、まずは原油価格・物価高騰対策にしっかりと取り組む必要があると考えまし

た。

　一方で、こうした状況においても、時代の変化に対応し、新しい群馬を切り拓
ひら

いていくためには、「未来へ

の投資」に取り組んでいくことが重要です。

　今回の補正予算案は、このような思いを込めて、「物価高騰対策＋未来投資予算」といたしました。

　一般会計の補正予算額は、257億3,146万円です。現計予算額と合算いたしますと、補正後の予算額は、8,488

億882万円となります。

　その主な内容ですが、まず、「原油価格・物価高騰対策」として、農林業、子どもに関連する保育・教育現

場、福祉現場への支援を行います。

　農林業に対する支援としては、飼料価格高騰の影響を受ける酪農家に対する経営支援を行います。また、県
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産飼料の増産に向けた農業用機械の導入や、施設園芸農家、きのこ等生産事業者が行う省エネ設備等の導入に

対する補助を行います。

　次に、保育・教育現場への支援として、保育所、幼稚園、私立学校等を対象に、光熱費等の高騰に対する支

援を行います。さらに、保護者負担の軽減を図るため、給食食材費の高騰にも対応します。

　福祉現場への支援としては、就労継続支援事業所の利用者の工賃をしっかり確保するため、原材料費等の高

騰に対する補助を行います。また、児童養護施設や障害児施設に対しても、保育所等と同様に、光熱費等の高

騰に対する支援を行います。

　次に、「新しい群馬を切り拓くための『未来への投資』」として新たな事業にも取り組むこととしています。

　まず、群馬県をデジタル映像クリエイティブ拠点としていくため、Gメッセ群馬にデジタル映像制作に必要

な環境を整備するとともに、今後に向けたニーズ調査等を行います。

　また、アートを活用した地域振興を推進するため、「群馬県版 １％ for art」の実現に向けた具体的な制度の

導入検討を実施します。

　さらに、自家用車への過度な依存から公共交通への転換を促すため、MaaS システムの構築、実装など、群

馬の未来に向けた前向きな投資にも取り組みます。

　このほか、豚熱対策や災害レジリエンス№１の実現、交通安全対策など、喫
きっきん

緊の課題にも対応してまいりま

す。

　また、去る９月16日に、来年５月のG７広島サミットに伴い行われるデジタル・技術大臣会合の開催地に群

馬県が決定されました。開催県としての責任を果たすべく、受け入れ体制整備や開催機運の醸成、おもてなし

関連事業等にかかる予算も盛り込んでおります。

　企業会計については、電気事業会計において、川場村の薄根川を利用した小水力発電所の建設に向けた債務

負担行為を設定します。

〔事件議案〕

　次に、事件議案のうち、主なものについて申し上げます。

　第110号議案は、職員の定年の引上げ等を行おうとするものです。

　第119号議案は、県議会議員選挙及び知事選挙における選挙運動用の自動車の使用等に係る公費負担の限度

額を変更しようとするものです。

　以上、提出議案の大要について御説明申し上げました。

　何とぞ、慎重御審議の上、御議決いただきますよう、お願い申し上げます。

10月12日

　まず、はじめに、今回の補正予算案の追加提出に当たり、日程に御配慮いただいたことに対し、感謝申し上

げます。

　本日、追加提出いたします議案は、一般会計補正予算１件、事件議案10件の、合計11件です。

　まず、予算関係です。地方創生臨時交付金のメニューとして「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方

交付金」が新たに創設され、去る９月20日、内閣府から交付限度額が示されました。

　これを群馬県として活用し、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた事業者等に対し必要な支
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援を実施いたします。

　主な内容ですが、物価高騰対策に取り組む医療・介護・福祉施設への支援を行います。

　また、エネルギー価格高騰の影響緩和と脱炭素化に向け、中小企業者または個人が太陽光発電設備や蓄電池

を導入する際の経費の補助を行います。

　このほか、マイナンバーカードの取得促進や、「愛郷ぐんま全国割」を実施するための経費も含め、追加提

案に係る補正予算額は、112億5,697万円となります。

　続いて、事件議案のうち第１号から第６号は、「土地利用審査会委員の選任について」です。

　これは、現在の委員の任期が10月18日をもって満了となりますので、その後任者として、福島由希子氏ほか

５人を選任しようとするものです。

　次に、第７号の「決算の認定について」は、令和３年度の一般会計、特別会計及び企業会計の、合計19会計

の決算について、認定をお願いするものです。

　次に、令和３年度決算に伴い、第８号、第９号は、電気事業会計及び団地造成事業会計に係る剰余金の処

分、第10号については施設管理事業会計に係る欠損金の処理を行おうとするものです。

　以上、追加提出する議案の概要について御説明申し上げました。

　なお、「土地利用審査会委員の選任」につきましては、事案の性質上、早急に御議決くださいますよう、お

取り運びのほどよろしくお願い申し上げます。
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■９月26日 自 由 民 主 党 伊 藤 　 清 議員

リ ベ ラ ル群馬 後 藤 克 己 議員

自 由 民 主 党 大 和 　 勲 議員

令 明 井 田 泰 彦 議員

■９月28日 自 由 民 主 党 安孫子　哲 議員

公 明 党 藥 丸 　 潔 議員

自 由 民 主 党 大 林 裕 子 議員

自 由 民 主 党 相 沢 崇 文 議員

■９月29日 自 由 民 主 党 秋山健太郎 議員

リ ベ ラ ル 群 馬 鈴 木 敦 子 議員

自 由 民 主 党 牛 木 　 義 議員

自 由 民 主 党 久保田順一郎 議員

■10月13日 自 由 民 主 党 大 和 　 勲 議員

リ ベ ラ ル 群 馬 後 藤 克 己 議員

公 明 党 水 野 俊 雄 議員

日 本 共 産 党 酒 井 宏 明 議員

リベラル群馬

後藤　克己 議員（高崎市）

１　 2050年に向けた「ぐんま５つのゼロ宣言」実現

条例の推進について

自由民主党

伊藤　清 議員（安中市）

１　次期知事選について

２　本県の治安情勢と組織運営について

３　若手アーティストの支援について

４　県内経済の活性化について

５　知事のトップ外交について

６　県民広場等の有効活用について

７　発電事業について

８　一級河川碓氷川の河川改修事業について

９月26日　第１日目

質 疑 ・ 一 般 質 問
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自由民主党

大和　　勲 議員（伊勢崎市）

１　映像クリエイティブ拠点化について

２　上州地鶏の販売促進について

３　グリーンイノベーションの推進について

４　職員採用における国籍要件について

５　政策プレゼンについて

６　 官民共創による政策実現のための仕組みづくり

について

７　若者の政治参加について

自由民主党

安孫子　哲 議員（前橋市）

１　民間における自殺対策の取組について

２　物価（原材料）価格高騰対策について

３　電力・エネルギー対策について

４　県央第二水道事業について

５　県立赤城公園整備について

６　県庁31階リニューアル整備工事について

７　自転車の交通事故対策について

８　マイナンバーカードについて

令明

井田　泰彦 議員（桐生市）

１　県民広場の再整備について

２　職員の定年引上げについて

３　副業人材の活用について

４　 県立赤城公園の活性化に向けた基本構想につい

て

５　外部不経済を及ぼす土地への対策について

６　今後の地域鉄道のあり方について

７　渡良瀬幹線道路（新里笠懸工区）について

８　水道事業の広域化について

９　県の子ども医療費無料化制度について

10　県内小中学校の給食費無料化について

９月28日　第２日目
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公明党

藥丸　　潔 議員（太田市）

１　リトルベビーハンドブックについて

２　県立病院における未収金対策について

３　太田市薮塚西部地域における排水対策について

４　県営住宅の水害対策について

５　県立高校の特別教室へのエアコン設置について

６　上毛学舎における専門学校生の受入れについて

７　学校給食の主食に係る事業者支援について

８　高等特別支援学校における給食について

９　 特別支援学校等における言語聴覚士等の専門家

との連携について

10　教育における合理的配慮について

自由民主党

相沢　崇文 議員（桐生市）

１　 国民皆歯科健診に向けた学校歯科医の増員につ
いて

２　高校入試について
３　部活動の地域移行について
４　ペットとの共生について
５　本県におけるDX推進の現状について
６　 強度行動障害児者の受入れ促進と施設等への支
援について

７　豚熱に係る野生イノシシ対策について
８　 「ぐんま・ほほえみネット」受託団体への支援

について
９　本県の空き家対策について

10　古民家再生・活用推進事業の進捗状況について
11　 桐生新町重要伝統的建造物群保存地区の整備に
ついて

12　桐生地域の河川事業について

自由民主党

大林　裕子 議員（北群馬郡）

１　子育て支援について

２　 社会的養護が必要とされる子どもへの支援につ

いて

３　みどりの食料システム戦略について

４　県道前橋伊香保線バイパスについて

５　県内の小中学校の ICT 教育について
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自由民主党

秋山健太郎 議員（太田市）

１　知事の考える工業都市太田の未来について

２　 地域脱炭素の促進を目的とした地域発電会社の

共同設立について

３　産業観光の有効活用について

４　 自動車会社の不正行為が地域経済に与える影響

について

５　 新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流

行への備えについて

６　 野菜価格安定制度と収入保険制度の同時加入に

ついて

７　群馬県立女子大学の今後の在り方について

８　県立学校のエアコン設置状況について

９　東毛工業用水道の老朽化対策について

10　地元問題について

自由民主党

牛木　　義 議員（甘楽郡）

１　鳥獣被害の現状と今後の取組について

２　災害対策のための河川の伐木及び除草について

３　 木材の安定供給に向けた県内森林への林道・作

業道整備について

４　ヤマビル対策について

５　グリーンイノベーションの加速化促進について

６　ごみの削減について

７　眼の紫外線対策について

８　県道下仁田上野線・県道下仁田臼田線について

９　群馬県立妙義公園について

リベラル群馬

鈴木　敦子 議員（高崎市）

１　今後の子どもアドボカシー制度の導入について

２　性暴力の被害者支援について

３　ストーカーの加害者更生支援について

４　自転車の命を守る道路交通環境の整備について

５　再生可能エネルギーの普及促進について

６　県立高校の男女共学化について

９月29日　第３日目
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自由民主党

久保田順一郎 議員（邑楽郡）

１　技術情報の流出防止に向けた取組について

２　健康フォローアップセンターについて

３　 林業振興における成長のよい苗木の計画的な生

産について

４　農業生産品の動向について

５　農作物・農業用機械の盗難防止対策について

６　知事部局職員の働きやすい環境整備について

７　地元問題について

リベラル群馬

後藤　克己 議員（高崎市）

１　電力価格高騰対策・再エネ導入支援について

自由民主党

大和　　勲 議員（伊勢崎市）

１　 令和４年度９月補正予算案（追加提案分）につ

いて

10月13日
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公明党

水野　俊雄 議員（前橋市）

１　愛郷ぐんま全国割について

日本共産党

酒井　宏明 議員（前橋市）

１　マイナンバーカード取得促進について
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委員会・委員長報告

10月12日

健康福祉常任委員会

委員長　穂 積 昌 信

　健康福祉常任委員会に付託されました案件の審査

経過と結果について、御報告申し上げます。

　はじめに、第100号議案「令和４年度群馬県一般

会計補正予算」に関して、まず、生活こども部関係

では、保育所への物価高騰の影響及び支援について

質疑されました。

　次に、リトルベビーハンドブックに関して、作成

スケジュール及び配布方法、作成に当たっての意見

聴取について質疑されました。

　次に、私立学校における修学旅行の中止の状況に

ついて質疑されました。

　次に、物価高騰対策に係る補助の積算方法等につ

いて質疑されました。

　続いて、健康福祉部関係では、介護職員処遇改善

支援補助金に関して、増額された賃金の支給状況、

交付期間終了後の支援及び補助金の対象者等につい

て質疑されました。

　次に、就労継続支援事業所、障害児施設に対する

物価高騰対策に関して、事業内容、申請方法の簡素

化及び補助対象となる事業所数について質疑されま

した。

　次に、衛生環境研究所運営費における科学研究費

助成事業について質疑されました。

　また、第131号議案「群馬県病院事業職員の給与

の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条

例」に関して、定年前の再任用や新規採用への影

響、他病院における定年引上げの状況、県立病院に

おける看護師の再就職について質疑されました。

　以上の点を踏まえ採決した結果、本委員会に付託

されました各議案は、いずれも全会一致をもって、

原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

　引き続き行いました請願の審査結果につきまして

は、お手元に配付の報告書のとおりであります。

　このほか、委員会の所管事項に関して、各般の議

論が行われましたので、以下、その主な項目につい

て申し上げます。

　まず、生活こども部関係については、

・ひとり親世帯調査の結果等について

・物価高騰による子ども食堂への影響について

・養育費確保支援事業の概要及び周知方法について

・ 園児の送迎バス置き去り事故を受けての県の対応

等について

・性暴力被害者サポートセンターについて

・群馬県個人情報保護審議会条例について

・ 群馬県個人情報の保護に関する法律施行条例につ

いて

・霊感商法等に関する消費生活相談の状況について

・香りの害への対応について
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・ぐんまパートナーシップ宣誓制度について

　次に、病院局関係については、

・ 新型コロナウイルス感染症の県立病院への影響に

ついて

・今後のコロナ病床の確保について

・ヒヤリ・ハット事例の報告について

　次に、健康福祉部関係については、

・ 新型コロナウイルス感染症に関連して、後遺症、

経口薬、全数届出の見直し及び健康フォローアッ

プセンターについて

・新型コロナウイルスワクチンについて

・ 指定障害福祉サービス事業所における生活介護に

ついて

・ドクターヘリについて

・障害者芸術文化活動支援センターについて

・遠隔医療について

・動物愛護について

・ハンセン病に関する県の取組について

・介護事業所に対する物価高騰対策について

　これらの事項につきましても、活発な議論が行わ

れました。

　以上、申し上げまして委員長報告といたします。

環境農林常任委員会

委員長　岸　善一郎

　環境農林常任委員会に付託されました案件の審査

経過と結果について、御報告を申し上げます。

　はじめに、付託議案の審査についてであります

が、第100号議案「令和４年度群馬県一般会計補正予

算」に関し、農政部関係では、最新鋭ドローンを活

用した豚熱発生防止対策や食料利用に向けた蚕の研

究状況、酪農経営緊急対策支援、ぐんま施設園芸省

エネ転換緊急対策などについて質疑されました。

　また、環境森林部関係では、省エネ機器導入支援

事業におけるきのこ生産者からの要望状況などにつ

いて質疑されました。

　次に、第132号議案「和解について」についても、

慎重に審査されました。

　以上を踏まえ採決した結果、本委員会に付託され

ました各議案は、いずれも全会一致をもって、原案

のとおり可決・承認すべきものと決定いたしました。

　引き続き行いました請願の審査結果につきまして

は、お手元に配付の報告書のとおりであります。

　このほか、委員会の所管事項について各般の議論

が行われましたので以下、その主な項目について申

し上げます。

　まず、農政部関係では、

・板倉町で発生した豚熱について

・全国和牛能力共進会について

・鳥獣被害対策について

・施設園芸セーフティネット構築事業について

・肥料価格高騰対策事業について

・農村RMOについて

　次に、環境森林部関係では、

・安中総合射撃場の整備について

・ 事前協議規程における廃棄物最終処分場の１㎞

ルールについて
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・ 林地開発許可及び保安林解除に係る不適切な事務

処理について

・ 大同特殊鋼株式会社と東邦亜鉛株式会社のスラグ

の撤去状況について

・県が整備する建築物の木造化について

・森林管理の状況について

・尾瀬のニホンジカ対策について

・水源地域の保全について

　これらの事項につきましても、活発な議論が行わ

れました。

　以上、申し上げまして委員長報告といたします。

産経土木常任委員会

委員長　泉 沢 信 哉

　産経土木常任委員会に付託されました案件の審査

経過と結果について、御報告を申し上げます。

　はじめに、付託議案の審査についてでありますが、

第100号議案「令和４年度群馬県一般会計補正予算」

について、Gメッセ群馬における映像クリエイティ

ブ拠点化に関して、スタジオ機能の具体的な整備内

容や費用対効果、撮影環境整備に係る指定管理者と

の連携等が質疑されました。

　次に、MaaS 社会実装支援について、事業者間の

調整について質疑されるとともに今年度の事業スケ

ジュールが質されました。

　次に、第101号議案「令和４年度群馬県電気事業会

計補正予算」に関して、川場薄根発電所（仮称）の

建設計画及び設備投資額に係る採算性について質疑

されたほか、水力発電事業に係る今後の事業候補地

について質疑されました。

　次に、第120号議案「群馬コンベンションセンター

の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例」に関して、これまでの予約取消における補償対

応状況や利用承認の取消し等を知事が判断する場合

の基準について質疑されました。

　次に、第134号議案「和解について」に関して、

水路の改修工事の内容及び集中豪雨等における流量

の増加に係る影響等について質疑されました。

　最後に、第135号議案「令和４年度群馬県一般会計

補正予算」に関して、G７デジタル・技術大臣会合の

群馬県開催に係る県の魅力発信の方法や経済効果、

また、受入態勢の整備について質疑されました。

　以上を踏まえ採決した結果、本委員会に付託され

ました各議案は、いずれも全会一致をもって、原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。

　このほか、委員会の所管事項について、各般の議

論が行われましたので、以下、その主な項目につい

て申し上げます。

　まず、産業経済部関係では、

・全国旅行支援事業の概要について

・ 新ぐんまチャレンジ支援金の申請状況や利用方法

について

・谷川岳の登山道整備について

・ぐんま未来産業アドバイザリーボードについて

・外国人労働者について

　次に、企業局関係では、
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・東毛工業用水道の漏水事故について

　最後に、県土整備部関係では、

・JR公文書の誤廃棄について

・上毛高原駅の名称変更について

　これらの事項につきましても、活発な議論が行わ

れました。

　以上、申し上げまして委員長報告といたします。

文教警察常任委員会

委員長　今 泉 健 司

　文教警察常任委員会に付託されました案件の審査

経過と結果について、御報告を申し上げます。

　はじめに、付託議案の審査についてであります

が、第100号議案「令和４年度群馬県一般会計補正予

算」に関して、はじめに警察本部関係では、横断歩

道の補修実績と補修手続きの流れ、補正予算の内容

の詳細について質疑されました。

　次に、教育委員会関係では、夜間中学校に関し

て、ソフト面の進捗状況や設置場所である伊勢崎市

との調整状況などについて質疑されるとともに、他

県先進校の取組を参考に前向きに準備をするよう要

望されました。

　また、県立学校の電気料の契約に関して、その内

容が質されるとともに、今後、電気料高騰の傾向が

続いた場合の対策などについて質疑されました。

　また、県立高等学校特別教室の空調設備整備に関

して、地方創生臨時交付金の活用状況について質さ

れるとともに、空調設備やLED照明の整備に際し、

ESCO事業の可能性について探るよう要望されまし

た。

　以上の点を踏まえ採決した結果、本委員会に付託

されました各議案は、いずれも全会一致をもって、

原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

　このほか、委員会の所管事項について、各般の議

論が行われましたので、以下、その主な項目につい

て申し上げます。

　はじめに、警察本部関係については、

・ 大麻事犯をはじめとする薬物事犯の現状と傾向及

び摘発事例について

・インターネットを通じた薬物流通対策について

・警察官の武道指導採用について

・ 右折矢印信号機及び時差式信号機の設置基準につ

いて

・ゾーン30の設置状況と今後の整備方針について

・ 110番映像通報システムの導入の経緯と概要及び

期待される効果について

・ 運転免許試験における外国人への配慮事項につい

て

・ 安倍元総理大臣の銃撃事件を受けての今後の要人

警護体制について

・横断歩道の新規設置数と設置基準について

・あおり運転の対策と検挙状況について

・ 県内における特殊詐欺の発生状況と今後の対策に

ついて

・ 子どもや孫世代に対する特殊詐欺対策の効果的な

啓発方法の提案について
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　次に、教育委員会関係では、

・ 小・中・高校におけるグリーンイノベーション推

進に向けた教育の取組状況について

・ 本年６月の降ひょう被害における県立学校及び市

町村立学校の復旧状況について

・ オンライン学習サポーターの配置状況と具体的な

役割について

・ 教職員の定年引上げに関する新規教職員採用数へ

の影響について

・免許更新制廃止に伴う新たな研修制度について

・ 夜間中学校に関する意見交換会と始業時刻の配慮

について

・県立高校における期日前投票の実施について

・ 強度行動障害のある児童生徒に関する共同研究の

実施状況及び障害の程度によるクラス分けについ

て

・特別支援学校給食の残食の取扱いについて

・ 部活動の地域移行に対する県教育委員会の対応に

ついて

・ ７年後に本県開催される国民スポーツ大会に向け

た知事部局との連携について

・育休補助の臨時教員について

・本県における性教育の取組について

　これらの事項につきましても、活発な議論が行わ

れました。

　以上、申し上げまして委員長報告といたします。

総務企画常任委員会

委員長　川野辺達也

　総務企画常任委員会に付託されました案件の審査

経過と結果について、御報告申し上げます。

　はじめに、付託議案についてでありますが、第

100号議案「令和４年度群馬県一般会計補正予算」

に関して、知事戦略部関係では、EVカーシェアリ

ング実証実験に関して、経費の考え方や充電器の設

置、利用者の負担額、及びマイクロツーリズム実現

に向けた配車方法などについて質されました。

　次に、地域創生部関係ではアーティスティック

GUNMAに関して、制度化の予定や、関係者からの

意見聴取の内容などついて、質疑が行われるととも

に、財源について当局の見解が質されました。

　次に、総務部関係では、県民広場の再整備に関し

て、補正予算で計上するに至った経緯や今後の維持

管理、財源の検討などについて質疑が行われるとと

もに、活用方法について当局の見解が質されました。

　また、行政県税事務所等窓口へのセミセルフレジ

スター導入について、各事務所における現金の取扱

件数などについて、質疑が行われました。

　以上の点を踏まえ採決した結果、本委員会に付託

されました議案のうち、第100号議案については、

多数をもって、その他の各議案については全会一致

をもって、原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。

　なお、委員から第100号議案「令和４年度一般会

計補正予算」に対して附帯決議案が提出されました。

　その趣旨は、県民広場は、県民にとって極めて重

要な財産であることから、その新たな活用方法に当
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たっては、県議会からの意見も踏まえて丁寧に検討

を進めること。

　また、新たな活用方法が固まるまでの間は、県民

広場の再整備予算について、執行を保留することを

要望するものであり、この附帯決議案を採決した結

果、賛成少数により否決することに決定いたしまし

た。

　引き続き行いました請願の審査結果につきまして

は、お手元に配付の報告書のとおりであります。

　このほか、委員会の所管事項について、各般の議

論が行われましたので、以下、その主な項目につい

て申し上げます。

　まず、知事戦略部関係ですが、

・ 群馬県公立大学法人評価委員会が実施した業務実

績評価結果について

・YouTuber を活用した県の PR事業について

・アニメぐんまちゃんの再放送の状況などについて

・ 公立大学法人のアカデミック・ハラスメントの対

応状況について

　次に、地域創生部関係では

・ ぐんまマラソンに係るリトリートプランの販売実

績などついて

・ ぐんまちゃんをモチーフにした群馬県版図柄入り

ナンバープレートに関するアンケートについて

・ 総合型地域スポーツクラブに係る資格者の養成に

ついて

・上毛かるた大会の開催状況について

　最後に、総務部関係では、

・ ポンプ操法大会などに伴う消防団員の負担の軽減

について

・県庁地下１階のATM跡地の活用状況について

・県庁31階の再整備に係る進捗状況について

　これらの事項につきましても、活発な議論が行わ

れました。

　以上、申し上げまして委員長報告といたします。
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10月13日

健康福祉常任委員会

委員長　穂 積 昌 信

　健康福祉常任委員会に付託されました第137号議

案「令和４年度群馬県一般会計補正予算」の審査経

過と結果について、御報告申し上げます。

　審査では、はじめに、生活困窮者支に取り組む

NPO法人等に対する活動支援に関して、助成金の

申請手続きや周知方法、助成対象、支援の連携体制

等の検討会の設置内容について質疑されるととも

に、申請の要件に合致すれば、予算の上限を超えて

もNPO法人等を助成するよう要望されました。

　次に、物価高騰対策に取り組む医療・介護・福祉

施設支援に関して、支援金の申請手続、物価高騰対

策の策定内容について質疑され、申請のハードルが

高まることのないよう要望されました。

　以上の点を踏まえ採決した結果、本委員会に付託

されました第137号議案は、全会一致をもって、原

案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

　以上、申し上げまして委員長報告といたします。

環境農林常任委員会

委員長　岸　善一郎

　環境農林常任委員会に付託されました第137号議

案「令和４年度群馬県一般会計補正予算」の審査経

過と結果について、御報告を申し上げます。

　本議案は、電気料金の高騰により運営に支障を来

している土地改良区に対し、その費用を補助するた

めの予算案であります。

　審査では、はじめに、今回の補助の対象となる土

地改良区について質疑されました。

　次に、老朽化した農業水利施設の整備について質

疑されました。

　最後に、補助対象経費に係る事業者負担分への支

援について質疑されました。

　以上を踏まえ採決した結果、本委員会に付託され

ました第137号議案は、全会一致をもって、原案の
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とおり可決すべきものと決定いたしました。

　以上、申し上げまして委員長報告といたします。

産経土木常任委員会

委員長　泉 沢 信 哉

　産経土木常任委員会に付託されました第137号議

案「令和４年度群馬県一般会計補正予算」の審査経

過と結果について、御報告を申し上げます。

　本議案は愛郷ぐんま全国割の実施及びデジタルイ

ノベーションの加速化に伴う予算案であります。

　はじめに、愛郷ぐんま全国割に関して、まず、本

県の受付期間を当初10月末までとした理由について

質疑されました。

　次に、個人が直接予約する場合のステイナビを利

用した手続や旅行ウェブサイトから申込む際の手続

について質疑されました。

　次に、割引対象とするワクチン接種や PCR検査

等陰性証明の取扱い、事業委託の仕組みや現状につ

いて質疑されました。

　デジタルイノベーションの加速化に関しては、５

月補正予算後の申請者数及び認定者数、補正予算の

内訳及び事業効果について質疑されました。

　以上の点を踏まえ採決した結果、本委員会に付託

されました第137号議案は、全会一致をもって、原

案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

　以上、申し上げまして委員長報告といたします。
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総務企画常任委員会

委員長　川野辺達也

　総務企画常任委員会に付託されました第137号議

案「令和４年度群馬県一般会計補正予算」の審査経

過と結果について、御報告申し上げます。

　まず、マイナンバーカード申請促進に関して、目

標値の設定や県職員の取得率、子どもたちや介護施

設の入居者を対象とした取組、商業施設での取組内

容について質疑されるとともに、県が開設するブー

スと市町村が設置するものとでは、インセンティブ

に違いが生じることについて、当局の見解が質され

ました。

　また、電力価格対策・再エネ導入支援に関して、

事業期間について質疑されるとともに、既に設備導

入を行った方への対応について、当局の見解が質さ

れました。

　以上の点を踏まえ採決した結果、本委員会に付託

されました第137議案は、全会一致をもって、原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。

　以上、申し上げまして委員長報告といたします。
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10月31日

決算特別委員会

委員長　中 沢 丈 一

　決算特別委員会における審査の経過と結果につい

て、御報告申し上げます。

　本委員会は、10月12日に設置され、令和３年度群

馬県一般会計決算、同特別会計決算及び、同公営企

業会計決算並びに第144号から第146号までの各議案

について、慎重に審査を行ってまいりました。

　10月17日及び18日には、各分科会が開催され、決

算内容に関する審査が行われたところであります

が、それらの概要につきましては、10月26日に開催

されました総括質疑における主査報告のとおりであ

ります。

　また、現地調査を行った分科会につきましては、

昨年度事業の実施状況や、その効果などを現場に

て、改めて確認したところであります。

　さらに、総括質疑においては、各党会派を代表す

る６人の委員により、質疑が行われました。その主

な項目について申し上げます。

・ 令和３年度決算の財政状況評価と令和５年度当初

予算編成の考え方について

・令和３年度企業局決算について

・ぐんま緑の県民税について

・安全で安心なサイバー空間の確保に向けて

・高等職業訓練促進給付金について

・小児医療センターの現状と課題について

・ぐんまちゃんのブランド化について

・パートナーシップ宣誓制度について

・ 県内公立学校における医療的ケア児への支援につ

いて

・事業評価について

・自殺対策について

・県内小中学校における教員の欠員状況について

　なお、これらの項目のほかにも、各般にわたり議

論が交わされたことは、皆さま御承知のとおりであ

ります。

　以上の審査を踏まえ、本委員会に付託されました

各案件について採決した結果、お手元に配付の報告

書のとおり、令和３年度群馬県一般会計歳入歳出決

算、令和３年度群馬県用地先行取得特別会計歳入歳

出決算及び令和３年度群馬県流域下水道事業、同工

業用水道事業、同水道事業、同団地造成事業の各公

営企業会計決算については、多数をもって、その他

の会計決算、及び第144号から第146号までの各議案

については、全会一致をもって、認定及び可決すべ

きものと決定いたしました。

　以上、申し上げまして委員長報告といたします。
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議　案　審　議　状　況

　第３回前期定例会において審議された議案の総件数は、知事提出議案が50件、委員会・議員提出議案が１件

の計51件でした。

９
月
20
日
提
出

９
月
29
日
提
出

10
月
12
日
提
出

今
期
提
出
計

９
月
29
日
可
決

10
月
12
日
可
決

10
月
13
日
可
決

10
月
31
日
可
決

今
期
可
決
計

今
期
否
決
計

知

事

提

出

予 算 案 3 1 4 3 1 4

条 例 案 30 30 30 30

同 意 1 6 7 1 6 7

認 定 ※3 3 ※3 3

承 認

その他の議案 3 3 6 3 3 6

小　　計 36 1 13 50 1 42 1 6 50

委
員
会
・
議
員　

提
出

条 例 案

会 議 規 則 案

専決処分の指定

意 見 書 案

決 議 案

要 望 書 案

その他の議案 1 1 1 1

小　　計 1 1 1 1

合　　　計 36 1 14 51 1 43 1 6 51

※ 決算の認定は「令和３年度群馬県一般会計歳入歳出決算」、「同特別会計歳入歳出決算」及び「同公営企業会

計決算」の３件として計上。
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第３回前期定例会議決事件概要及び結果
〇知事提出議案

番号 件　　　　名 概　　　　　　要 討　論 議決の態様

100 令和４年度群馬県一般会計補正

予算（第２号）

歳入歳出増額　 25,677,120千円
歳入歳出総額　848,754,477千円

反対（共）

賛成（自、リ）

多数可決

（共反対）

101 令和４年度群馬県電気事業会計

補正予算（第２号）

債務負担行為　１件 賛成（自、リ） 全会一致

可 決

102 群馬県職員の分限に関する手続

及び効果に関する条例の一部を

改正する条例

地方公務員法の改正に伴うもの 賛成（自、リ） 全会一致

可 決

103 群馬県職員の懲戒の手続及び効

果に関する条例の一部を改正す

る条例

地方公務員法の改正に伴うもの 賛成（自、リ） 全会一致

可 決

104 群馬県職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例

地方公務員法の改正に伴い、60歳を超える職員
の給与の取扱いに関する特例等を定めようとす

るもの

賛成（自、リ） 全会一致

可 決

105 群馬県職員の寒冷地手当に関す

る条例の一部を改正する条例

地方公務員法の改正に伴うもの 賛成（自、リ） 全会一致

可 決

106 群馬県職員退職手当に関する条

例の一部を改正する条例

地方公務員法の改正に伴うもの 賛成（自、リ） 全会一致

可 決

107 群馬県職員の特殊勤務手当に関

する条例の一部を改正する条例

地方公務員法の改正に伴うもの 賛成（自、リ） 全会一致

可 決

108 群馬県職員等の旅費に関する条

例の一部を改正する条例

地方公務員法の改正に伴うもの 賛成（自、リ） 全会一致

可 決

109 群馬県職員賞じゆつ金授与条例

の一部を改正する条例

地方公務員法の改正に伴うもの 賛成（自、リ） 全会一致

可 決

110 群馬県職員の定年等に関する条

例の一部を改正する条例

地方公務員法の改正に伴い、職員の定年の引上

げ等を行おうとするもの

賛成（自、リ） 全会一致

可 決

111 外国の地方公共団体の機関等に

派遣される群馬県職員の処遇等

に関する条例の一部を改正する

条例

地方公務員法の改正に伴うもの 賛成（自、リ） 全会一致

可 決

112 職員の育児休業等に関する条例

の一部を改正する条例

地方公務員法及び地方公務員の育児休業等に関

する法律の改正に伴うもの

賛成（自、リ） 全会一致

可 決

113 群馬県職員の勤務時間、休暇等

に関する条例の一部を改正する

条例

地方公務員法の改正に伴うもの 賛成（自、リ） 全会一致

可 決

114 公益的法人等への職員の派遣等

に関する条例の一部を改正する

条例

地方公務員法の改正に伴うもの 賛成（自、リ） 全会一致

可 決
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115 群馬県一般職の任期付職員の採

用等に関する条例の一部を改正

する条例

地方公務員法の改正に伴うもの 賛成（自、リ） 全会一致

可 決

116 群馬県人事行政の運営等の状況

の公表に関する条例の一部を改

正する条例

地方公務員法の改正に伴うもの 賛成（自、リ） 全会一致

可 決

117 職員の修学部分休業に関する条

例の一部を改正する条例

地方公務員法の改正に伴うもの 賛成（自、リ） 全会一致

可 決

118 職員の高齢者部分休業に関する

条例の一部を改正する条例

地方公務員法の改正に伴うもの 賛成（自、リ） 全会一致

可 決

119 群馬県議会議員及び群馬県知事

の選挙における選挙運動用自動

車の使用等の公営に関する条例

の一部を改正する条例

国政選挙の例に準じ、選挙運動用自動車の使用

等に係る公費負担の限度額を変更しようとする

もの

賛成（自、リ） 全会一致

可 決

120 群馬コンベンションセンターの

設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例

指定管理者による管理の場合における公益上や

むを得ない必要が生じたときの利用承認の取消

し等を知事が行おうとするもの

賛成（自、リ） 全会一致

可 決

121 公立学校職員退職手当支給条例

の一部を改正する条例

地方公務員法の改正に伴うもの 賛成（自、リ） 全会一致

可 決

122 群馬県市町村立学校職員定数条

例の一部を改正する条例

地方公務員法の改正に伴うもの 賛成（自、リ） 全会一致

可 決

123 群馬県公立学校職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例

地方公務員法の改正に伴い、60歳を超える学校
職員の給与の取扱いに関する特例等を定めよう

とするもの

賛成（自、リ） 全会一致

可 決

124 群馬県公立学校職員等の旅費に

関する条例の一部を改正する条

例

地方公務員法の改正に伴うもの 賛成（自、リ） 全会一致

可 決

125 群馬県義務教育諸学校等の教育

職員の給与等に関する特別措置

に関する条例の一部を改正する

条例

地方公務員法の改正に伴うもの 賛成（自、リ） 全会一致

可 決

126 群馬県市町村立学校職員の定年

等に関する条例の一部を改正す

る条例

地方公務員法の改正に伴い、県費負担教職員の

定年の引上げ等を行おうとするもの

賛成（自、リ） 全会一致

可 決

127 外国の地方公共団体の機関等に

派遣される群馬県市町村立学校

職員の処遇等に関する条例の一

部を改正する条例

地方公務員法の改正に伴うもの 賛成（自、リ） 全会一致

可 決

128 群馬県学校職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部を改正

する条例

地方公務員法の改正に伴うもの 賛成（自、リ） 全会一致

可 決



─　　─29

番号 件　　　　名 概　　　　　　要 討　論 議決の態様

129 群馬県教育職員免許法関係手数

料条例の一部を改正する条例

教員免許更新制の廃止に伴い、免許更新関係手

数料の削除等を行おうとするもの

賛成（自、リ） 全会一致

可 決

130 群馬県企業職員の給与の種類及

び基準を定める条例の一部を改

正する条例

地方公務員法の改正に伴い、60歳を超える職員
の給与の取扱いに関する特例等を定めようとす

るもの

賛成（自、リ） 全会一致

可 決

131 群馬県病院事業職員の給与の種

類及び基準を定める条例の一部

を改正する条例

地方公務員法の改正に伴い、60歳を超える職員
の給与の取扱いに関する特例等を定めようとす

るもの

賛成（自、リ） 全会一致

可 決

132 和解について やよいひめの育成者権侵害について和解を行お

うとするもの

賛成（自、リ） 全会一致

可 決

133 和解について 県道の旧待避所内にある民地について和解を行

おうとするもの

賛成（自、リ） 全会一致

可 決

134 和解について 地すべり防止区域内の法定外公共物について和

解を行おうとするもの

賛成（自、リ） 全会一致

可 決

135 令和４年度群馬県一般会計補正

予算（第２号・追加提案分）

歳入歳出増額　　　 54,338千円
歳入歳出総額　848,808,815千円

賛成（自、リ） 全会一致

可 決

〇令和４年９月29日追加提出議案

番号 件　　　　名 概　　　　　　要 討　論 議決の態様

136 教育委員会委員の選任について 教育委員会委員益田裕充氏は、令和４年９月30
日をもってその任期を満了するので、日置英彰

氏を後任者に選任する。

全会一致

同 意

〇令和４年10月12日追加提出議案

番号 件　　　　名 概　　　　　　要 討　論 議決の態様

137 令和４年度群馬県一般会計補正

予算（第３号）

歳入歳出増額　 11,256,967千円
歳入歳出総額　860,065,782千円

反対（共）

賛成（自）

多数可決

（共反対）

138 土地利用審査会委員の選任につ

いて

福島由希子氏を令和４年10月19日をもって土地
利用審査会委員に選任する。

全会一致

同 意

139 土地利用審査会委員の選任につ

いて

保坂充勇氏を令和４年10月19日をもって土地利
用審査会委員に選任する。

全会一致

同 意

140 土地利用審査会委員の選任につ

いて

草場史子氏を令和４年10月19日をもって土地利
用審査会委員に選任する。

全会一致

同 意

141 土地利用審査会委員の選任につ

いて

小林享氏を令和４年10月19日をもって土地利用
審査会委員に選任する。

全会一致

同 意

142 土地利用審査会委員の選任につ

いて

宮田敦子氏を令和４年10月19日をもって土地利
用審査会委員に選任する。

全会一致

同 意
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番号 件　　　　名 概　　　　　　要 討　論 議決の態様

143 土地利用審査会委員の選任につ

いて

神戸ひとみ氏を令和４年10月19日をもって土地
利用審査会委員に選任する。

全会一致

同 意

令和３年度群馬県一般会計歳入

歳出決算の認定について

令和３年度群馬県一般会計決算 反対（共）

賛成（自）

多数認定

（共反対）

令和３年度群馬県特別会計歳入

歳出決算の認定について

令和３年度群馬県母子父子寡婦福祉資金貸付金

特別会計決算

賛成（自） 全会一致

認 定

令和３年度群馬県農業改良資金特別会計決算 賛成（自） 全会一致

認 定

令和３年度群馬県県有模範林施設費特別会計決

算

賛成（自） 全会一致

認 定

令和３年度群馬県小規模企業者等設備導入資金

助成費特別会計決算

賛成（自） 全会一致

認 定

令和３年度群馬県用地先行取得特別会計決算 反対（共）

賛成（自）

多数認定

（共反対）

令和３年度群馬県収入証紙特別会計決算 賛成（自） 全会一致

認 定

令和３年度群馬県林業改善資金特別会計決算 賛成（自） 全会一致

認 定

令和３年度群馬県公債管理特別会計決算 賛成（自） 全会一致

認 定

令和３年度群馬県中小企業振興資金特別会計決

算

賛成（自） 全会一致

認 定

令和３年度群馬県新エネルギー特別会計決算 賛成（自） 全会一致

認 定

令和３年度群馬県国民健康保険特別会計決算 賛成（自） 全会一致

認 定

令和３年度群馬県公営企業会計

決算の認定について

令和３年度群馬県流域下水道事業会計決算 反対（共）

賛成（自）

多数認定

（共反対）

令和３年度群馬県電気事業会計決算 賛成（自） 全会一致

認 定

令和３年度群馬県工業用水道事業会計決算 反対（共）

賛成（自）

多数認定

（共反対）

令和３年度群馬県水道事業会計決算 反対（共）

賛成（自）

多数認定

（共反対）

令和３年度群馬県団地造成事業会計決算 反対（共）

賛成（自）

多数認定

（共反対）
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令和３年度群馬県施設管理事業会計決算 賛成（自） 全会一致

認 定

令和３年度群馬県病院事業会計決算 賛成（自） 全会一致

認 定

144 令和３年度群馬県電気事業会計

剰余金の処分について

令和３年度群馬県電気事業会計未処分利益剰

余金2,540,809,887円から群馬県公営企業の設
置等に関する条例第12条第１項第２号並びに
第２項第１号及び第２号の規定による処分額

486,672,119円を控除した2,054,137,768円の
うち、754,137,768円を建設改良積立金に、
1,300,000,000円を別途積立金に積み立てる。

賛成（自） 全会一致

可 決

145 令和３年度群馬県団地造成事業

会計剰余金の処分について

令和３年度群馬県団地造成事業会計未処分利益

剰余金1,184,636,211円から群馬県公営企業の
設置等に関する条例第12条第１項第１号並びに
第２項第１号及び第２号の規定による処分額

500,174,724円を控除した684,461,487円を建設
改良積立金に積み立てる。

賛成（自） 全会一致

可 決

146 令和３年度群馬県施設管理事業

会計欠損金の処理について

令和３年度群馬県施設管理事業会計未処理欠損

金432,184,928円を処理するため、地方公営企
業法施行令第24条第２項の規定により建設改良
積立金230,195,623円を使用すること及び群馬
県公営企業の設置等に関する条例第13条第２項
の規定により資本剰余金201,989,305円を減少
する。

賛成（自） 全会一致

可 決

※自＝自由民主党、リ＝リベラル群馬、共＝日本共産党の略です。
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入 内 島 道 隆

追 川 徳 信

10
0
令
和
４
年
度
群
馬
県
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）

可
決
45
43

2
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

×
×

○
○

○

10
1
令
和
４
年
度
群
馬
県
電
気
事
業
会
計
補
正
予

算
（
第
２
号
）

可
決
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

10
2
群
馬
県
職
員
の
分
限
に
関
す
る
手
続
及
び
効

果
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
可
決
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

10
3
群
馬
県
職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

可
決
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

10
4
群
馬
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

可
決
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

10
5
群
馬
県
職
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

可
決
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

10
6
群
馬
県
職
員
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

可
決
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

10
7
群
馬
県
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

可
決
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

10
8
群
馬
県
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

可
決
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○



─　　─33

議 案 番 号

件
　
　
　
名

議 決 結 果

表 決 者 数

賛 成 者 数

反 対 者 数

自
由

民
主

党
リ
ベ
ラ
ル
群
馬

令
明

公 明 党

日 本 共 産 党

新 時 代

如 水 会

友 信 会

中 沢 丈 一

久 保 田 順 一 郎

星 野 　 寛

狩 野 浩 志

橋 爪 洋 介

星 名 建 市

井 田 　 泉

中 島 　 篤

萩 原 　 渉

岸　 善 一 郎

井 下 泰 伸

金 井 康 夫

安 孫 子　 哲

伊 藤 　 清

大 和 　 勲

川 野 辺 達 也

穂 積 昌 信

泉 沢 信 哉

今 泉 健 司

松 本 基 志

斉 藤 　 優

大 林 裕 子

森 　 昌 彦

高 井 俊 一 郎

相 沢 崇 文

神 田 和 生

亀 山 貴 史

秋 山 健 太 郎

牛 木 　 義

後 藤 克 己

小 川 　 晶

本 郷 高 明

加 賀 谷 富 士 子

八 木 田 恭 之

鈴 木 敦 子

あ べ と も よ

金 子 　 渡

井 田 泰 彦

金 沢 充 隆

水 野 俊 雄

藥 丸 　 潔

伊 藤 祐 司

酒 井 宏 明

矢 野 英 司

入 内 島 道 隆

追 川 徳 信

10
9
群
馬
県
職
員
賞
じ
ゆ
つ
金
授
与
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

可
決
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

11
0
群
馬
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

可
決
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

11
1
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ

れ
る
群
馬
県
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

可
決
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

11
2
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

可
決
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

11
3
群
馬
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

可
決
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

11
4
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

可
決
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

11
5
群
馬
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

可
決
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

11
6
群
馬
県
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

可
決
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

11
7
職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

可
決
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

11
8
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

可
決
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

11
9

群
馬
県
議
会
議
員
及
び
群
馬
県
知
事
の
選
挙

に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
等
の

公
営
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

可
決
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

12
0
群
馬
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及

び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

可
決
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

12
1
公
立
学
校
職
員
退
職
手
当
支
給
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

可
決
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

12
2
群
馬
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

可
決
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○



─　　─34

議 案 番 号

件
　
　
　
名

議 決 結 果

表 決 者 数

賛 成 者 数

反 対 者 数

自
由

民
主

党
リ
ベ
ラ
ル
群
馬

令
明

公 明 党

日 本 共 産 党

新 時 代

如 水 会

友 信 会

中 沢 丈 一

久 保 田 順 一 郎

星 野 　 寛

狩 野 浩 志

橋 爪 洋 介

星 名 建 市

井 田 　 泉

中 島 　 篤

萩 原 　 渉

岸　 善 一 郎

井 下 泰 伸

金 井 康 夫

安 孫 子　 哲

伊 藤 　 清

大 和 　 勲

川 野 辺 達 也

穂 積 昌 信

泉 沢 信 哉

今 泉 健 司

松 本 基 志

斉 藤 　 優

大 林 裕 子

森 　 昌 彦

高 井 俊 一 郎

相 沢 崇 文

神 田 和 生

亀 山 貴 史

秋 山 健 太 郎

牛 木 　 義

後 藤 克 己

小 川 　 晶

本 郷 高 明

加 賀 谷 富 士 子

八 木 田 恭 之

鈴 木 敦 子

あ べ と も よ

金 子 　 渡

井 田 泰 彦

金 沢 充 隆

水 野 俊 雄

藥 丸 　 潔

伊 藤 祐 司

酒 井 宏 明

矢 野 英 司

入 内 島 道 隆

追 川 徳 信

12
3
群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

可
決
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

12
4
群
馬
県
公
立
学
校
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

可
決
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

12
5
群
馬
県
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の

給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

可
決
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

12
6
群
馬
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
定
年
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

可
決
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

12
7
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ

れ
る
群
馬
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
処
遇
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

可
決
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

12
8
群
馬
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

可
決
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

12
9
群
馬
県
教
育
職
員
免
許
法
関
係
手
数
料
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

可
決
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

13
0
群
馬
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準

を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

可
決
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

13
1
群
馬
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び

基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
可
決
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

13
2
和
解
に
つ
い
て

可
決
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

13
3
和
解
に
つ
い
て

可
決
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

13
4
和
解
に
つ
い
て

可
決
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

13
5
令
和
４
年
度
群
馬
県
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
・
追
加
提
案
分
）

可
決
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

13
8
土
地
利
用
審
査
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

同
意
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○



─　　─35

議 案 番 号

件
　
　
　
名

議 決 結 果

表 決 者 数

賛 成 者 数

反 対 者 数

自
由

民
主

党
リ
ベ
ラ
ル
群
馬

令
明

公 明 党

日 本 共 産 党

新 時 代

如 水 会

友 信 会

中 沢 丈 一

久 保 田 順 一 郎

星 野 　 寛

狩 野 浩 志

橋 爪 洋 介

星 名 建 市

井 田 　 泉

中 島 　 篤

萩 原 　 渉

岸　 善 一 郎

井 下 泰 伸

金 井 康 夫

安 孫 子　 哲

伊 藤 　 清

大 和 　 勲

川 野 辺 達 也

穂 積 昌 信

泉 沢 信 哉

今 泉 健 司

松 本 基 志

斉 藤 　 優

大 林 裕 子

森 　 昌 彦

高 井 俊 一 郎

相 沢 崇 文

神 田 和 生

亀 山 貴 史

秋 山 健 太 郎

牛 木 　 義

後 藤 克 己

小 川 　 晶

本 郷 高 明

加 賀 谷 富 士 子

八 木 田 恭 之

鈴 木 敦 子

あ べ と も よ

金 子 　 渡

井 田 泰 彦

金 沢 充 隆

水 野 俊 雄

藥 丸 　 潔

伊 藤 祐 司

酒 井 宏 明

矢 野 英 司

入 内 島 道 隆

追 川 徳 信

13
9
土
地
利
用
審
査
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

同
意
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

14
0
土
地
利
用
審
査
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

同
意
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

14
1
土
地
利
用
審
査
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

同
意
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

14
2
土
地
利
用
審
査
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

同
意
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

14
3
土
地
利
用
審
査
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

同
意
45
45

0
○

○
○

○
○

議
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

◎
令
和
４
年
第
３
回
定
例
会
　
議
決
結
果
（
知
事
提
出
議
案
　
10
/1
3議
決
分
）

議 案 番 号

件
　
　
　
名

議 決 結 果

表 決 者 数

賛 成 者 数

反 対 者 数

自
由

民
主

党
リ
ベ
ラ
ル
群
馬

令
明

公 明 党

日 本 共 産 党

新 時 代

如 水 会

友 信 会

中 沢 丈 一

久 保 田 順 一 郎

星 野 　 寛

狩 野 浩 志

橋 爪 洋 介

星 名 建 市

井 田 　 泉

中 島 　 篤

萩 原 　 渉

岸　 善 一 郎

井 下 泰 伸

金 井 康 夫

安 孫 子　 哲

伊 藤 　 清

大 和 　 勲

川 野 辺 達 也

穂 積 昌 信

泉 沢 信 哉

今 泉 健 司

松 本 基 志

斉 藤 　 優

大 林 裕 子

森 　 昌 彦

高 井 俊 一 郎

相 沢 崇 文

神 田 和 生

亀 山 貴 史

秋 山 健 太 郎

牛 木 　 義

後 藤 克 己

小 川 　 晶

本 郷 高 明

加 賀 谷 富 士 子

八 木 田 恭 之

鈴 木 敦 子

あ べ と も よ

金 子 　 渡

井 田 泰 彦

金 沢 充 隆

水 野 俊 雄

藥 丸 　 潔

伊 藤 祐 司

酒 井 宏 明

矢 野 英 司

入 内 島 道 隆

追 川 徳 信

13
7
令
和
４
年
度
群
馬
県
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
３
号
）

可
決
45
43

2
○

○
○

○
○
議

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
×
×

○
○

○
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◎
令
和
４
年
第
３
回
定
例
会
　
議
決
結
果
（
知
事
提
出
議
案
　
10
/3
1議
決
分
）

議 案 番 号

件
　
　
　
名

議 決 結 果

表 決 者 数

賛 成 者 数

反 対 者 数

自
由

民
主

党
リ
ベ
ラ
ル
群
馬

令
明

公 明 党

日 本 共 産 党

新 時 代

如 水 会

友 信 会

中 沢 丈 一

久 保 田 順 一 郎

星 野 　 寛

狩 野 浩 志

橋 爪 洋 介

星 名 建 市

井 田 　 泉

中 島 　 篤

萩 原 　 渉

岸　 善 一 郎

井 下 泰 伸

金 井 康 夫

安 孫 子　 哲

伊 藤 　 清

大 和 　 勲

川 野 辺 達 也

穂 積 昌 信

泉 沢 信 哉

今 泉 健 司

松 本 基 志

斉 藤 　 優

大 林 裕 子

森 　 昌 彦

高 井 俊 一 郎

相 沢 崇 文

神 田 和 生

亀 山 貴 史

秋 山 健 太 郎

牛 木 　 義

後 藤 克 己

小 川 　 晶

本 郷 高 明

加 賀 谷 富 士 子

八 木 田 恭 之

鈴 木 敦 子

あ べ と も よ

金 子 　 渡

井 田 泰 彦

金 沢 充 隆

水 野 俊 雄

藥 丸 　 潔

伊 藤 祐 司

酒 井 宏 明

矢 野 英 司

入 内 島 道 隆

追 川 徳 信

令
和
３
年
度
群
馬
県
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決

算
の
認
定
に
つ
い
て

認
定
44
42

2
○

○
○

○
○

議
○

―
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

×
×

○
○

○

令
和
３
年
度
群
馬
県
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資

金
貸
付
金
特
別
会
計
決
算

認
定
44
44

0
○

○
○

○
○

議
○

―
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

令
和
３
年
度
群
馬
県
農
業
改
良
資
金
特
別
会

計
決
算

認
定
44
44

0
○

○
○

○
○

議
○

―
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

令
和
３
年
度
群
馬
県
県
有
模
範
林
施
設
費
特

別
会
計
決
算

認
定
44
44

0
○

○
○

○
○

議
○

―
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

令
和
３
年
度
群
馬
県
小
規
模
企
業
者
等
設
備

導
入
資
金
助
成
費
特
別
会
計
決
算

認
定
44
44

0
○

○
○

○
○

議
○

―
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

令
和
３
年
度
群
馬
県
用
地
先
行
取
得
特
別
会

計
決
算

認
定
44
42

2
○

○
○

○
○

議
○

―
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

×
×

○
○

○

令
和
３
年
度
群
馬
県
収
入
証
紙
特
別
会
計
決

算
認
定
44
44

0
○

○
○

○
○

議
○

―
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

令
和
３
年
度
群
馬
県
林
業
改
善
資
金
特
別
会

計
決
算

認
定
44
44

0
○

○
○
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公
債
管
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会
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決
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認
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計
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議 案 番 号

件
　
　
　
名

議 決 結 果

表 決 者 数

賛 成 者 数

反 対 者 数

自
由

民
主

党
リ
ベ
ラ
ル
群
馬

令
明

公 明 党

日 本 共 産 党

新 時 代

如 水 会

友 信 会

中 沢 丈 一

久 保 田 順 一 郎

星 野 　 寛

狩 野 浩 志

橋 爪 洋 介

星 名 建 市

井 田 　 泉

中 島 　 篤

萩 原 　 渉

岸　 善 一 郎

井 下 泰 伸

金 井 康 夫

安 孫 子　 哲

伊 藤 　 清

大 和 　 勲

川 野 辺 達 也

穂 積 昌 信

泉 沢 信 哉

今 泉 健 司

松 本 基 志

斉 藤 　 優

大 林 裕 子

森 　 昌 彦

高 井 俊 一 郎

相 沢 崇 文

神 田 和 生

亀 山 貴 史

秋 山 健 太 郎

牛 木 　 義

後 藤 克 己

小 川 　 晶

本 郷 高 明

加 賀 谷 富 士 子

八 木 田 恭 之

鈴 木 敦 子

あ べ と も よ

金 子 　 渡

井 田 泰 彦

金 沢 充 隆

水 野 俊 雄

藥 丸 　 潔

伊 藤 祐 司

酒 井 宏 明

矢 野 英 司

入 内 島 道 隆

追 川 徳 信

令
和
３
年
度
群
馬
県
工
業
用
水
道
事
業
会
計

決
算

認
定
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42
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○
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○
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会
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○
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〇委員会提出議案

○10月12日提出

番号 件　　　名 提出委員会・発議者 討論 議決の態様

議７ 特別委員会の設置について 議会運営委員会 全会一致

可 決
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◎
令
和
４
年
第
３
回
定
例
会
　
議
決
結
果
（
10
/1
2委
員
会
提
出
議
案
）

議 案 番 号

件
　
　
　
名

議 決 結 果

表 決 者 数

賛 成 者 数

反 対 者 数

自
由

民
主

党
リ
ベ
ラ
ル
群
馬

令
明

公 明 党

日 本 共 産 党

新 時 代

如 水 会

友 信 会

中 沢 丈 一

久 保 田 順 一 郎

星 野 　 寛

狩 野 浩 志

橋 爪 洋 介

星 名 建 市

井 田 　 泉

中 島 　 篤

萩 原 　 渉

岸　 善 一 郎

井 下 泰 伸

金 井 康 夫

安 孫 子　 哲

伊 藤 　 清

大 和 　 勲

川 野 辺 達 也

穂 積 昌 信

泉 沢 信 哉

今 泉 健 司

松 本 基 志

斉 藤 　 優

大 林 裕 子

森 　 昌 彦

高 井 俊 一 郎

相 沢 崇 文

神 田 和 生

亀 山 貴 史

秋 山 健 太 郎

牛 木 　 義

後 藤 克 己

小 川 　 晶

本 郷 高 明

加 賀 谷 富 士 子

八 木 田 恭 之

鈴 木 敦 子

あ べ と も よ

金 子 　 渡

井 田 泰 彦

金 沢 充 隆

水 野 俊 雄

藥 丸 　 潔

伊 藤 祐 司

酒 井 宏 明

矢 野 英 司

入 内 島 道 隆

追 川 徳 信
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○
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可決された委員会提出議案

議第７号議案

特別委員会の設置について

１　委員会名称　　決算特別委員会

２　委　　　員　　全議員（議長、副議長及び監査委員を除く）

３　設 置 目 的　　一般会計、特別会計、公営企業会計の令和３年度決算等について審査を行うため

４　付 議 事 件　　令和３年度の群馬県一般会計歳入歳出決算、同特別会計歳入歳出

　　　　　　　　　決算、同公営企業会計決算の認定に関すること

　　　　　　　　　令和３年度群馬県電気事業会計剰余金の処分に関すること

　　　　　　　　　令和３年度群馬県団地造成事業会計剰余金の処分に関すること

　　　　　　　　　令和３年度群馬県施設管理事業会計欠損金の処理に関すること

候
候
候
候
候
候
候
候
候
候
候
候
候
候
候
候
候
候
候
候
候
候
候
候
候

交佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼侯
候
候
候
候
候
候
候
候
候
候
候
候
候
候
候
候
候
候
候
候
候
候
候
候
候佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼
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　第３回前期定例会において審査された請願の総数は20件でした。

　委員会別の審査結果は次のとおりです。

委　員　会　名
付　　　託

採択 一部採択 不採択 取下げ 継続審査
継続 新規 計

総 務 企 画 常 任 委 員 会 1 2 3 1（1） 1 1

健 康 福 祉 常 任 委 員 会 3 1 4 1 3

環 境 農 林 常 任 委 員 会 2 2 1（1） 1

産 経 土 木 常 任 委 員 会 7 7 7

文 教 警 察 常 任 委 員 会 3 1 4 4

議 会 運 営 委 員 会

計 14 6 20 2（2） 2 16

（注）１　「採択」欄の（　）内は趣旨採択の内数を表す。

　　　２　「継続審査」欄は、結果が保留され、後期定例会で引き続き審査されるものを表す。

請 願 の 議 決 結 果
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〇総務企画常任委員会

番　号 件　　　　　　　　　　名
区　　　分

意　　　見
採択 不採択 継続

24 地方財政の充実・強化を求める請願 （趣旨） ○
願意妥当

結果の報告を求める

25 安倍元首相の「国葬」への群馬県の対応に関する請願 ○ 実施困難

〇健康福祉常任委員会

番　号 件　　　　　　　　　　名
区　　　分

意　　　見
採択 不採択 継続

８
後期高齢者の医療費窓口負担２割化実施の凍結に関する

請願
○

実施困難

（多数をもって決定）

○環境農林常任委員会

番　号 件　　　　　　　　　　名
区　　　分

意　　　見
採択 不採択 継続

18
（国）指定野菜価格安定対策事業に係る交付予約数量引き

上げについての請願 （趣旨）
○

願意妥当

結果の報告を求める

請願の委員会別審査状況
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委 員 会 委 員 名 簿

（令和４年10月31日現在）

委 員 会 名 委　員　長 副 委 員 長 委　　　　　　　　員

総務企画常任委員会

（10人）
川野辺達也 (自) 森 　 昌 彦 (自)

井 田 　 泉 (自) 安孫子　哲 (自) 小 川 　 晶 (リ)

井 田 泰 彦 (令) 神 田 和 生 (自) 追 川 徳 信 (友)

(欠員２名)

健康福祉常任委員会

（10人）
穂 積 昌 信 (自) 相 沢 崇 文 (自)

久保田順一郎 (自) 水 野 俊 雄 (公) 中 島 　 篤 (自)

あべともよ (令) 酒 井 宏 明 (共) 松 本 基 志 (自)

八木田恭之 (リ) (欠員１名）

環境農林常任委員会

（10人）
岸　善一郎 (自) 高井俊一郎 (自)

狩 野 浩 志 (自) 伊 藤 祐 司 (共) 萩 原 　 渉 (自)

金 井 康 夫 (自) 加賀谷富士子 (リ) 入内島道隆 (如)

亀 山 貴 史 (自) (欠員１名)

産経土木常任委員会

（10人）
泉 沢 信 哉 (自) 斉 藤 　 優 (自)

中 沢 丈 一 (自) 星 野 　 寛 (自) 金 子 　 渡 (令)

伊 藤 　 清 (自) 矢 野 英 司 (新) 秋山健太郎 (自)

鈴 木 敦 子 (リ) (欠員１名）

文教警察常任委員会

（10人）
今 泉 健 司 (自) 大 林 裕 子 (自)

橋 爪 洋 介 (自) 後 藤 克 己 (リ) 井 下 泰 伸 (自)

藥 丸 　 潔 (公) 大 和 　 勲 (自) 本 郷 高 明 (リ)

金 沢 充 隆 (令) 牛 木 　 義 (自)

議 会 運 営 委 員 会

（13人）
井 田 　 泉 (自) 今 泉 健 司 (自)

星 野 　 寛 (自) 狩 野 浩 志 (自) 後 藤 克 己 (リ)

中 島 　 篤 (自) 金 子 　 渡 (令) 小 川 　 晶 (リ)

伊 藤 　 清 (自) 大 和 　 勲 (自) 穂 積 昌 信 (自)

森 　 昌 彦 (自) 高井俊一郎 (自)

新型コロナウイルス

感染症対策特別委員会

（11人）
狩 野 浩 志 (自) 秋山健太郎 (自)

藥 丸 　 潔 (公) 川野辺達也 (自) 本 郷 高 明 (リ)

穂 積 昌 信 (自) 井 田 泰 彦 (令) 加賀谷富士子 (リ)

今 泉 健 司 (自) 松 本 基 志 (自) 矢 野 英 司 (新)

子育て・障害者支援

に関する特別委員会

（11人）
橋 爪 洋 介 (自) 亀 山 貴 史 (自)

伊 藤 祐 司 (共) 中 島 　 篤 (自) 小 川 　 晶 (リ)

大 和 　 勲 (自) 泉 沢 信 哉 (自) 大 林 裕 子 (自)

高井俊一郎 (自) 金 沢 充 隆 (令) 鈴 木 敦 子 (リ)

環境・エネルギー

対 策 特 別 委 員 会

（11人）
久保田順一郎 (自) 牛 木 　 義 (自)

中 沢 丈 一 (自) 井 田 　 泉 (自) 萩 原 　 渉 (自)

金 井 康 夫 (自) 金 子 　 渡 (令) 森 　 昌 彦 (自)

八木田恭之 (リ) 入内島道隆 (如) 追 川 徳 信 (友)

地域活性化・魅力発信

に関する特別委員会

（11人）
星 野 　 寛 (自) 神 田 和 生 (自)

水 野 俊 雄 (公) 後 藤 克 己 (リ) あべともよ (令)

岸　善一郎 (自) 酒 井 宏 明 (共) 安孫子　哲 (自)

伊 藤 　 清 (自) 斉 藤 　 優 (自) 相 沢 崇 文 (自)

図 書 広 報 委 員 会

（10人）
萩 原 　 渉 (自) 松 本 基 志 (自)

酒 井 宏 明 (共) 藥 丸 　 潔 (公) 大 林 裕 子 (自)

神 田 和 生 (自) 金 沢 充 隆 (令) 秋山健太郎 (自)

牛 木 　 義 (自) 鈴 木 敦 子 (リ)

基本条例推進委員会

（12人）
岸　善一郎 (自) 斉 藤 　 優 (自)

中 島 　 篤 (自) 金 子 　 渡 (令) 伊 藤 　 清 (自)

大 和 　 勲 (自) 本 郷 高 明 (リ) 穂 積 昌 信 (自)

今 泉 健 司 (自) 八木田恭之 (リ) 相 沢 崇 文 (自)

亀 山 貴 史 (自)

※ （自）は自由民主党、（リ）はリベラル群馬、（令）は令明、（公）は公明党、（共）は日本共産党、（新）は新時代、（如）は如

水会、（友）は友信会を表します。

※委員会名欄の（　）内の数字は、定数を表します。



─　　─44

議 席 一 覧 表
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１　期　　　日　令和４年８月24日㈬

２　開 催 場 所　◎有限会社 COCO-LO（桐生市）

　　　　　　　　◎ 桐生市民活動推進センター「ゆ

い」（桐生市）

　　　　　　　　◎NPO法人キッズバレイ（桐生市）

３　出 席 委 員　 穂積委員長、相沢副委員長、水野、

あべ、酒井、松本、八木田の各委

員

４　調査の概要

◎有限会社 COCO-LO（桐生市）

　有限会社 COCO-LOは、桐生市・みどり市・前

橋市を中心に、訪問看護やデイサービス・通所介護

などの介護保険事業を行っている。また、当該法人

は、職員の働きやすい環境を整える取組として、タ

イムマネジメントの徹底や有給休暇取得の促進、育

児・介護と仕事を両立するための制度の充実など、

ワーク・ライフ・バランスの推進に努めている。

　ついては、介護職員等のワーク・ライフ・バラン

ス確保推進の観点から、有限会社 COCO-LOの概

要及び取組について調査を行った。なお、令和元年

度には人材育成や処遇・職場環境の改善を積極的に

行う事業者として、「ぐんま介護人材育成認証事業

者」に認証されている。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　桐生市保健福祉会館　503会議室

　イ　説明者及び出席者

　　　有限会社 COCO-LO　代表

　　　（県側出席者）

県 内 調 査

桐生市民活動推進センター「ゆい」

健康福祉常任委員会

委 員 会 活 動
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　　　 生活こども部長、生活こども部副部長、健康

福祉部長、介護高齢課長

　ウ　説明内容

　　　 資料により、介護職場で働きやすさを実現す

る取組などについて説明。

【主な質疑】

問：現在は、従業員も多いと思われるが、ある程度

の人数になってこのようなシステムを考えたの

か。それとも設立当初の人数が少ない中でも考

えていたのか。

答：従業員が10人を超えたあたりから必要性を感じ

るようになったので、10人向けの仕組みを考え

た。30人ぐらいになると、次なる課題が生まれ

るので、30人向けの仕組みを考えた。人数に応

じて内容を変えていった。

問：求人のツールはどのようなものを使っているの

か。

答：ハローワークかホームページで求人している。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○相沢副委員長

　有限会社COCO-LOは、桐生市を中心に介護保険

事業を展開している。今回の視察では感染症拡大防

止の観点から現地ではなく、桐生市保健福祉会館を

お借りして雅楽川陽子代表より概要や取組について

説明を受けた後、各委員より質問をさせていただい

た。COCO-LOは、「心と心をつなぐ」を理念に掲

げ、利用者も、家族も、関わる人たちも、働くメン

バーも、一人ひとりの心を大切にして自分らしく輝

ける場所を目指している。

　働く職員等のワーク・ライフ・バランスやキャリ

アマネジメント、生産性の向上の指標を明確にし

て、働きやすさややりがいを実現している。

　人材育成や処遇・職場環境の改善は「ぐんま介護

人材育成認証事業者」認定をはじめ多くの受賞実績

となっている。

　各委員からも活発な質問があったが、有限会社な

らではの積極的な事業展開と新たな価値を創造する

バイタリティ、何よりも人を想う優しさと思いやり

を感じる大変有意義な視察となった。

　このような先進的な取組を整理して群馬県の介護

保険事業の進展の一助になるよう協議を進めていき

たい。

◎桐生市民活動推進センター「ゆい」（桐生市）

　桐生市民活動推進センター「ゆい」は、社会の課

題の解決、あるいは、よりよい暮らしをつくりだす

ことを目指す市民活動を応援するために、平成14年

７月に桐生市が一般社団法人きりゅう市民活動推進

ネットワークに管理運営を委託し、設置された。

　市民活動の支援として、会議スペースの提供、機

材の貸出し、NPO・ボランティア相談受付、情報

提供、地理の案内等を行っている。

概要説明の様子

質疑応答の様子



─　　─47

　ついては、NPO・県民活動推進の観点から、桐

生市民活動推進センター「ゆい」の概要及び取組に

ついて調査を行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　桐生市民活動推進センター「ゆい」　会議室

　イ　説明者及び出席者

　　　 一般社団法人きりゅう市民活動推進ネットワー

ク　理事長

　　　（県側出席者）

　　　 生活こども部長、生活こども部副部長、県民

活動支援・広聴課長、私学・子育て支援課長

　ウ　説明内容

　　　資料に基づいて、以下の説明が行われた。

　　　・ 一般社団法人きりゅう市民活動推進ネット

ワークの概要について

　　　・ 桐生市民活動センター「ゆい」の活動内容、

年間利用人数について

　　　・ チャレンジショップ「オーライ」について

【主な質疑】

問：一般社団法人きりゅう市民活動推進ネットワー

クの団体会員の状況はどうか。

答：団体登録は、年会費が発生している団体のこと

であるが、20年経過する中で、当初から登録し

ていただいている団体は３分の１で、新しい団

体に変わっている。

問：中間団体として、NPO法人等の運営に対して、

講座をもってアドバイスするなど、どのような

取組をしているか。

答：NPO法人、任意団体ともに、人・物・金など

の財務運営は非常に大切であるが、それ以上

に、現在大切なものは IT である。時流に合わ

せた形で、IT や SNS の活用方法などの講座を

寺子屋「ゆい」として開催している。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○八木田委員

　桐生市は幅広い市民活動推進のため2000年に桐生

市民活動推進懇談会を立ち上げ、２年にわたる協議

を重ね、「いきいきとした桐生」をつくるために、

幅広い市民活動の、より一層の推進を目的とした

「きりゅう市民活動推進ネットワーク」が、趣旨に

賛同する各種ボランティア団体・個人を会員として

設立された。

　一方、2002年７月市民活動を支援するための拠

点、桐生市民活動センター「ゆい」をオープン、セ

ンターの運営者を同ネットワークとした。ここか

ら活動が始まり、センターの JR桐生駅構内への移

転、同ネットワークが市の指定管理者に指定、2020

年には一般社団法人化されている。センターの運

営・講座の開催を軸に市民活動の環境づくりや活

動の継続・自立、活動の分野を超えたネットワーク

化、企業・行政などとのパートナーシップづくりや

連携・協働などさまざまな活動を行っている。

　ここでの調査からは、行政が市民団体等との協働

によるまちづくりをめざす姿勢に、桐生というまち

の歴史・文化の継続性を感じた。きりゅう市民活動

推進ネットワークの活動は20年にもわたり、会員も

発足時とは３分の２は変わったそうだが、市民が自

主的にまちのために活動することは継続されてい

る。この取組を県内に展開する手法を検討すべきと

感じた。

概要説明の様子
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◎ NPO 法人キッズバレイ（桐生市）

　NPO法人キッズバレイは、少子高齢化していく

地域において、持続可能な地域を実現するために、

生産年齢人口である子育て世代がいきいきと暮らし

働ける地域づくりを目指し、子育て支援、暮らしの

支援、仕事の支援などさまざまな事業に取り組んで

いる。令和３年９月には、不安や悩み、つらさを抱

える女性への相談支援事業「ぐんま・ほほえみネッ

ト」を県から受託し、女性に寄り添った相談支援を

実施している。

　ついては、不安を抱える女性への支援の観点か

ら、NPO法人キッズバレイの概要及び取組につい

て調査を行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　COCOTOMO（ココトモ）

　イ　説明者及び出席者

　　　 NPO法人キッズバレイ　代表理事、運営ス

タッフ

　　　（県側出席者）

　　　生活こども部長、生活こども部副部長、

　　　生活こども課男女共同参画室長

　ウ　説明内容

　　　資料に基づいて、以下の説明が行われた。

　　　・NPO法人キッズバレイの概要について

　　　・ 不安を抱える女性の寄り添い相談支援事業

について　等

【主な質疑】

問：電話相談や LINE 相談をする人は氷山の一角

で、アウトリーチにより困っている人を見つけ

ることが重要になってくると考えている。商業

施設に相談ブースを設けるなどの企画を通じて

接近してもらうように取り組んでいるとの説明

だったが、今後力を入れたいと考えている点が

あれば教えていただきたい。

答：困っている方は、周りに分かってしまうので家

の近所に出向いても出てこない。居場所づくり

が重要である。近くに居場所が作れればよいと

考えている。

問：紙ベースよりも SNS の方が広がりがあると思

うが、ツイッターやフェイスブックなどの活用

は考えているか。

答：情報を共有しやすいという意味で、LINE が１

番よいと考えている。概要説明の様子①

概要説明の様子②

質疑応答の様子
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問：専門家と連携して問題に当たっているが、法人

が見つけているのか。

答：そのとおりである。

問：法人はさまざまに事業を展開しているが、名前

を付けるとすると何屋になるか。また、どうい

う経緯でさまざまな事業を行うことになったの

か。

答：若者・子育て世代の「つながり作り屋さん」と

言ったことはある。市民向けの中間団体である

ので、話を聞いて専門家につなげている。事業

を行うきっかけは、さまざまな声からである。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○水野委員

　NPO法キッズバレイは「つながり作り屋さん」

との説明のとおり、若者や子育て世代の生活や仕事

における諸課題を市民の緩やかなつながりの中で改

善すべく、無料学習支援やグリーフケア、起業家支

援などさまざまな事業に取り組んでいる。

　令和３年９月からは県の「ぐんまほほえみネット」

事業を受託し、コロナ禍で不安を抱える女性の相談

支援を東毛地域で展開。多様なネットワークと細や

かな創意工夫で、困難を抱える女性から半年で延べ

280件を超える相談を受けるなど高い成果を上げて

いる。

　大型商業施設でのアウトリーチ、女性用品の配布、

居場所の提供など多様な支援を実施しているが、地

域の広がりを考えるとさらなる事業の拡充が求めら

れる。また、相談事例には経済的困窮や孤立、DV

など困難な事例もあり、専門家との緊密な連携や支

援員に対するサポート強化も課題である。多忙な中

での視察受入れに感謝するとともに、さらなる事業

の発展に向け、県議会としても後押ししたい。
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１　期　　　日　令和４年８月24日㈬

２　調 査 場 所　◎ 有限会社きたもっく（吾妻郡長

野原町）

　　　　　　　　◎ 浅間家畜育成牧場（吾妻郡長野

原町）

３　出 席 委 員　 岸委員長、高井副委員長、金井、

加賀谷、入内島、亀山の各委員

４　調査の概要

◎有限会社きたもっく（吾妻郡長野原町）

　有限会社きたもっくは養蜂や自伐型林業（一

次）、建築や製材加工、地域の特産品開発（二次）、

森林空間を活用したキャンプ場を中心とする宿泊観

光業（三次）を絡めて浅間山麓の資源をまるごと価

値化する六次産業化を実践している。

　年間来場者は約10万人にのぼり、地域の活性化に

寄与している。また、森林の適正管理や養蜂による

耕作放棄地の活用により、里山の環境保全にも貢献

しており、本県における六次産業化の好事例として

同社の取組を調査した。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　 有限会社きたもっく　「タキビバ」ホール、

「あさまのぶんぶんファクトリー」

　イ　説明者及び出席者

　　　 有限会社きたもっく　代表取締役、事業戦略

室長

　　　（県側出席者）

　　　 環境森林部長、森林局長、林政課長、緑化推

進主監

　ウ　説明内容

　　　資料により、経緯や取組について説明。

浅間家畜育成牧場

環境農林常任委員会
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⑵　視察の状況

【主な質疑】

問：県外出身の社員が多いとのことだが、住環境へ

の支援について伺いたい。

答：地域に定住してもらいたいという考えのもと、

住宅の確保を進めているところである。家族を

持つ社員に優しい会社、満足度の高い環境をつ

くっていきたい。

問：六次産業におけるコロナ禍への対応について伺

いたい。また、製品販売のノウハウについては

どうか。

答：コロナ対応としては、主にキャンプ場の受付を

ドライブスルー形式でのチェックインに変更し

た。販売に当たっては、当社の製品への思いを

くみ取ってくれるところと付き合っていきたい

と考えている。

問：県外出身者は主にどの地域の方が多いのか。ま

た、雇用形態についてはどうか。

答：出身は北海道から九州まで幅広いが、主に首都

圏出身の社員が多い。正社員としての雇用であ

り、地域に根ざしていってほしいと考えている。

問：これまでの経緯の中で、大きな転換点はあった

か。また今後のビジョンはどうか。

答：いくつかあったが、常に山積みの課題に注力し

て乗り越えてきた。今後については、地域の豊

かさが重要であるため、他の地域との連携に注

力していきたいと考えている。

問：製材後の木材は、全て完成品として販売してい

宿泊型ミーティング施設「タキビバ」での概要説明の

様子

「タキビバ」敷地内で説明を受ける様子

「あさまのぶんぶんファクトリー」を視察する様子

「あさまのぶんぶんファクトリー」での質疑応答の様子
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るのか。

答：板材としての販売のほか、テーブルに加工して

販売を行っている。ただし、椅子などの高度な

技術が必要なものについては、現状では製作を

委託して行っている。

問：林業の可能性についてはどうか。

答：林業単独では難しいが、六次産業化でイノベー

ションの可能性があると考えている。参入の

ハードルが高いが、しっかりした地位を確立で

きれば安定してやっていけると考えられる。新

たな産業は中山間地からでてくると考えている。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○高井副委員長

　年間10万人が訪れるという長野原町北軽井沢にあ

る有限会社きたもっくは、キャンプ場である「ス

イートグラス」、焚き火を中心に人が集う宿泊型

ミーティング施設「タキビバ」、自伐型林業とその

製材所の「あさまのぶんぶんファクリー」や、そこ

からの薪
まき

を商品にした「あさまの薪」、その薪ボイ

ラーで沸かした「四季温泉」、多様な自然林の生態

系を利用した養蜂業「百蜜」など、浅間山麓の自然

をふんだんに生かした地域資源循環型の六次産業の

会社であり、グッドデザイン賞2021金賞や令和２年

度六次産業化アワード優良事例などの報奨も受けて

いる。

　この企業の取組が秀逸な源は、経営陣の哲学にあ

る。ポスト資本主義とも思えるような「儲かる儲け

る」ことを第一に置かず、「自然に従う生き方」と

いう理念から連なる地域資源の価値化と、無駄を作

らない循環型社会への想いが根底を成しているよう

に思える。

　コロナを通して、自然の尊さや畏敬の念に気がつ

いた私たちが、やっとこの理念に追いついてきたよ

うに思える。群馬県と林業の可能性を感じさせる未

来型の企業であった。

○亀山委員

　地域未来創造事業体、地域未来牽
けん

引
いん

事業として、

「地域の未来を活性化させたい、多くのことにチャ

レンジしたい、この地域に新たな価値をつくりた

い」。地域資源を活用した幾つもの事業を展開して

いる非常に魅力的な企業であった。

　ここで働く従業員（120人）のほとんどが県外か

らの移住者であるとのこと。その多くは、都会には

ない「豊かな暮らし」を求め入社している。会社全

体に会社が掲げる企業理念や哲学が浸透しているこ

とは、説明を聞き、施設を見学しながら強く感じら

れた。その想いは、４半世紀の時間をかけてこの地

に施設を整備してきた歴史がつくり上げたものでも

あるのだろう。大切にしている価値観である「ルオ

ム：自然に従う生き方」は、本県の魅力であり、大

切な地域資源である自然環境に「これから私たちが

どのように向き合って行くのか」に関して大変参考

になると感じた。

　自然豊かな本県では、林業をはじめ新たな活性化

策が期待される産業も多くある。今回は、地域資源

をまるごと活用した六次産業の好事例を調査するこ

とができた。今後の群馬県の林業振興や自然環境を

どのような形で地域の活性化に結び付けていくのか

を考える上で大変参考となる調査であった。

◎浅間家畜育成牧場（吾妻郡長野原町）

　浅間家畜育成牧場は、浅間山の東北麓の標高約

1,300mに位置する総面積約800㏊の県営牧場であ

る。春から秋にかけて７カ月齢以上の乳用育成牛を

県内酪農家から預かり、希望により人工授精や受精

卵移植を実施している。夏季は約470頭、冬季は約

330頭の牛を飼育し、足腰の強い丈夫な牛に育てて

いる。

　令和元年度より、県内酪農家からの受入頭数増

加の要望に対応するため、約25億円の総事業費をか

け、採草地、集中管理牛舎等の整備事業を実施して

おり、現状についての調査を行った。
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⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　浅間家畜育成牧場

　イ　説明者及び出席者

　　　浅間家畜育成牧場場長、農政部畜産課

　　　（県側出席者）

　　　農政部長、農政部副部長

　ウ　説明内容

　　　 資料等により、現状や農業競争力強化農地整

備事業について説明。

⑵　視察の状況 【主な質疑】

問：職員は何人か。また、外部の人はいるのか。

答：16人の正規職員及び７人の会計年度職員、計23

人であり、外部の職員はいない。生き物相手の

仕事であるため、交代しながら365日の業務を

行っている。

問：乳牛を預かる際の手数料はどうなっているか。

答：新規夏季牛は１頭に付き、１日350円である。

問：飼料高騰の影響はどうか。

答：飼料代については以前の約1.7倍となってお

り、大きな影響を受けている。

問：新牛舎の建設費用はどのくらいか。

答：１棟当たり約５億円となっており、２棟で約10

億円である。

問：今までの牛舎の扱いはどうなるのか。

答：牛の休憩所や機材置き場など、有効活用する方

向で検討している。

問：職員官舎の状況はどうか。

答：概ね築20～40年程度経過しており、老朽化が進

んでいる。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○高井副委員長

　浅間山東北麓標高1,300mに位置する浅間家畜育

成牧場は総面積800㏊を有する国内屈指の広さの牧

場である。歴史を紐
ひも

解くと、明治16年に政府の富国

牧場内で説明を受ける様子

牧場での質疑応答の様子

建築中の新牛舎を視察する様子



─　　─54

強兵政策の一環で騎馬の育成のために開かれた牧場

であり、戦後群馬県に払い下げられた。現在では、

県内の酪農家から７カ月齢以上の乳用牛を預かり育

成して、また希望により受胎させて農家に返してい

る。夏季は470頭、冬季は330頭を飼育して足腰の強

い丈夫な牛を育てている。群馬県は全国５位の生乳

生産量であり、その酪農家の生産を支えるために大

きな役割を果たしてきている。

　酪農家の規模拡大が進む中、省力化や生産コスト

の低減、自家産後継牛確保の重要性から、公共育成

農場としての浅間牧場の役割は大きくなっており、

県内の酪農家から受託可能頭数を超える預託要望が

寄せられているが、現在の採草地の飼料不足、場内

の５カ所に分割している牛舎の老朽化などにより、

現場での増頭は難しいため、令和元年度より、県内

酪農家の要望に対応するため、約25億円の総事業費

をかけ、採草地、集中管理牛舎等の整備事業を現在

行っている。

　また、設備整備はされるもののマンパワーも足り

ていないと感じた。この広大な土地を16人の正職員

と７人の会計年度任用職員で回している。マンパ

ワー不足のため分散管理から集約管理への移行を行

うのではあるが、それでも自然と生き物相手の業務

において人員不足は否めないと感じた。16人の正職

員のうち、15人が敷地内の宿舎に住み込みで働いて

いる。特に積雪の多いこの地域での冬は大変である

ことは容易に想像がつく。

１　期　　　日　令和４年８月25日㈭

２　調 査 場 所　◎ 群馬県防災航空センター（前橋

市）

３　出 席 委 員　 川野辺委員長、森副委員長、

　　　　　　　　井田（泉）、安孫子、小川、

　　　　　　　　井田（泰）、神田、追川の各委員

４　調査の概要

◎群馬県防災航空センター（前橋市）

　群馬県防災航空センターは、平成30年８月に発生

した県防災ヘリコプターの墜落事故を受けて設置さ

群馬県防災航空センター

総務企画常任委員会



─　　─55

れた「防災航空体制のあり方検討委員会」での検討

状況を踏まえ、二度と事故を起こさないよう安全管

理体制を強化するとともに、防災ヘリの運航再開に

向けた取組を進めていくため、平成31年４月に設置

された。

　令和２年12月には、従来機と同等以上の活動性能

に加え、充実した安全装備品を備えた防災ヘリの新

機体が導入された。その後、操縦士４人と整備士２

人を養成し、令和３年４月からは、２人操縦士体制

の下で、消防隊員が搭乗して実機訓練を進め、操縦

士や隊員の技量が確保され、安全の水準が確認され

たことから、令和３年９月に緊急運航などの活動を

再開した。

　約３年ぶりの運航再開から令和４年７月までの

間、39件（県外出動５件を含む。出動種別：山岳救

助34件、林野火災４件、水難救助１件）への対応を

はじめ、近隣県や市町村及び県内消防本部との合同

訓練の実施など、県民の生命・身体及び財産を守る

活動に従事している。

　ついては、今後の危機管理・防災対策に係る審査

の参考とするため、防災航空センターにおける安全

管理体制及び防災ヘリの運航状況について調査を

行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　群馬県防災航空センター　会議室

　イ　説明者及び出席者

　　　防災航空センター　所長、隊長

　　　（県側出席者）

　　　危機管理監、消防保安課長

　ウ　説明内容

　　　 資料により、センターの概要や活動状況につ

いて説明。

⑵　視察の状況

概要説明の様子

センター内で説明を受ける様子

格納庫で説明を受ける様子
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【主な質疑】

問：救助時は、地上何mまで近づくのか。また、

木が生い茂っている場合はどうか。

答：一般的には地上30m程度であるが、急斜面な

どの場合は地上60m以上という場合もある。

地上に障害がある場合は、少し離れた場所に降

下し、要救助者の移動を行うことがある。

問：川のアクティビティが増えているが、影響につ

いてどう考えるか。

答：ラフティング等で溺れたという事例はまだない

が、発生に備えて県内の各消防本部と合同で水

難救助訓練を行っているところである。

問：燃料費の高騰による防災ヘリへの影響はどうか。

答：燃料単価が約19％上がっているが、活動に支障

を及ぼすことのないよう、必要な予算確保に努

めていきたい。

問：山岳救助等での要救助者は、登山等の経験が少

ない人か。

答：一概には言えないが、場所によっては初心者が

多い傾向がある。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○安孫子委員

　防災航空センターは、平成30年８月に発生した県

防災ヘリコプターの墜落事故を受けて設置された

「防災航空体制のあり方検討委員会」での検討状況

を踏まえ、二度と事故を起こさないよう安全管理体

制を強化するとともに、防災ヘリの運航再開に向け

た取組を進めていくため、平成31年４月に設置され

た。

　視察の最初に職員から施設や組織の体制等の説明

を受けた後、施設見学をした。事故がないようさま

ざまな取組がされており、安全対策の強化が伝わっ

た。その後、飛行訓練の状況も視察させてもらっ

た。高度な技術を用いて行った実機訓練を見て日々

の取組や努力を感じた。

ヘリの説明後、飛行訓練の様子を視察
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１　期　　　日　令和４年８月25日㈭

２　調 査 場 所　◎ 東北自動車道館林インターチェ

ンジ（館林市）

　　　　　　　　◎ アサヒ飲料株式会社群馬工場

（館林市）

３　出 席 委 員　 泉沢委員長、斉藤副委員長、中沢、

星野、伊藤（清）、矢野、秋山、

鈴木の各委員

４　調査の概要

◎東北自動車道館林インターチェンジ（館林市）

　東北自動車道の館林インターチェンジは、群馬県

の東の玄関口として、国道354号に接続し、本県の

商工業、農業、観光などの産業発展のため人流・物

流の輸送路として大きな役割を果たしている。館林

インターチェンジへ進入する場合、太田市、大泉町

方面からは、信号右折による接続となっており、交

通量の多い時間帯では渋滞発生箇所となっている。

　ついては、現状の渋滞対策の取組、今後の道路整

備の検討のため、インターチェンジへのアクセスの

現状について現地調査を行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　館林場外競輪車券売場 第２駐車場

　イ　説明者及び出席者

　　　県土整備部交通政策課

　　　（県側出席者）

　　　 県土整備部長、交通政策課長、交通政策課道

路交通計画室長

　　　（調査立会者）

　　　館林市市長、副市長、都市建設部長

　ウ　説明内容

　　　 資料により、館林インターチェンジへのアク

セス道路の状況について説明。

館林インターチェンジ付近

産経土木常任委員会
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⑵　視察の状況

【主な質疑】

問：板倉方面からのインターチェンジへの左折進入

はどのようになるか。

答：信号で止まる必要なく専用の進入レーンから入

ることができる。

問：インターチェンジの進入に係る事故の発生はど

うか。

答：この場所における事故の発生はほとんどない

が、板倉方面から左折で進入する車両と太田方

面から右折で進入する車両の合流地点が国道入

口から近く危険な状況が見受けられる。

問：135秒の信号サイクルで渋滞が大きく解消する

との説明があったが現状はどうか。

答：135秒で渋滞が大きく解消の見込みというシ

ミュレーションの話であり、現時点で一律135

秒には固定していない。今はセンサーが渋滞状

況を感知して90秒から135秒で信号のサイクル

タイムが変動している。

問：丁字にするイメージではどう改善されるのか。

答：丁字改良により、今より交差点の入口が広くな

り、さらに合流部までの距離が長くなる。イン

ターチェンジへ進入する車両が、減速する割合

が少なくなり渋滞の減少が見込め、見通しも確

保できるため安全性が高まる。また、板倉方面

からの交通が比較的少ないため直進信号の時間

を短くして、右折矢印信号を長くすることで渋

滞は少なくなる見込みである。

問：信号機のサイクルタイムの変更について、法律

など制約はあるか。

答：法律による制約はないが、県から改善案を提案

し、警察との協議が必要となる。最終的には警

察が判断することになる。

問：インターチェンジから出てきた車が、交差点内

でUターンして、再度インターチェンジへ進

入することはできるのか。

答：交通ルールでは不可である。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○斉藤副委員長

　東北自動車道の開通に伴って、昭和47年にオープ

ンした館林インターチェンジは、群馬県の東の玄関

口として、国道354号に接続し、本県の商工業、農

業、観光などの産業発展のため人流・物流の輸送路

として大きく貢献してきた。

　館林インターチェンジへ進入する場合、太田市・

大泉町方面からは、信号右折による接続となってお

り、交通量の多い時間帯では渋滞発生箇所となって

いる。インター入口への動線の在り方に改善を求め

る声が多く、実際に見聞しても大型車の右折の危険

性を強く感じた。

　設置されていた時差式信号を、警察と連携して、

右折矢印信号に変更する工夫もしたが、交通量調査

概要説明の様子

歩道橋から館林インターチェンジ付近を視察する様子
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では、慢性的な渋滞はないものの、時間帯によって

は500mを超えるような渋滞が確認されている。

　群馬県の構想案としては、インターチェンジ入口

を広くすることが示された。これによって、合流地

点が交差点から離れるために合流しやすくなり、そ

して交差点がコンパクトになり、右折時間の短縮と

共に安全性も向上することが期待されるので、早期

の実現を期待する。

◎アサヒ飲料株式会社群馬工場（館林市）

　飲料メーカーのアサヒ飲料株式会社は、酒類事業、

飲料事業、食品事業などを形成する日本を代表する

アサヒグループホールディングス株式会社の事業子

会社である。群馬工場は、良質な地下水が得られる

ことやカルピスの原料となる牛乳が群馬県内での調

達が可能であることなど条件が整っていたため1972

年に館林市で創業を開始した。

　現在は、カルピス商品を主に製造しており、工場

施設内にカルピスブランド100周年を記念し、「カル

ピス」みらいのミュージアムを2019年10月に開館し

た。また、コージェネレーションシステム導入によ

り工場内で使用する電気を賄うほか、廃熱を製造工

程で利用し CO2 削減を図るなど、持続可能な地球

環境の実現に取り組んでいる。

　ついては、群馬工場の主力商品であるカルピス飲

料の歴史や魅力の PR、社会貢献活動、環境対策の

取組について調査を行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　 「カルピス」みらいのミュージアム２階試飲室

　イ　説明者及び出席者

　　　アサヒ飲料株式会社群馬工場　工場長

　　　（県側出席者）

　　　産業経済部長、未来投資・デジタル産業課長

　ウ　説明内容

　　　 資料により、群馬工場の概要説明及びミュー

ジアム見学。

⑵　視察の状況

【主な質疑】

問：生乳と水の確保はどのようか。

答：生乳は群馬県を中心に北関東の範囲で全農から

調達している。水は、地下水を利用しており、

概要説明の様子

ミュージアム内で説明を聞く様子

「カルピス」誕生のエピソードをアニメーションで視聴

する様子
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工場内や近隣に井戸を数カ所保有し、取水量の

規定の中で汲
く

み上げている。

問：ペットボトルの回収とリサイクルの状況はどう

か。また、ペットボトル以外の容器の利用につ

いてどのような考えであるか。

答：アサヒ飲料では、新容器の開発検討を行ってい

る。また、館林市とペットボトルリサイクル協

定を締結し、市内で回収したペットボトルを再

製造し、群馬工場で使用し、循環型社会の構築

に努めている。

問：乳価が上昇しているが、製造に影響は出ている

か。

答：原料価格の上昇で値上げをせずに企業努力に取

り組んできたが、やむを得ず10月１日から値上

げの予定である。しかし、品質は落とさないよ

う取り組んでいきたい。

問：乳酸菌の一次発酵二次発酵の話があり、さらに

三次発酵という話もあったがそのあたりはどう

いうことか。

答：カルピスは、一次発酵と二次発酵を連続して行

うことが他の飲料と違うカルピス独自の製法と

なっている。ボトルに詰めた後で三次発酵させ

るとバランスが崩れてしまい賞味期限が安定し

ないなどデメリットがある。

問：カルピスバターはあまり見かけないが、販路は

確立しているか。

答：カルピスの製造過程で発生する脂肪分を原料と

しているため、バターは大量生産が難しい。一

般の市販バターと違う特徴として真っ白いバ

ターとなっている。パティシエが利用している

ほか、スーパーでも販売している。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○鈴木委員

　アサヒ飲料群馬工場は、1972（昭和47）年に「カ

ルピス」の工場として操業を始め、今年で50年を迎

えた。良質な地下水が豊富に採取でき、カルピスの

原料となる牛乳を調達しやすいなどの理由で館林市

が選ばれたという。敷地面積は、13万5,960㎡（東

京ドーム約３個分）、建物の面積は約７万708㎡。全

国に７カ所あるアサヒ飲料の工場のうち、群馬工場

は東日本最大の生産拠点となっている。

　敷地内にある「『カルピス』みらいのミュージア

ム」は、2019年にカルピス発売から100年になるの

を記念してオープンした。館内は白と青を基調とし

た内装で、カルピスの誕生秘話をストーリー仕立て

のアニメで紹介するなど、子どもにも分かりやすい

展示内容となっている。また、発売当初からこれま

での容器や包装紙、歴代広告の展示コーナーがあ

り、世代を超えて飲み継がれてきたカルピスの歴史

や当時の時代背景を学べる。

　近年注目が高まる環境・エネルギー問題への対策

としては、工場内でペットボトルに成型する「プリ

フォーム」を用いて輸送コストを抑えたり、プラス

チックごみ削減のためにペットボトルのリサイクル

に取り組んだりしているという。

　今後は県内の他の食品工場などと連携した工場見

学ツアーやコラボ商品企画など、県全体の PRへと

つながるようなさまざまな可能性を感じた。
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１　期　　　日　令和４年８月25日㈭

２　調 査 場 所　◎ 吉岡町立明治小学校（北群馬郡

吉岡町）

３　出 席 委 員　 今泉委員長、大林副委員長、橋爪、

井下、藥丸、大和、本郷、金沢の

各委員

４　調査の概要

◎吉岡町立明治小学校（北群馬郡吉岡町）

　1884年11月６日に開校し、130年以上の歴史を有

する明治小学校は、児童数632人、教職員数64人が

在籍している小学校である。同校は、文部科学省の

「GIGAスクール構想」のもと、令和２年度に策定

された吉岡町学校 ICT 教育推進計画「HiBALI プラ

ン」に基づき、全児童に Chromebook を貸与する

とともに、全教室に65インチモニターを設置し、デ

ジタル教科書や学習支援ソフトウェアなどを活用し

た授業を行っている。

　さらに、県の「先進プログラミング教育実践モデ

ル校」に指定されており、「自己調整力」の育成に

も取り組んでいる。また、教員が教材研究の時間や

児童に向き合う時間などを確保できるよう、家庭か

らの欠席連絡等のデジタル化や学校等からの通信・

通知のペーパーレス化をはじめ、積極的な校務のデ

ジタル化を図っている。

　ついては、同校を訪問し、ICT を活用した授業の

取組状況や教職員の業務改善の状況について調査を

行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　吉岡町立明治小学校　４階６年３組

　イ　説明者及び出席者

　　　吉岡町立明治小学校　校長、教諭

　　　（県側出席者）

　　　 教育長、教育次長（指導担当）、学校人事課

長、義務教育課長、デジタル教育推進室長

　ウ　説明内容

　　　 ICT 活用した授業の取組状況及び教職員の業

務改善の状況について説明。

吉岡町立明治小学校

文教警察常任委員会
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⑵　視察の状況

【主な質疑】

問：スタディサプリを利用しているが、明治小学校

のみでの利用であるのか。それとも吉岡町全体

で利用しているのか。

答：吉岡町の全ての学校で利用している。予算は町

の単独予算となっている。

問：タブレットやパソコンで学習成果が積み重なっ

ていると思うが、中学校に進学した場合の学習

成果の引継ぎ対応はどうか。

答：自分の学びの過程で蓄積したデータは大事であ

ると捉えており、使っていた機器をそのまま中

学校へ持って行き、活用してもらう。

問：パソコンを操作してみて、時間のかかる部分も

あるのかなと感じたが、紙を利用した授業から

ICT を活用した授業へ移行していくのに当た

り、どんな効果が見られたのか伺いたい。

答：導入当初は教職員及び児童が慣れるのに、膨大

な時間とエネルギーを使った。それがあったか

らこそ、今はアプリを利用することで授業の準

備が楽になり、時間の短縮にもつながってい

る。大変であったのは最初で、慣れたら効果の

方が大きいと感じている。また、機器のトラブ

ルも通信のトラブルもあったりするが、その際

どのように対処するのかという教員の応用力も

身に付くことができたと思う。

問：授業をアナログでするのか、デジタルでするの

かについて、先生によって使い分けの差はある

のか。

答：どのような教材を選ぶかについては、担当教諭

によるが、学年で一斉に行う学年集会などは学

年でそろえるように行っている。

問：学年閉鎖時にリモートで授業を実施している説

明があったが、各家庭における通信環境の状況

はどうであったのか。

答：通信環境については、各家庭において準備して

いただいている。ただ、新しく通信環境を整え

る場合は、町の補助金の助成やルーターの貸出

をしている。そのため、ほとんどの家庭におい

て、通信環境が整っている状況であると認識し

ている。

問：ICT 機器を使った授業について、保護者の理解

はどのように得ているのか。

答：学級だよりやホームページなどを通じて、ICT

機器を利用した授業の様子を紹介しており、実

際にホームページのアクセスが毎日600～700件

近くあるので理解をいただいていると思う。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○藥丸委員

　令和４年８月25日、文教警察常任委員会の県内

調査で、吉岡町立明治小学校へ伺った。吉岡町で

は、令和３年度に策定された ICT 教育推進計画

概要説明の様子

パソコンを使って ICT 授業を体験する様子
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「HiBALI プラン2.0」に基づき、全児童にパソコン

を貸与し、子どもたちの可能性を引き出す「個別最

適な学び」と「協働的な学び」の実現に向けて、

ICT を日常的に活用し、学校教育の充実を図ってい

る。

　実際に、私も学習ソフトを使用させて頂いて、ほ

かの児童の回答を即座に確認できることから、多様

な考え方があることを実感でき、また児童の課題へ

の取組状況を瞬時に確認できることから、児童の状

況を教師が的確に把握できることを実体験できた。

また、出欠確認や家庭への連絡をデジタル化したこ

とで、今問題となっている教員の勤務時間の短縮

や、授業時間やその準備時間の確保、印刷代の削減

も出来たそうである。

　ただ、一方でオンラインの授業ばかりで、人との

接触がないと、児童の顔が暗くなる傾向があるよう

で、デジタル化と対面の双方の良い部分を最大限に

生かす方法は、今後も検討され続けなければならな

いと実感した。
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１　期　　　日　令和４年７月12日㈫～14日㈭

２　調 査 場 所　◎ 株式会社鳥取 CLT（鳥取県西

伯郡南部町）

　　　　　　　　◎ 蒜
ひるぜん

山高原「グリーナブルヒルゼ

ン」（岡山県真庭市）

　　　　　　　　◎ 銘建工業株式会社（岡山県真庭

市）

　　　　　　　　◎ 美作市獣肉処理施設「地美恵の

郷みまさか」（岡山県美作市）

　　　　　　　　◎ 岡山県農林水産部（岡山県岡山

市）

３　出 席 委 員　 岸委員長、高井副委員長、狩野、

伊藤（祐）、萩原、金井、加賀谷、

入内島、亀山の各委員

４　調査の概要

◎株式会社鳥取 CLT（鳥取県西伯郡南部町）

　CLT（Cross Laminated Timber）とは、木の板

を繊維方向が直角に交わるように重ねて接着したパ

ネルで、欧米を中心にマンションや商業施設などの

壁や床として普及している。

　CLTは、これまで木材があまり使われてこな

かった中大規模の建築物などに用いることにより、

木材の新たな需要や新しい産業分野の創出が期待さ

れるものとして、地方創生の一方策としても大きな

期待が寄せられている。

　株式会社鳥取CLTは、国内最軽量の CLTを生産

し、地域の木材産業・建設産業の活性化と地方創生

を目指している企業である。また、２日目に視察す

る銘建工業株式会社とともに、一般社団法人日本

CLT協会を設立し、CLTの普及を行っている。

　ついては、CLT製造の先進事例として、本県の

県産木材活用の参考とするための調査を行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　株式会社鳥取 CLT　会議室

県 外 調 査

蒜山高原「グリーナブルヒルゼン」

環境農林常任委員会
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　イ　説明者及び出席者

　　　株式会社鳥取 CLT　総務部長

　　　（県側出席者）

　　　 環境森林部長、森林局長、林政課長、林業振

興課長、農政部長、農政部副部長、参事（鳥

獣被害対策担当）

　ウ　説明内容

　　　 資料により、株式会社鳥取CLTの CLT製造

等について説明。

⑵　視察の状況

【主な質疑】

問：CLT軽量化の要因について伺いたい。

答：CLTとして使う材木の中でスギが一番軽いの

で、スギを使用することによって、軽量化を

図っている。厚さも12㎜の挽
ひ

き板（ラミナ）の

３層構造で国内最軽量であり、汎用性が高く施

工性も良い。

問：貴社の CLTの材料（ラミナ）は国産材を使用

しているのか。

答：国産材のみである。原木は地元材を利用してい

る。輸入材を使用した場合、採算性が厳しいと

考えられる。

問：CLTが構造的に強いのは分かるが、防腐性や

防水性などの性能が必要な場所でも使用できる

のか。

答：その部分は課題であり、使用が難しい。また、

雨ざらしだと傷みが激しいため、屋外では使用

できない。現在、ゼネコンなどが研究開発を進

めており、今後防水性能等を持つ CLT製品が

出てくる可能性がある。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○亀山委員

　ヨーロッパではマンションや商業施設等の高層建

築物に利用されているCLT。日本国内においても

2013年に JAS（日本農林規格）が制定され、2016年

に CLT関連の建築基準法告示が公布・施行され一

般利用がスタートした。

　今回調査の株式会社鳥取CLT社では、国産材を

使用したCLTを製造。偶然にも、その製品（添付写

真）が群馬県庁32階 NETSUGENにもあると紹介さ

れたことには驚いた。

　県土の３分の２を森林が占める群馬県として、こ

れまでも「林業県ぐんま県産木材利用促進条例」を

制定するなどして県産木材の利用促進にも取り組ん

できた。有効な資源である森林を適切に整備・保全

して行くためにも県内における大規模製材工場の誘

致は必要である。また、今回の調査にもある CLT

の生産・利用は、バイオマス発電や利用後の再活用

等にも期待が持てる事業であり、地域の林業をはじ

めとする木材産業や建築産業の活性化も期待される

産業となる。今後の群馬県の林業振興を考える上で

大変参考となる調査であった。

視察の様子①

視察の様子②
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◎ 蒜山高原「グリーナブルヒルゼン」

（岡山県真庭市）

　隈研吾氏が設計監修し、真庭市の木材で作られた

CLTを使い東京・晴海に建設された「CLT PARK 

HARUMI」を2021年７月に蒜山に移築したパビリ

オンである。真庭市は「SDGs 未来都市」に選出さ

れており、コンクリートの建築にはできない移築可

能な当建築物は脱炭素・サステナブルの象徴となっ

ている。

　ついては、CLTの活用のシンボル的な事例とし

て、本県の県産木材活用の参考とするための調査を

行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　バス車内、グリーナブルヒルゼン

　イ　説明者及び出席者

　　　一般社団法人真庭観光局　事業部担当

　　　（県側出席者）

　　　 環境森林部長、森林局長、林政課長、林業振

興課長、農政部長、農政部副部長、参事（鳥

獣被害対策担当）

　ウ　説明内容

　　　 資料により、グリーナブルヒルゼンの概要に

ついて説明。

⑵　視察の状況

【所感・意見・感想など】

○入内島委員

　隈研吾氏設計のパビリオンを晴海から蒜山に移築

した建造物、さらに CLTを使用した木造というの

がポイントである。そもそも日本の建築物には釘
くぎ

を

使わず、解体・移築することを前提に造られていた

ことを思い出す。私が経営に携わる旅館にも桃山様

式の釘を使っていない建築物が京都から移設されて

いた。

　今後の建築物の方向性として解体・廃棄というス

クラップ＆ビルドへのアンチテーゼとして、解体＆

再建築という新潮流への野心的取組と捉えられない

だろうか。

※ 群馬県庁 32 階 NETSUGEN にある株

式会社鳥取 CLT社の CLT製品

グリーナブルヒルゼン視察の様子①

グリーナブルヒルゼン視察の様子②



─　　─67

◎銘建工業株式会社（岡山県真庭市）

　銘建工業株式会社は、日本でいち早くCLTへの

取組をスタートし、2010年、国産材のスギやヒノ

キを活用して CLTを製造することを国土交通省に

提案して以来、CLTの普及に積極的に取り組み、

2016年には国内初の量産工場を稼働させている。ま

た、集成材を作る過程で生じるプレーナー屑
くず

をバイ

オマス発電の燃料として工場内で活用するととも

に、一部は木質ペレットに加工し販売している。ま

た、代表取締役社長の中島氏が一般社団法人日本

CLT協会の代表理事を務めている。

　なお、本県伊香保グリーン牧場の「カフェ＆ショッ

プ グリーンリーフ」にも銘建工業株式会社の集成材

が使用されている。

　ついては、CLT製造の先進事例として、本県の

県産木材活用の参考とするための調査を行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　銘建工業株式会社　本社事務所　大会議室

　イ　説明者及び出席者

　　　 銘建工業株式会社　取締役、経営企画部長、

総務人事部担当、木質構造事業部担当

　　　（県側出席者）

　　　 環境森林部長、森林局長、林政課長、林業振

興課長、農政部長、農政部副部長、参事（鳥

獣被害対策担当）

　ウ　説明内容

　　　 資料により、銘建工業株式会社の CLT・集

成材製造やバイオマス事業について説明。

⑵　視察の状況

【主な質疑】

問：本県の沼田市では県産木材を使用した公共施設

について検討中だが、木造の大きな建物がどの

くらいもつのかが課題である。御社の本社事務

所は何年程度使用できると見込んでいるか。

答：当社の本社は100年使用することを目標として

いる。木造建築については、水との接触を避け

るように適切な構造設計を行っていれば、法隆

寺の例があるように、法定耐用年数を超えて長

く使用できると考えている。

問：CLT、集成材、バイオマス発電の３事業を実施

している中で、各事業の採算性について教えて

いただきたい。

答：現在、収益のベースとなるのは集成材を中心と

する構造材事業である。ただし、収益率で言う

と、バイオマス事業が非常に高い。ただ、これ

は材料から出る木屑をどう評価するかというこ

とになるが、逆に言うと、バイオマス事業がな

ければこの利益は生まれない。木材加工では、

必ず使えない部分が出て来るため、それをいか

に価値あるものに変えるかというのは、木材加

工事業者にとって生命線だと言える。

隈研吾氏設計の CLTパビリオン「風の葉」内部

視察の様子
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　　現在、建築事業は一定の利益を出しており、

また、今後一番伸ばしていく事業と考えてい

る。CLTは、現在、採算性から厳しい面もあ

るが、今後、建築事業が拡大していけば、収益

が期待できる事業になると考えている。

問：今後事業展開していく中で、国内を視野に入れ

た場合、事業進出を考えている地域はあるか。

答：一般論としてだが、関東は日本国内では最大の

マーケットであり、ビジネスチャンスがある。

個人的意見だが、森林資源があり、マーケット

が近い群馬県は、これをどう生かしていくかと

いうことを考えると、楽しみな要素が多いと感

じる地域である。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○入内島委員

　日本への CLT導入を2010年より開始したことで

知られる草分け的企業。また、CLTの可能性に注

力するにとどまらず、いかにして森林資源を好循環

させるかという点を中心に事業展開している。

　来年創業100年を迎える老舗のコンセプトは「木

とともに未来をつくる」。

　木材による新しい価値の創出・木材を循環させる

ための試行は３つの視点。

（製造・施工・バイオマスの３本柱を標榜）

① 構造材事業：CLT・集成材・製材・構造材（支え

る部位）

② 木質構造事業：大規模木造建築のための構造設

計・製造・加工・施工

③ バイオマス事業：バイオマス発電（プレーナ ー

屑）・ペレット事業

　木材の活用はまだ緒についたばかりであるという

主張は傾聴に値する。

◎ 美作市獣肉処理施設「地美恵の郷みまさか」

（岡山県美作市）

　美作市では、農作物等に被害を与える野生イノシ

シとニホンジカを地域資源として有効利用するた

め、平成24年度に獣肉処理施設を整備し、平成25年

度から食肉処理・販売を行っている。

　当施設では、特に食肉（ジビエ）の安全・安心を

確保するため、「美作市獣肉処理施設への搬入基準」

を定めて捕獲従事者に遵守させるとともに、「岡山

県野生鳥獣食肉衛生ガイドライン（イノシシ・ニホ

ンジカ）」に基づいた処理を行うなど、徹底した衛

生管理を実施している。

　本県においても、ニホンジカについて適正管理計

画に基づく有害捕獲を強化し、捕獲数が増加してい

ることから、捕獲個体の有効活用を検討するため、

美作市のジビエとしての利活用について調査を行っ

た。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　美作市民センター　大研修室

　　　美作市獣肉処理施設「地美恵の郷みまさか」

　イ　説明者及び出席者

　　　 美作市議会議長、美作市議会産業建設委員

長、美作市農林政策部森林政策課長、美作市

農林政策部森林政策課課長補佐、ほか

　　　（県側出席者）

銘建工業株式会社
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　　　 環境森林部長、森林局長、林政課長、林業振

興課長、農政部長、農政部副部長、参事（鳥

獣被害対策担当）

　ウ　説明内容

　　　 資料により、美作市獣肉処理施設「地美恵の

郷みまさか」について説明。

⑵　視察の状況

【主な質疑】

問：１年間のシカ捕獲数4,800頭のうち、施設搬入

されるのは2,400頭だが、搬入されない個体は

どのように処理されているのか。

答：ハンターの自家消費や現地での埋設、又は別の

施設に持っていくなどの方法で処理されている

と思われる。

問：処理される獣肉のうち、ジビエとペットフード

の割合はどのぐらいか。

答：昨年の販売量ベースで見ると、ペットフードは

ニホンジカのみであるが、約４倍ペットフード

の方が多い状況である。

問：獣肉処理施設の収支について伺いたい。

答：平成30年度から指定管理者を置いているが、平

成30年から令和２年度までの第１期について

は、年間の指定管理料を500万円に設定し、収

支についてはプラスの状況である。令和３年度

から７年度までの５年間を、２回目の指定管理

期間としており、この５年間は年間約290万円

の指定管理料を設定している。昨年の収支はほ

ぼプラスマイナスゼロであった。基本的に指定

管理料がないと赤字という状況である。

問：施設の体制は、指定管理者が５人体制で実施し

ているのか。

答：そのとおりである。運営体制は、指定管理の仕

様書で定められている。

問：今後、収益向上のために必要なことについて、

検討しているか。

答：現状の課題についてだが、搬入個体が少ないこ

とである。原因は、シカの個体数も減っている

かもしれないが、ハンターの高齢化も考えられ

る。現状、需要に対して供給が間に合っておら

ず、搬入個体を増やしたいと考えている。現在

の体制で、シカに関してあと1,000頭程度は対

応できると考えている。

問：需要に対して、供給体制が追いついていないた

め、供給が増えれば、収益が上がるということ

でよいか。

答：安定供給については、野生獣を捕まえるので、

永遠の課題である。ただ、今はハンターが施設

に搬入しているところ、狩猟現場で搬入を手伝

うなど、個体数増の取組を考えている。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○加賀谷委員

　この視察では、処理施設への調査前に美作市役所

担当課の職員の方と美作市議会議長、副議長から、

美作市の鳥獣被害について聞かせて頂いた。

　美作市は人口約26,000人、「人口よりもイノシシ

やニホンジカの数が多い」との説明から、美作市で

の鳥獣害の深刻さを感じた。

　美作市では、捕獲した鳥獣の処理がハンターの負

担になることから、ハンターの負担軽減を目的に獣

肉処理施設を設置。捕獲した鳥獣を食肉として活用

しながら、解体処理に市民を採用することで雇用に

もつなげているそうだ。そういった取組から、美作

視察の様子
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市でのイノシシ、シカの年間処理等数は平成28年に

比べて、令和２年では1.6倍に増え実績を上げてい

る。

　群馬県でも捕獲した鳥獣の活用ができればと考え

るが、群馬県では放射性物質対策が必要である。こ

の課題を解決していかないと群馬県での鳥獣の活用

は難しいと感じる。

◎岡山県農林水産部（岡山県岡山市）

　岡山県の面積は、約7,114㎢で、そのうち耕地面

積は10分の１ほどの約63.60㏊である。販売農家数

は、およそ２万８千戸で、中国地方では１番となっ

ている（岡山県担い手育成総合支援協議会ホーム

ページより）。

　豊富な水と肥
ひ

沃
よく

な土、「晴れの国」とも呼ばれる

ほど晴れの日が多い気候にも恵まれ、果樹、野菜、

花
か

卉
き

、畜産など、多種多様な農業が営まれている。

　今回の視察では、好調な新規就農の状況やその取

組について調査を行うとともに、「くだもの王国岡

山」の主要果樹であるモモ、ブドウの新品種育成、

気象変動に対応できる技術開発についても調査を

行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　岡山県議会運営委員会室

　イ　説明者及び出席者

　　　 岡山県議会事務局次長、岡山県農林水産部農

産課長、岡山県農林水産部農林水産総合セン

ター長

　　　（県側出席者）

　　　 環境森林部長、森林局長、林政課長、林業振

興課長、農政部長、農政部副部長、参事（鳥

獣被害対策担当）、農業構造政策課担い手対

策主監

　ウ　説明内容

　　　 資料により、新規就農対策、モモ・ブドウの

新品種育成等について説明。

【主な質疑】

問：先日岡山の白桃を食べる機会があり、岡山の白

桃は真
ま

似
ね

ることができないほど高品質だと感じ

た。そのような中、先ほど、量より質が重要と

いう説明があった。モモ、ブドウ、千両なすな

ど、非常に人気があると思うが、ロットの確保

について、どのように考えているのか伺いたい。

答：ロットの確保は非常に重要で、市場からはもっ

と量を増やして欲しいという要望を絶えず聞い

ている。しかし、果物はマスカットを中心に、

味だけでなく、形を整えるという長年の高度な

技術を有しており、この技術を農家の方も伝達

しているため、その部分については徹底してい

る。その上で、やはり量は確保したいので、規

模拡大のために省力化を図る機械を導入した

り、担い手を増やす努力をしている。野菜につ

いても同様の考えであり、千両なすなど品質は

概要説明の様子

岡山県議会庁舎前にて
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最も重要であると考えている。

問：研修を通じて391人が新規就農し、特に、県外

からの受入れ実績が多いということだが、各地

から就農した割合は、どのくらいか。また、就

農後、産地が一体となって支援しているという

ことだが、具体的な成功例があったらお聞かせ

願いたい。

答：園芸作物の中でも果物、特にブドウが新規就農

者の中で多い。なぜかというと、ブドウの品種

「ピオーネ」は栽培方法がマニュアル化されて

おり、県でも新規就農者に指導しやすい。その

ため、研修・就農後、経営を安定させていく流

れの中で一番多く、成功事例も出てきている。

就農者の割合についてだが、関西や首都圏へブ

ドウが出荷されており、就農して作ってみたい

という方も増えてきている。現在は、関西が増

えており、関西での就農相談会、ナイター相談

会などを開催している。就農研修受講者の割合

としては、関西が３割、関東が１割程度である。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○金井委員

　白桃・ブドウを中心に若者の新規就農者が増えて

いることに驚いた。農産物のブランド化の推進に

よって、十分に採算が取れ、生産意欲が失われない

状態となっている。その要因として、産地型研修で

農家出身でない就農者でも強力なサポート体制を

行っており、ここ最近のデータの説明では研修を活

用した就農率が95％となっている。このことは将来

的には人口減少対策にもつながるものと思われる。

本県においても、高付加価値のブランド化を目指

し、採算の取れる農家を増やしていくことを目指す

べきだと感じた。

１　期　　　日　令和４年７月12日㈫～14日㈭

２　調 査 場 所　◎鳥取県庁（鳥取県鳥取市）

　　　　　　　◎鳥取県企業局（鳥取県鳥取市）

　　　　　　　◎ 神戸フィルムオフィス（兵庫県神

兵庫県議会棟

産経土木常任委員会
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戸市）

　　　　　　　◎兵庫県庁（兵庫県神戸市）

３　出 席 委 員　 泉沢委員長、斉藤副委員長、中沢、

星野、金子、伊藤（清）、矢野、

秋山、鈴木の各委員

４　調査の概要

◎鳥取県庁（鳥取県鳥取市）

　鳥取県は、中国地方の北東部に位置し、東西方向

に細長く、北側は日本海、南側は中国山地という地

形である。

　海・山・温泉など観光資源を活用し、ターゲット

や手法を意識した魅力発信やキャンペーンなどさま

ざまな誘客事業を展開している。

　観光客数は、新型コロナウイルス感染症の影響を

受け、全国的に大幅に減少している傾向にあるが、

そのような中、鳥取県内のキャンプ場に本格的な

フィンランドサウナができたことを契機に、アフ

ターコロナを見据え令和３年11月にホームページを

開設し、サウナを切り口とした観光誘客の取組を実

施している。

　ついては、鳥取県の観光誘客の取組及びサウナ

ツーリズムの取組について調査を行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　鳥取県議会棟別館３階　全員協議会室

　イ　説明者及び出席者

　　　 鳥取県観光交流局副局長兼サイクルツーリズ

ム振興監兼観光戦略課長、観光交流局副局長

兼国際観光誘客課長

　　　（県側出席者）

　　　 産業経済部長、戦略セールス局長、企業管理

者

　ウ　説明内容

　　　 資料により、鳥取県の観光施策及び鳥取県サ

ウナツーリズムの取組について説明。

【主な質疑】

問：県内に40カ所のキャンプ場があるとのことだ

が、今後増やしていく方向か。また、温泉地へ

の集客はどの地域からの集客が多いか。キャン

プとサウナの客層はどのようか。

答：40カ所は民間のキャンプ場と市町が運営するも

ので県が運営するものはない。キャンプ場の受

け入れ環境にも差があるため、県では施設整備

補助金を用意している。キャンプ場の県外から

の来客は７割強であり、近畿、中国地方が多い。

キャンプとサウナの年齢層は若い世代やファミ

リー層が多い。サウナは主に関西圏からの来客

が多い。サウナーと呼ばれる方にあっては、サ

ウナだけを目的に旅行するため東京からも来る

と聞いているが、最近は県内からの集客も増え

ている。

問：コロナ禍においてキャンプはそれほどの影響は

受けていないと思われるが、キャンプ場への来

客数はコロナの前と後ではどうか。サウナの発

想はどこからでてきたものか。コロナ禍の誘客

について、全国ではマイナス40.2％のところ鳥

取県ではマイナス20.8％と半分であるがこの要

因はどうか。

答：昨年のゴールデンウイークあたりでは、密を避

けるということから集客は増えた。キャンプ場

を運営する方々と集客を逃さないために３回程

度協議会を開催し現場の声を聞いた。減少率に

ついては、令和３年３月から島根県と合同で、

概要説明の様子
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#「We Love 山陰キャンペーン」を実施したこ

ともあって減少率が低かったのではないかと分

析している。サウナの発想については、五塔熱

子（＊サウナの熱波師として活動する方）さん

が鳥取県に移住したことやサウナ好きの県議か

ら一般質問もあり、形になっていった。

問：減少率について島根県の数値は把握しているか。

答：マイナス28％とのことである。

問：砂丘地区でワーケーション関連施設を開設して

いるようであるが、サウナ関連施設との連携に

ついてはどうか。インバウンドについて、コロ

ナ前の旅行者の割合と対象国、ツアー解禁に向

けての取組はどうか。

答：砂丘近くにサンドボックス鳥取という民間の

ワーケーション施設が設置されている。現在、

サウナ施設はないが、芝生にテントを設置して

サウナイベントを開催予定である。ワーケー

ション施設やサウナ施設周辺には食事ができる

施設が少ないため、そのあたりを強化して誘客

を図っていきたい。

　　　インバウンドは２割程度であり、米子鬼太郎

空港から国際定期便が出ており韓国、中国、香

港の路線がある。現在は運休中であるが、定期

便が復活し、添乗員が同行するパッケージツ

アーで８月上旬に韓国から10数人が来県する予

定となっている。東南アジアやヨーロッパ、米

国、オーストラリア向けに旅行会社と情報発信

を計画している。

問：温泉宿泊客の減少が最小限に抑えられている

が、温泉旅館とサウナとの連携はどうか。

答：旅館によって対応はさまざまでサウナ飯（＊サ

ウナ後に食べる食事）を取り入れようとする旅

館もある。県では温泉旅館のリニューアルを支

援する補助金制度を用意しているため、徐々に

ではあるがサウナとの連携に動き出している旅

館もある。

問：サウナは水風呂を利用するのが醍
だい

醐
ご

味
み

だが、屋

外で水風呂を用意するのが難しいと思うがどう

か。

答：山間部のキャンプ上では山の水を汲
く

み上げて

プールにして利用している。水風呂がないとこ

ろは川に飛び込んだりしている。

問：サイクルツーリズムに力を入れるようになった

きっかけはどうか。

答：米子地区でトライアスロンが行われていること

や経済界からしまなみ海道サイクリングのよう

に取り組んではどうかと提案もあったと聞いて

いる。弓ヶ浜地区のアップダウンの少ないサイ

クリングロードの整備や、大山周辺を巡るルー

トなど西部地域から広まりはじめ、現在は全県

に発展し推進している。

問：サイクリング途中での修理拠点の状況はどう

なっているか。

答：サイクリストはパンク修理も自分でできるの

で、工具等の貸出で対応しているが、初心者向

けの対応は今後の課題である。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○星野委員

　鳥取県は人口約55万人、全国最小ながら、地域の

持つ資源や歴史、文化、自然、特色等を非常に積

極にスピーディーかつユニークに活用していると

感じた。カニの水揚げ量日本一「蟹取県」ウェル

カニキャンペーン、星空日本一（環境省の星空調

査）「星取県」、「星空保全条例」を施行、鳥取砂丘

の活用。中でも最近話題のサウナツーリズムにつ

いては、議会の提案を執行部がいち早く取り上げ、

「熱波師」を任命して施策を実施している。#「We 

Love 山陰キャンペーン」は令和３年３月から島根

県と連携して実施した。

　こうしたコロナ禍の誘客対策で、令和元年度と令

和３年度の延べ宿泊者数の減少率は、全国平均マ

イナス40.2％に対して鳥取県マイナス20.8％（全国

２位）島根県マイナス28％とのことで、注目に値す

る。このようなことから、観光施策については、地



─　　─74

域の特性を生かした機動的対応、議会の提言の重要

性を再認識した。

◎鳥取県企業局（鳥取県鳥取市）

　鳥取県企業局は、県民生活や地域経済発展に不可

欠な電力と工業用水道の安定供給、企業誘致に必要

な工業団地の分譲を行う地方公営企業である。

　令和２年９月には、鳥取県の県営水力発電所４カ

所の運営に関して、経営の合理化を図るため、民間

事業者の経営資源及びノウハウを活用する PFI コ

ンセッション方式による新たな経営手法を採用し、

効率的、効果的な施設の整備・管理運営を行ってい

る。

　ついては、本県の発電事業における今後の施設整

備や運営等の参考とするため、取組状況等について

調査を行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　鳥取県議会棟別館３階　全員協議会室

　イ　説明者及び出席者

　　　鳥取県企業局長、鳥取県企業局課長

　　　（県側出席者）

　　　企業管理者、経営戦略課長、電源開発室長

　ウ　説明内容

　　　 資料により、鳥取県営水力発電所再整備・運

営等事業（PFI コンセッション事業）につい

て説明。

【主な質疑】

問：民間事業者が、特別目的会社を設立した理由は

どうか。

答：今回の取組の実施に係る資金調達は、出資と融

資で行うが、融資についてはプロジェクトファ

イナンスを活用している。通常、担保で融資を

受けるところ、キャッシュフローを担保に融資

を受けるものである。主な理由としては資金調

達のために特別目的会社を設立している。

問：鳥取県が行っている PFI 方式は全国にも波及

していくと思うが、水道事業以外の分野での

PFI 方式の導入についてはどうか。

答：数年前に導入可能性調査委託を実施したとこ

ろ、水道事業以外は県直営がよいという結果に

なったが、昨年から民間譲渡等の議論が議会で

も行われており、電力事業以外での検討を関係

部署と検討を始めたところである。

問：企業局の事業と職員数の推移について、資料に

よると PFI 方式導入後職員数が減少している

が、人員が少なくなれば企業局の在り方につい

ても考えていく必要があると思うがどうか。

答：コンセッションが軌道に乗れば、定数の見直し

もあると考えるが、減らす人員は知事部局に振

り分けることになる。全ての事業について民間

移譲するのは、採算の点からすると難しいと考

えている。

問：リスク分担について、民間が背負うリスクの負質疑応答の様子

鳥取県議会棟前にて
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担割合はどのように話し合いが行われているの

か。

答：あらかじめ県側でリスク分担を決定し、それに

民間事業者側が了承の上、応札したものであ

る。事業者決定後に調整したものではない。

問：民間事業者側の経営悪化による県の負担の考え

はどうか。参加企業の１社が倒産したときはど

うなるか。

答：参加企業の１社が倒産しても県企業局への影響

はないと思われる。１社がつぶれることで事業

運営自体が困難になると大きな問題であるが、

その場合には他の事業者を見つけてくると思わ

れる。また、事業者側は事業開始時に互いに事

業者間の経営状況を考慮して事業体を設立して

いる。

問：再生可能エネルギーに係る新たな可能性の調査

は行っているか。

答：太陽光や風力は民間事業者も行っており、企業

局としては新たな検討はしていない。現状の経

営に注力している。

問：小水力発電の状況はどうか。

答：小水力発電は数カ所設置したが、想定する発電

量が出ていない状況である。

問：知事や知事部局、総務省や経済産業省などの中

央省庁は、鳥取県の現状をどのように評価して

いるか。

答：現時点では事業開始間もないこともあり、資料

掲載の評価は企業局内の評価である。事業は現

在施工中であり、完成後に運営に移った段階で

対外的な評価が出ると考えている。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○秋山委員

　鳥取県企業局の発電事業については、FIT 制度を

活用した太陽光発電事業の建設等によりおおむね安

定的な経営を確保していたが、非 FIT 発電所の低

収益性や発電所の老朽化等の課題に直面していた。

そのような中、県議会での日本発の水力発電事業の

コンセッションに挑戦してはどうかとの提案を受

け、県営発電施設 PFI 手法検討調査及び導入可能

性調査業務に着手した。その後、導入可能調査、県

有施設・資産有効活用戦略会議を経て、県の経営リ

スクが移転できるとともに、民間事業者の発電効率

アップによる収入増、維持管理費のコスト削減等に

より利益増が見込まれるとして、PFI コンセッショ

ン実施となった。

　PFI コンセッション方式導入により、民間資金・

技術を活用した発電施設の再整備、民間への市場開

放に伴う地域経済の活性化、FIT 適用・発電事業の

効率化が見込まれ、現時点でも運営権対価は想定を

大きく超え、県の安定的な収益確保により財政健全

化に大きく寄与するなど着実な成果をあげており、

本県の発電事業にも取り入れるべき施策等、今後の

調査研究の必要性を感じた。

◎神戸フィルムオフィス（兵庫県神戸市）

　神戸フィルムオフィスは、映画や映像作品などの

作品を神戸市に誘致する活動を行うことを目的に

平成12年９月に設立され、20年以上の活動実績があ

り、国内でも有数のフィルム・コミッションである。

　撮影場所の情報提供、撮影箇所の利用に係る各種

手続の支援、そのほかさまざまな撮影協力など製作

支援窓口が非常に充実している。また、関係企業や

団体、地方公共団体等と連携し、ロケ活動が円滑に

行われるための活動や地域の魅力発信に取り組んで

いる。

　ついては、ロケ誘致の推進や支援の取組について

調査を行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　神戸フィルムオフィス　７階会議室

　イ　説明者及び出席者

　　　一般財団法人神戸観光局　常務理事

　　　 一般財団法人神戸観光局　神戸フィルムオ
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フィス課長

　　　（県側出席者）

　　　 産業経済部長、戦略セールス局長、戦略セー

ルス局 eスポーツ・新コンテンツ創出課ロケ

誘致推進室長

　ウ　説明内容

　　　 資料により、神戸フィルムオフィスの役割と

地域と連携したロケ誘致について説明。

【主な質疑】

問：スタッフは何人いるか。非営利で行っていると

のことだがスタッフの報酬はどこから出るのか。

答：正規職員３人、嘱託１人、パート１人の５人で

ある。報酬は神戸市からの負担金である。

問：現場のロケスタッフに何の撮影をしているか聞

いたことがあるが、教えてもらえなかった。公

開の基準はあるのか。

答：撮影時に制作発表しているか否かによる。ギャ

ラリーが集まりすぎると事故等の懸念やロケの

支障、ネタバレなどから秘密で撮影することも

多い。

問：エキストラ参加者は無償なのか。

答：深夜や遠方での撮影の場合は、制作会社が謝礼

を出すことはあるが、ほとんどはボランティア

である。

問：制作会社への誘致活動はどうか。

答：設立当初は誘致活動を行っていたが、現在は以

前に利用したスタッフや制作会社がリピーター

として話をいただくことが多い。現在、リピー

ターが９割ほどで誘致活動はあまり実施してい

ない。

問：海外ドラマのつながりはどうか。

答：海外向けの呼び込みについては、フィルム見本

市の出展やジャパン・フィルムコミッションの

活動に参加している。

問：これまでに苦労した点はどうか。

答：規制をクリアすることが挙げられる。これまで

の活動の積み重ねで信頼を得ることが重要であ

り、これによって関係機関にも撮影協力をいた

だけている。

問：経済効果の把握方法はどうか。年間どのくらい

の経済効果であるか。

答：日帰りの撮影隊については、金額は聞かず、人

数のみ把握し平均単価により算出している。大

規模作品の場合、神戸市内でかかった宿泊代や

その他費用の明細書を受領している。年間の経

済効果は１億から２億円程度。

問：撮影にかかるインセンティブはあるか。

答：初めての方限定であるが、ロケの下見に来る際

の航空券等助成金制度がある。

問：現在の課題はどうか。

答：東宝や東映などの配給会社とプロモーションを

共同で実施しているが、最近は配信系作品が増

えており、これらは地域と一緒にプロモーショ

ンを行うという観点がなく、地域おこしのプロ

モーションにつながりにくい。

問：ホームページの動画ライブラリは無料で使える

か。また、関係事業者一覧への掲載基準はある

のか。

答：神戸の PRで使用する場合、申込みにより無料

で利用可能としている。希望がある業者を掲載

しており、特別な審査等はない。その中から制

作会社が業者を選定して利用いただく形として

いる。

問：ロケ地の自治体としては経済効果を出したいが

秘密にしてほしいということがある。どのよう

神戸フィルムオフィスにて
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なサポートで経済効果がでるか。

答：制作発表前は PRが難しいため、制作発表後に

大々的に PRして集客を図ることになる。

問：現在放映中のドラマでも自治体側で PRを制限

していることもある。

答：プロモーションの予算の関係もあるが、配給会

社の経費で神戸フィルムオフィスがロケ地マッ

プを作成した事例もある。映画会社が所有する

版権や俳優の写真等は映画会社から提供を受け

ないとプロモーションも難しいため、うまく連

携することも必要である。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○矢野委員

　神戸市は1995年に発生した阪神・淡路大震災によ

り、建物の倒壊や火災などが相次ぎ多くの尊い命が

失われた。神戸フィルムオフィスは、神戸より震災

復興のために、映像を通じて神戸の復興していく

姿を発信し、神戸を盛り上げたいという思いによ

り2000年９月に設立され、20年以上の活動実績があ

り、国内でも有数のフィルムコミッションである。

　神戸フィルムオフィスは神戸市のフィルムコミッ

ションとして、行政や企業や団体、市民の方々から

の理解を得て、規模の大小に関わらず、さまざまな

撮影のサポートを行っている。神戸は海や山、また

高層ビルが立ち並ぶ都会的な市街地であるので、さ

まざまな撮影に適している。昭和の風情が残る街並

みや、ヨーロッパの香りただよう街角、歴史的な建

物や地下鉄や交通機関での撮影を数多く提供してい

る。これからも映像を通し神戸市の新たな魅力を発

信してくれることを期待する。

◎兵庫県庁（兵庫県神戸市）

　山陰近畿自動車道（鳥取豊岡宮津自動車道）は、

鳥取県東部から兵庫県但馬地域、京都府宮津市をつ

なぐ延長約120㎞に及ぶ地域高規格道路である。そ

のうち、兵庫県内の延長は約51㎞であり、平成17年

３月に香住 IC ～佐津 IC が開通以降、順次開通区間

を拡大し、現在23.2㎞が開通している。

　今後も、国土交通省や地元自治体と連携し、鳥取

自動車道や北近畿豊岡自動車道等との連結を図り、

災害時・緊急時の輸送道路及び地域の産業・観光の

活性化のため早期の開通を目指している。

　ついては、本県において整備を進めている地域高

規格道路の参考とするため、取組状況等について調

査を行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　兵庫県庁３号館 議会大会議室７階

　イ　説明者及び出席者

　　　兵庫県議会建設常任委員会 委員長

　　　 兵庫県土木部道路街路課長、土木部道路企画

課長

　　　（県側出席者）

　　　県土整備部長、交通政策課長、道路整備課長

　ウ　説明内容

　　　 資料により、山陰近畿自動車道（鳥取豊岡宮

津自動車道）について説明。

【主な質疑】

問：御説明いただいた地域の整備が遅れている理由

はどうか。

答：まず、人口の多い地域が優先となるため、整備

が遅れているものである。また、この路線は、

概要説明の様子
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国の高規格道路整備計画に含まれていない区間

であり、県が整備することになるため、財政事

情もあり整備が遅れている。日本海側は地形も

厳しく、トンネルや橋梁整備で費用がかさむこ

とも理由である。

問：豊岡地域は豪雪地帯や水害が起こるなど道路整

備に当たっては難所と思われ、整備費も多額に

なると思うがどうか。

答：地域的に用地費は都市部に比べ安価であるが、

地形が厳しいためトンネル等の工事費がかかる

ため全体として多額の工事費が必要となる。

問：工事に当たって環境に配慮した方法が示されて

いるが具体的にはどのようなものがあるか。

答：工事の規模により法律や条例に定める環境アセ

スメントが必要だが、この区間については法令

上環境アセスメントの必要がない。しかし、自

然環境が豊かな地域であるため、自主的に環境

アセスメントに近い環境調査を実施してきた。

国の特別天然記念物のコウノトリが復活した地

域でもあり環境面の配慮は検討してきた。

問：国の直轄権限代行を要望しているとのことだ

が、具体的にどのような要望をしているのか。

答：豊岡北 IC から城崎温泉 IC までの区間を要望し

ている。この区間は地質構造が難しいことや水

源地に近いなど高度な技術力が必要なため国に

要望しているものである。

問：B
ビー

/
バイ

C
シー

は全体区間で実施しているか、短路線で

実施しているか。

答：現在、工事を実施している区間は短路線で評価

している。今後事業化していく区間については

別途検討することになる。

問：群馬県では、休憩施設を既存の道の駅を活用す

る予定だが、SAやPAの設置はどうしているか。

答：基本的には SA・PAの設置はしない予定。道

の駅は兵庫県内に２カ所設置されている。

問：資料中の先行地域調査とはどのようなものか。

答：事業の円滑な実施のため、着手前に土地の境界

を確定する作業で市町が行うものである。県か

らは実施に対して補助金制度により支援してい

る。

問：豊岡北 IC から城崎温泉 IC までの直轄要望はど

のくらいの期間がかかっているか。また、どの

ような手続きで直轄調査が実現したのか。

答：正確には把握していないが、かなり以前から直

轄権限代行は要望してきた。昨年、城崎温泉ま

での区間について都市計画決定によりルートが

決定し、国に調査を要望した。その後、今年３

月に国の直轄調査が決定した。

問：日本海側は人口減少地域と思われるが、道路整

備よる県や市町の人口減少対策はどうか。

答：自治体間の交流行事で、自動車道を活用したと

いう話を聞いている。また、自治体ごとに運営

している図書館を隣町の住民も同様の扱いで利

用できるよう連携し、住民の交流が活発になり

住民サービスの向上も図られている。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○伊藤（清）委員

　日本海と瀬戸内海の２つの海に接する兵庫県の基

幹道路八連携軸の総延長916.5㎞の道路整備は、既

に84％の772㎞が開通済みであり、事業中の区間は

53.7㎞で2050年までの完成を目指している。

　その基幹道路を結ぶ広域的な道路ネットワークの

形成として、総延長120㎞の高規格幹線道路「山陰

近畿自動車道」の整備が進められている。この高規

格幹線道路は、鳥取県、兵庫県、京都府を結ぶ日本

海国土軸を担う重要な位置づけであり、以下に示す

効果が期待されている。

　① 環日本海地域における、人、モノ、情報の交流

を強化する広域連携ネットワークを形成。

　② 空港、港湾との連携を強化する整備は、さらに

観光拠点のポテンシャルを向上させる。

　③ 救急医療を支え、地域住民の生命を守る命の道

としての役割を果たす。

　④ 鳥取東部、但馬、京都北部の高速道路の空白地
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帯（ミッシングリンク）を解消し、複数のネッ

トワークを形成することで、大規模災害時のリ

ダンダンシーを確保する。

　本県において整備を進めている地域高規格道路に

ついても、その整備効果は同様であると思われた。

１　期　　　日　令和４年７月20日㈬～22日㈮

２　調 査 場 所　◎ 厚真町役場（北海道勇払郡厚真

町）

　　　　　　　　◎ 陸上自衛隊北部方面隊真駒内駐

屯地（北海道札幌市）

　　　　　　　　◎北海道博物館（北海道札幌市）

　　　　　　　　◎ 新ひだか町役場（北海道日高郡

新ひだか町）

３　出 席 委 員　 川野辺委員長、森副委員長、

　　　　　　　　井田（泉）、安孫子、小川、

　　　　　　　　井田（泰）、神田、追川の各委員

４　調査の概要

◎厚真町役場（北海道勇払郡厚真町）

　平成30年９月に発生した「平成30年北海道胆振東

部地震」は、大規模な土砂災害や家屋の倒壊、さら

には道内全域での停電によるライフラインの寸断や

産業被害の拡大など、道内各地に甚大な被害と多大

な影響を与えた。特に厚真町においては、北海道内

では観測史上初めてとなる最大震度７が観測され

た。地震をはじめとした自然災害が激甚化・頻発化

する昨今において、危機管理や防災対策は全国各地

において喫緊の課題である。

　ついては、本県の危機管理・防災対策の参考とす

るため、地震発生当時の状況や対応、復興状況など

について調査を行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　 厚真町厚北地域防災コミュニティセンターな

らやま

　イ　説明者及び出席者

　　　 北海道胆振総合振興局地域創生部地域政策課

北海道博物館

総務企画常任委員会
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職員、産業振興部林政課職員

　　　（県側出席者）

　　　危機管理課長

　ウ　説明内容

　　　 資料により、平成30年北海道胆振東部地震か

らの復興・復旧等について説明。

⑵　視察の状況

【主な質疑】

問：電気や水道の復旧には、どのくらいの時間がか

かったか。また、震災を踏まえて電源の確保は

行っているか。

答：厚真町におけるインフラの復旧には、電気は４

日、水道は１カ月を要した。震災を踏まえ厚真

町では、太陽光発電やバイオマスによるエネル

ギー地産地消事業を進めている。

問：被災箇所とハザードマップとの関係はどうだっ

たのか。また、震災後に移住した人達はいたか。

答：被災箇所の半分程度はハザードマップで指定さ

れていたが、想定していない低い山が崩れたも

のが多かった。震災を踏まえ危険箇所の見直し

を行ったところ、危険箇所が約３倍に増えたと

ころである。防災集団移転については、実施に

は至っていない。

問：土砂崩れは地震だけによるものか。大雨も要因

だったのか。

答：当時雨が続いていたことは事実であるが、さま

ざまな意見があり、現時点でははっきりとして

いない。

問：厚真川が土砂により埋まった際に、浸水被害は

どうだったか。

答：米作用の農業用水の使用が多かったため、河川

の氾濫は起きなかった。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○追川委員

　北海道胆振東部地震は、2018年９月６日３時７分、

北海道胆振地方中東部を震央として発生した地震で

ある。地震の規模は、M6.7、震源の深さは37㎞。

最大震度は、震度階級で最も高い震度７で、北海道

では初めて観測された。

　地震による死者は42人、重軽傷者762人となった。

死者を多く出した主な原因は、土砂災害（がけ崩れ

や土石流等）によるもので、主に厚真町で山腹から

大規模に土砂が崩れたことにより、民家において

多数の死者と重軽症者が発生した。土砂災害の発生

状況は227件、がけ崩れは133件、住宅被害について

は、震源地周辺や人口が多い札幌市を中心に全壊

が462棟、半壊1,570棟（札幌市684棟）、一部破損が

12,600棟であった。

　このような大規模災害の原因は、北海道初の震度

７の大地震に襲われたことと、流出した土砂には

白っぽい火山灰が多く混じっていた。堆積してい

る火山灰の地層が台風21号による雨で崩れやすくな

厚真町の復興状況を調査する様子

コミュニティセンターならやま前にて
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り、地震の揺れが加わって崩壊したとも言われてい

る。災害復旧は山林を含め、数年から数十年ほど、

完全復旧まで時間を要する。

　いつどこで起こるか分からない大災害を最小限に

食い止めるには、今後はハザードマップにあるよう

な危険な場所には新たに住まない。現在住んでいる

方は危険を察知して早めの避難をする。食料を含め

た防災用品をそろえる。裏山の反対側を寝室にす

る。今回の視察を通じて、今できることから勇気を

もって行動することが最も大切だと感じた。

◎陸上自衛隊北部方面隊真駒内駐屯地

（北海道札幌市）

　陸上自衛隊北部方面隊は、北海道の守りを担って

おり主に２つの師団と２つの旅団により構成されて

いる。真駒内駐屯地は第11旅団の司令部が置かれて

いるほか、第18普通科連隊をはじめとする多数の部

隊が日々、日本の平和と独立を守るため活動を行っ

ている。

　近年、極東方面・北方領土におけるロシア軍は軍

備強化を進め、その活動は活発化の傾向にあるほ

か、中国や北朝鮮も動向を活発にしており、わが国

の安全保障環境は緊張を増している。

　また、災害・事故等が発生した場合には、その救

助等に自衛隊との協力関係が不可欠であり、県内に

自衛隊基地が存在する本県においても、その活動状

況を調査することは今後の防災体制、危機管理面で

の協力、連携等について非常に有効となる。

　ついては、本県の危機管理、防災対策、国民保護

についての参考とするため、現在の安全保障環境や

有事の際の自治体との連携などについて調査を行っ

た。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　真駒内駐屯地会議室

　イ　説明者及び出席者

　　　北部方面隊総監部　幕僚長

　　　（県側出席者）

　　　危機管理課長

　ウ　説明内容

　　　 現在の安全保障環境、災害時等における自治

体との連携について説明。

⑵　視察の状況

【主な質疑】

問：北海道は防衛の要衝であり、上陸される前の対

応が重要と考えるがどうか。

答：御指摘のとおり、上陸前に対処するのが最善で

あると考えるが、万が一、上陸された場合の国

民保護については、現在、さまざまなケースに

応じた検討を行っているところである。

問：北部方面隊において、女性自衛官の人数につい

てはどうか。また、災害時の女性自衛官の対応

について伺いたい。

答：女性は約1,400人である。女性の活躍には期待

しており、今後さらに増えていただきたいと考

えている。平成30年北海道胆振東部地震の際、

避難された方々への支援に当たり、女性でなけ

れば相談しにくい、きめ細かいニーズに対応し

たところである。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

真駒内駐屯地内の視察の様子
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【所感・意見・感想など】

○神田委員

　真駒内駐屯地は北部方面隊第11旅団の司令部が置

かれている。近年、極東方面や北方領土におけるロ

シア軍は軍備強化を進めており、また中国、北朝鮮

も同様にわが国の安全を脅かすような行動を活発に

している。現在の安全保障環境での活動状況や内容

を聞く事ができた。それとともに、北海道でも多発

している自然災害時における自治体との連携につい

ての説明を受けた。

　歴史資料館では旧軍関連時代、屯田兵時代等の資

料や写真が展示されており、北海道ならではの歴史

を感じた。さらに、装甲車や緊急時、災害時の車両

や設備を直に拝見させていただいた。

　複数の自衛隊基地を持つ本県においても、防災体

制や危機管理面での協力や連携等、非常に参考にな

る点が多くあった。

◎北海道博物館（北海道札幌市）

　北海道博物館は北海道の中核的博物館として、道

内の博物館などとの連携により、北海道再発見のた

めの知のネットワークを築きあげるとともに、道民

の「知りたい」という気持ちに応える相談窓口とし

ての役割を担っている。

　また、北海道の自然・歴史・文化に関する総合的

な研究機関として、北海道の国際化・文化力の向上

や持続可能な調和社会の構築を目指して、積極的な

ビジョンの立案・提言に努め、道民の豊かな暮らし

づくりと北海道の未来づくりに貢献している。

　ついては、本県の文化づくりの推進の参考とする

ため、当該施設の活動などについて調査を行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　北海道博物館会議室

　イ　説明者及び出席者

　　　北海道博物館　館長、副館長

　　　（県側出席者）

　　　地域創生部副部長

　ウ　説明内容

　　　 資料により、北海道博物館の経緯、使命及び

施設等について説明。

⑵　視察の状況

【主な質疑】

問：子どもの教育利用の状況についてはどうか。

答：教育利用については、子ども向けの利用ガイド

を作成しており、市内の小学生や近郊の中学生

の研修旅行などで利用されている。来館者の３

分の１程度が教育利用である。

問：他の世界遺産関連の施設等との連携については

どうか。

答：企画展示での連携のほか、特別展の開催等を契

機に市町村や関係施設と継続的な関係を築いて

いきたいと考えている。

館内視察の様子①

館内視察の様子②
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問：館の人員はどのような状況か。

答：総務部門は14人、学芸・調査部門で23人となっ

ている。その他、館の空調や清掃、受付などに

ついては指定管理で行っている。

問：展示内容の「北海道120万年物語」とはどのよ

うなものか。

答：北海道という島の始まりから明治時代までの

120万年の歴史を、物語形式で展示しているも

のである。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○井田（泰）委員

　2015年に北海道開拓記念館とアイヌ民族文化研究

センターが統合されてリニューアルオープンした博

物館だけあって非常に多様である。何にフォーカス

するかで見せ方がいくらにもなる。博物館を見学

し、総合博物館の多彩な視点を一堂に見ることがで

きるのは、特に子どもにとっては興味が向かう方向

性を限定しないという意味で非常に有益であると言

える。

　群馬県では歴史博物館、自然史博物館、昆虫の森

等がそれぞれ深掘りをして展示しているが、それぞ

れが連携した特別展を開催するなど、新たな取組も

教育利用の観点から有効ではないかと感じ、非常に

参考になった。

◎新ひだか町役場（北海道日高郡新ひだか町）

　新ひだか町では、滞在・移住の促進を図り、新た

な人の流れをつくる取組を行っている。

　具体的な取組として、移住体験施設「ちょっと暮

らし体験住宅」の運用を柱に、オンラインによる相

談窓口を設置するなど、移住検討者に合わせたきめ

細かい対応を行っている。

　また、移住した人達が主体となり「新ひだか町暮

らし・サポーターズ」を立ち上げ、移住検討者に対

し、情報提供や相談への対応を行うほか、定期的に

移住体験者との交流の場を開催している。

　このような官民連携による移住サポートにより移

住者が増加しているほか、積極的にまちづくりに参

加する移住者が増え、定住を後押ししている。

　ついては、本県が進める移住、定住推進の参考と

するため、当該自治体の取組などについて調査を

行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　新ひだか町静内庁舎　３階議場

　イ　説明者及び出席者

　　　 新ひだか町総務部まちづくり推進課長、移住

コンシェルジュ

　　　（県側出席者）

　　　地域創生部副部長

　ウ　説明内容

　　　 資料により、滞在・移住促進事業について説

明。

概要説明の様子

新ひだか町議会議場にて
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【主な質疑】

問：移住者の人数についてはどうか。

答：移住体験施設の利用などを経て28組62人が移住

している。移住者の６～７割が馬に関心を持っ

ている方であった。

問：移住者のうち、競走馬関係の進路に進んだ方は

いるか。また、乗馬施設の料金はどの程度か。

答：調教師の学校に進学した方がいる。乗馬施設に

ついては教育施設であるため、数百～数千円で

利用が可能である。

問：移住に当たっての大きな課題は住居と就業との

ことであるが、具体的にはどのように対応して

いるのか。

答：どちらも時間を要するものであり、移住者が移

住体験施設の利用期限である１年以内に牧場や

農場でのアルバイトなどを行いながら、それぞ

れの希望に沿ったものを探すということが多い

ようである。

問：移住コンシェルジュの具体的な業務内容につい

て伺いたい。

答：移住に関わること全般を行っており、具体的に

は、移住に関する相談、関係各所との連絡調

整、オンラインを含めた PR活動のほか、移住

体験施設の管理などさまざまな業務を担ってい

る。

問：暮らし・サポーターズの体制はどのようになっ

ているのか。

答：特に会員などが決まっているわけではなく、参

加者は可能な範囲で自由に参加できるという、

非常に緩やかなネットワークで構成されてい

る。町からの金銭的補助は受けていない。

※このほか、適宜各委員会から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○小川委員

　最終日は新ひだか町にて、滞在・移住促進の取組

を調査した。新千歳空港から車で１時間半のところ

に位置している新ひだか町は人口21,500人。サラブ

レッド生産頭数日本一の馬のまちで、全国で唯一馬

の生産が学べる静内農業高校には、全国から生徒が

集まってくるそうである。北海道の中でも特に夏が

涼しく、冬の降雪量が少ないという暮らしやすい気

候で、道内でも滞在・移住者上位の町として注目さ

れている。

　新ひだか町の移住政策の一番の目玉は、移住体験

住宅。家具、家電、調理器具、ウォシュレットトイ

レのほかWi-Fi も設置されている住宅が10棟用意さ

れていて、１日1,100円で最長１年間利用できる。

移住体験者には、町の移住コンシェルジュがさまざ

まな支援を行うほか、農家や牧場をはじめとした企

業の皆さんと連携した体験や就業サポート、先輩移

住者の「暮らし・サポーターズ」の皆さんによる交

流会の開催など、移住体験者と積極的に関わる取組

が行われている。

　特に「暮らし・サポーターズ」の皆さんは、移住

者の孤立や挫折を防ぐだけでなく、“まちの広報部

長”として移住者の活躍を PRし、さらなる移住者

を呼び込んでくれているそうだ。こうした取組によ

り、令和３年度には21組が移住体験住宅を利用し、

そのうち７組12名が完全移住につながっているとの

こと。また、今年度から移住体験住宅にWi-Fi を設

置したところ、早速テレワーク移住の体験利用が増

えたことから、テレワークの環境整備をさらに広げ

ていきたいとのことである。群馬県でも「ぐんま移

住・暮らしサポーター」の皆さんが、移住者と地域

をつないで丁寧にサポートしてくれているが、移住

体験住宅やテレワーク環境の整備など受け皿整備な

どの参考にさせていただきたいと思う。
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１　期　　　日　令和４年７月20日㈬～22日㈮

２　調 査 場 所　◎愛知県庁（愛知県名古屋市）

　　　　　　　　◎ 地方独立行政法人岐阜県総合医

療センター（岐阜県岐阜市）

　　　　　　　　◎ 医療法人かがやき総合在宅医療

クリニック（岐阜県羽鳥郡岐南

町）

　　　　　　　　◎  B's 行善寺（石川県白山市）

３　出 席 委 員　 穂積委員長、相沢副委員長、

　　　　　　　　久保田、あべ、酒井、松本、

　　　　　　　　八木田の各委員

４　調査の概要

◎愛知県庁（愛知県名古屋市）

　愛知県では、予期しない、あるいは望まない妊娠

をした母親に対して、妊娠中から相談を受けて、特

別養子縁組を前提とした新生児（生後４週間に満た

ない乳児）の里親委託に昭和62年から取り組んでい

る。

　同県では、里親制度の普及啓発や児童とのマッチ

ング、里親への研修などを専任で担当する里親委託

等推進委員（非常勤）を配置するとともに、里親等

専任職として児童福祉司を充てている。また、里親

委託・特別養子縁組の普及啓発活動や里親養育相互

援助事業などの委託後の支援、レスパイト・ケアな

どにも力を入れている。

　ついては、本県の社会的養育施策の参考とするた

め、愛知県の取組内容について調査を行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　愛知県議会議事堂　会議室４

　イ　説明者及び出席者

　　　 愛知県福祉局尾張福祉相談センター企画・児

童指導課長

　　　（県側出席者）

　　　 生活こども部副部長、児童福祉・青少年課長

　ウ　説明内容

　　　 資料に基づいて、愛知県における特別養子縁

組の取組内容について説明が行われた。

愛知県議会

健康福祉常任委員会
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【主な質疑】

問：予期せぬ妊娠をした方に対する周知の方法及び

中絶を思いとどまらせるための取組、里親の確

保状況について伺う。

答：県の産婦科医会への訪問や産婦人科のある病院

に新生児委託のパンフレットを配布して周知を

図っている。また、里親の確保については、県

HPでの案内やショッピングモールでのパンフ

レット配布等を行っている。なお、里親登録者

数は560世帯（令和４年３月現在）で、うち142

世帯（181人）に委託されている。委託されて

いない里親の方が多い状況である。

問：病院に受診できない方への周知はどのように

行っているか。

答：特に行っていない。

問：家庭裁判所の審判が確定したあとに、実親が翻

意するケースはあるのか。

答：今のところはない。

問：真実告知について、自分のルーツや真実を知る

ことは子どもにとっても重要なことだと思う

が、一般的にいつ頃に行うのか。

答：児相では、受け入れやすい就学前と小学校低学

年で告知するよう説明している。高学年や思春

期での真実告知は、親との関係が難しくなる。

問：新生児里親委託に対応する職員に必要な資格は

あるのか。

答：各児相に里親専任の児童福祉司が１人配置され

ている。里親専任は地区担当を持たず、里親の

各種業務を行っている。児童福祉司であるの

で、児童福祉司としての任用資格が必要とな

る。里親支援員として非常勤の職員がいるが、

いくつか種類がある中で、心理学部出身でなけ

ればならないなどの条件がある支援員もいる。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○八木田委員

　愛知県庁では、予期しない、望まない妊娠をした

母親に対して、妊娠中から相談を受け特別養子縁組

を前提とした新生児（生後４週間に満たない乳児）

の里親委託「愛知方式」について調査した。

　昭和48年の「菊田医師事件」を機に県産婦人科医

師会が「赤ちゃん縁組無料相談」を開始し、昭和57

年県児童相談所が養子縁組を前提とした新生児里親

委託開始、昭和62年民法改正特別養子縁組制度創設

により「愛知方式」開始、令和２年「民法等の一部

を改正する法律」の施行に伴い、特別養子縁組の申

立時上限年齢15歳未満へ引き上げ、成立の審判手続

き２段階制度導入により現在の形となった。

　愛知県では、里親制度の普及啓発や児童とのマッ

チング、里親への研修などを専任で担当する里親委

託等推進委員（非常勤）を配置するとともに、里親

等専任職として児童福祉司を充てている。

　また、里親委託・特別養子縁組の普及啓発活動や

里親養育相互援助事業など委託後の支援、レスパイ

ト・ケアにも力を入れている。

　本県での特別養子縁組を前提とした新生児里親制

度の普及啓発には、愛知県の取組、体制と知見を参

考にすべきと感じた。児童相談所の設置自治体によ

らず、県全域に同じ施策が展開できるよう留意する

べきと考える。

◎ 地方独立行政法人岐阜県総合医療センター

（岐阜県岐阜市）

　岐阜県総合医療センターは、救急救命センター、

概要説明の様子
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新生児医療センターを併設した病床数620床の岐阜

県を代表する地域中核病院である。移植医療を除く

ほぼ全ての急性期疾患を対象としている。

　中でも、重点医療である「救急救命医療」「心臓

血管疾病医療」「周産期医療」「がん医療」「小児医

療」について、高度で先進的な医療を提供してい

る。また、当該病院は昭和28年に開院以来、昭和29

年には総合病院の承認を受け、平成22年からは地方

独立行政法人へ移行するなど、組織体制の整備も進

めている。

　ついては、本県の県立病院運営の参考とするため、

地方独立行政法人岐阜県総合医療センターの概要及

びその役割について調査を行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　 岐阜県総合医療センター情報交流棟３階　講

堂

　イ　説明者及び出席者

　　　理事長兼委員長、副理事長兼事務局長

　　　（県側出席者）

　　　 健康福祉部長、介護高齢課長、障害政策課

長、病院局長、（病）経営戦略課長

　ウ　説明内容

　　　 資料に基づいて、岐阜県総合医療センターの

概要及び地方独立行政法人のメリット、新型

コロナウイルス感染症に対する対応状況等に

ついて説明が行われた。

【主な質疑】

問：コロナの影響により入院及び外来が減少したと

の説明があったが、コロナ患者を受け入れたこ

とによって、他の患者への診療に影響が出たこ

とによるものなのか、それとも患者の受診控え

なのか、どちらが大きいと考えるか。

答：小児科については、減少した患者は戻ってきて

いないが、受診行動そのものが変わった可能性

がある。これまでは少しの心配で受診していた

ものが、少しの心配では受診しなくなった。

問：手術の延期や救急の受入れ制限は、本来の役割

からすると課題だと思われるが、今後のコロナ

の受入れについてどのように考えるか。

答：コロナに限らず、当院は、手術や入院、高度な

検査が必要な患者を主な対象として運営してい

くことが求められている。外来診療について

は、患者を増やすことが経営的によいと考えて

いるわけではなく、むしろ働き方改革からする

と外来患者が絞られて、日常的にはホームドク

ターに受診していただくことが、あるべき病院

の姿だと考えている。

問：地方独立行政法人化のメリットについて御説明

いただいたが、不採算部門と経営の両立につい

て、独法化による影響はどうか。

答：たとえば、重心病棟は独立採算でマイナスが出

たとしても、県が負担することとなっている。

周産期・小児部門については、独法化によって概要説明の様子

質疑応答の様子
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も、県からの負担金は変わっていない。また、

小児集中治療室の設置など、新たなチャレンジ

については、県からバックアップを受けている。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○松本委員

　健康福祉常任委員会の県外調査で、地方独立行政

法人岐阜県総合医療センターを訪問し、同センター

の概要、役割等について調査を行った。事前に、本

委員会から掲出した調査項目を中心に順次説明を受

け、その後、質疑を行った。以下、その概要である。

　まず、「同センターの岐阜県での役割について」

では、救急医療・心臓血管疾病医療・周産期医療・

がん医療・小児医療について、他の医療機関では実

施困難な、より質の高い医療を提供するなど、地域

の中核病院としての役割を担っている。

　次に、「独立行政法人化によるメリットについて」

では、意思決定の迅速化、柔軟な人材確保・専門的

な人材の育成、弾力的・効率的な経営管理により、

「医療の質の向上」、「効率的・効果的な病院経営」

が図られた。

　さらに、「新型コロナウイルス感染症の対応につ

いて」では、コロナ専用病床を確保し、重症化のリ

スクが高い症例を受け入れてきた。ワクチン接種も

実施し、宿泊療養施設やワクチン接種大規模会場

へ、県の要請に応じて医療従事者の派遣も行ってい

るとのことであった。

　今回の調査を通して、同センターが、地域の中核

病院として、県民の健康を支えているということ

と、独立行政法人化により、設備投資や人材確保の

自由度が増し、さらに、中長期を見据えた計画策定

が可能になるなど、機動的に改革を進めてこられた

ということが印象に残った。

　今後、今回の調査を本県の県立病院の運営の参考

にしていきたいと思う。

◎ 医療法人かがやき総合在宅医療クリニック

（岐阜県鳥羽郡岐南町）

　医療法人かがやき総合在宅医療クリニックは、岐

阜県で初の在宅医療専門クリニックとして開業し、

以降、音楽療法や管理栄養、地域看護チーム、小児

リハビリチームなど地域に貢献している。

　また、社屋の「かがやきロッジ」では、こども食

堂、ウォーキングクラブ、各種勉強会を、地域の開

かれた場として、定期的に開催している。

　高齢化が進展する社会においては、本人が望む場

合に、住み慣れた自宅や地域で生活を送り、安心し

て人生の最期までを過ごすことができる在宅医療体

制の確立が求められている。

　また、NICU（新生児特定集中治療室）を退院し

た小児患者等が地域で安心して暮らせるよう、医

療・保健・福祉・教育・行政等の関係者が連携し、

人材育成や普及啓発など地域における小児在宅医療

を支える体制の構築が求められている。

　ついては、在宅医療施策の参考とするため、医療

法人かがやき総合在宅医療クリニックの概要及び取

組内容について、調査を行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　 医療法人かがやき総合在宅医療クリニック　

かがやきロッジ

　イ　説明者及び出席者

　　　理事長兼委員長、副理事長兼事務局長

　　　（県側出席者）

　　　 健康福祉部長、介護高齢課長、健康長寿社会

づくり推進課長、障害政策課長、病院局長、

（病）経営戦略課長

　ウ　説明内容

　　　 資料に基づいて、医療法人かがやきにおける

在宅医療の取組について説明が行われた。
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⑵　視察の状況

【主な質疑】

問：医師や医療従事者は限りがあり、確保すること

は難しいと思うが、これから在宅医療の需要が

さらに高まった場合、人材を養成していかなけ

ればならないと思うが、どう考えるか。

答：もっと増やす必要があると思う。医師だけがボ

トルネックということではなく、看護師や他の

職種も必要で、全体的に養成していこうと国も

考えている。例えば、研修医の地域医療の義務

化があり、年に十数人受け入れている。大学を

卒業したときは、在宅医療という言葉そのもの

がなかったが、現在は地域医療の希望者はい

る。偏在をどうにかしないといけないとは考え

ている。

問：偏在を解消するためには、医療従事者全体を増

やすか、地域医療に医療従事者が来るような政

策をとるかだと思うが、全体の医療従事者を増

やすことについてはどのように考えるか。

答：たとえば定員を１割増やしても、大都市に集

まってしまうと思う。地域枠の方々を教育でき

る体制を整えることが大切だと思う。わざわざ

東京にいかなくても、そこで十分に勉強でき

る、教育の場が必要と考える。在宅医療に関し

ては、女性医師が重要と考えている。在宅医療

は子育て世代に優しい。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○酒井委員

　医療法人かがやき総合在宅医療クリニック（岐阜

県羽鳥郡岐南町）では、医師でケアマネの資格も持

つ市橋亮一理事長から丁寧な説明を受けた。岐阜県

初の在宅医療専門クリニックとして開業。医療福祉

建築大賞を受賞したというログハウス風の建物は、

「地域にあるものはそちらを使い、地域にないもの

を提供する」というコンセプトを体現しているよ

う。音楽療法や管理栄養、地域看護、小児リハビリ

など地域に貢献している。ITを使ったコンサルティ

ングや小型化した医療機器を駆使し、在宅医療の価

値を高める努力を常に行っているほか、研修医受け

入れなど教育的観点を重視している。

　「社会全体が病院」という考え方は、超高齢化社

会を迎えつつある今、とても大事な視点を提供して

くれていると思った。ホワイト企業大賞を受賞する

など、患者・地域住民に優しいだけでなく、職員に

とっても働きやすく、やりがいを感じられる場だと

実感した。

◎ B's 行善寺（石川県白山市）

　社会福祉法人佛子園は、障害児の入所施設として

昭和35年に開設し、現在は障害児者施設のほか、就

労継続支援事業所やグループホーム、放課後等デイ

サービスなどの障害福祉サービスに加えて、高齢者

概要説明の様子

視察の様子
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の通所介護やサービス付き高齢者向け住宅等の介護

福祉サービスなどさまざまな事業を展開している。

　また、近年は「ごちゃまぜ」をテーマとしたShare

金沢の開設や、石川県輪島市においては、全世代・

全員が活躍できる「生涯活躍のまち」づくりの事業

にも携わっている。

　B's 行善寺は、佛子園本部の敷地内に平成28年に

オープンした複合施設で、小規模保育園、クリニッ

ク、児童発達支援センター、高齢者デイサービス、

花屋、スポーツジム等がある。また、周辺には障害

者グループホームを十数件開所しており、地域に根

ざした福祉サービスを展開している。

　ついては、本県の障害者・高齢者施策の参考とす

るため、社会福祉法人佛子園やB's 行善寺の概要

及び取組内容について調査を行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　B's 行善寺ギャラリー

　イ　説明者及び出席者

　　　社会福祉法人佛子園理事・B's 行善寺代表

　　　（県側出席者）

　　　 健康福祉部長、介護高齢課長、健康長寿社会

づくり推進課長、障害政策課長

　ウ　説明内容

　　　 スクリーン上の資料に基づいて、社会福祉法

人佛子園及び B's 行善寺の概要、取組につい

て説明が行われた。

【主な質疑】

問：さまざまな要望がある中で、どの要望を実際に

行うかは、どのように決定しているのか。

答：地域の方々と話をして決めている。佛子園だけ

で決めると勝手にやっていると思われてしまう

ので、地域の方の意見が入りやすいような打合

せを行っている。小規模保育は要望があったた

め設置し、スポーツジムの設置は佛子園の考え

である。

問：いろいろな方が集まる中で、どのように価値観

のギャップを調整しているのか。

答：これまでの福祉は、障害のある方や外国人の方

をサポートしようとして向き合っていたと思う

が、向き合うことはアブ・ノーマルだと思う。

そういった方々が日常的に集まれる場所を作る

ことが必要で、そのような場がいざとなったら

手を差し伸べることができることになると思う。

B's 行善寺で説明を受ける様子

B's 行善寺前にて
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問：福祉の運営については、税金や補助金が入って

きているのか。

答：福祉の運営費としては、建物を建てた際の国庫

補助と支援費である。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

〇あべ委員

　「B's行善寺」では、小規模保育園、クリニック、

児童発達支援センター、高齢者デイサービス、花

屋、スポーツジムなどが同じ施設の中に存在してお

り、周辺には障害者グループホームなどもあり、さ

まざまな個性や立場の人たちが同じ時間と空間を共

有している。

　このような在り方は最近では望ましいと言われて

いるが、これまでの日本の福祉の在り方とは異なっ

ており、本県でも、物理的な壁だけでなく制度や心

理的な壁によって人々が隔てられていることは普通

の光景である。

　人々が分離されている状態を疑問に感じ、その状

態を変えるためにこのような試みが民間から出てき

て、さらに制度の見直しにまで進んできたというこ

とは、大きなインパクトがあると思う。同時に、公

共的な民間とともにある行政はどのような役割を果

たすべきなのか、そのことも問い直す必要があるよ

うに感じた。

１　期　　　日　令和４年７月20日㈬～22日㈮

２　調 査 場 所　◎ 北海道大野農業高等学校（北海

道北斗市）

　　　　　　　　◎ 函館市教育委員会（北海道函館

市）

　　　　　　　　◎ 青森県教育委員会（青森県青森

市）

　　　　　　　　◎ 青森県警察本部（青森県青森

市）

３　出 席 委 員　 今泉委員長、大林副委員長、橋爪、

後藤、井下、藥丸、大和、本郷、

金沢、牛木の各委員

青森県庁

文教警察常任委員会
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４　調査の概要

◎北海道大野農業高等学校（北海道北斗市）

　北海道教育委員会では、平成21年度道立高等学校

入学者選抜から、道内の一部の学科において、推薦

入学者選抜により道外から受検が可能となった。

令和３年度時点では、道立191校のうち22校の普通

科、農業及び水産に関する学科、総合学科におい

て、道外からの入学者を、推薦による入学者の範囲

の５％程度を受け入れることとしている。そうした

中、遠隔生のための寮も用意されている北海道大野

農業高等学校では、農業における基礎的・基本的な

知識や技能を習得させるとともに、GAP、HACCP

等の国際基準に基づいた農業学習を展開するなど、

全国的にも水準の高い農業に関する教育を実践して

いる。

　ついては、北海道大野農業高等学校を訪問し、全

国から生徒を募集するのに至った背景や取組状況、

道外からの入学者の学校生活の様子などについて調

査を行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　北海道大野農業高等学校　１階会議室

　イ　説明者及び出席者

　　　北海道大野農業高等学校　教諭

　　　（県側出席者）

　　　 教育次長、高校教育課長、生涯学習課社会教

育主監

　ウ　説明内容

　　　 資料により、学校概要及び全国からの生徒募

集の取組について説明。

⑵　視察の状況

【主な質疑】

問：北海道大野農業高等学校における道外からの出

願状況について、今までに道外からの出願者は

何人いたのか。また、卒業生の進路については

どうか。

答：把握している範囲になるが、出願者は５人と

なっており、そのうち在校生は、京都府から入

学した生徒１人が在籍している。また、卒業後

の進路については、農業系大学への進学をはじ

め、JAや酪農関係に就職したり、救急救命の

学校に進学したりしている。

問：農業科学科、園芸福祉科、食品化学科におい

て、各科共通で果樹に関する授業を行っている

が、どのような理由からなのか。

答：果樹栽培の授業は、農業の中でどちらかという

概要説明の様子

高校の敷地内で説明を受ける様子
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と泥だらけになることもない点で、抵抗なく学

習できるからである。そうした中で、果樹栽培

は１年間掛けて収穫まで体験でき、収穫した物

をすぐに食べられるという利点もある。

問：道外から生徒を募集するのに至った背景やねら

いは何か。

答：一番の要因として、道内だけでは生徒の定員が

満たなくなったこと、また、道外にはない酪農

科があったり、競走馬生産を学べる学科があっ

たりするなど特徴的な学科があり、受入れる素

地があったことが大きい。制度としては、平成

21年以前は、各学校の裁量で受入れを決めるこ

とができた。その後推薦において、道外からも

受け入れることができる募集制度ができたの

で、手を挙げたというところである。当校は寮

があることで、道外からも生徒を受け入れるこ

とが可能であり、寮の宿直においては教員が泊

まるので、保護者は安心して預けることもでき

る点で利点があるためである。

問：このような時代になり、本県においても生徒を

集めるのがすごく大変で欠員が出ている高校も

ある中で、貴校では学科の見直しなどの検討は

しているのか。

答：学科の見直しをして、今年、３学科でスタート

したばかりである。ただ定員が割れている状況

において、この地域の中学を卒業する生徒も

減っていく中で、他校の動向を見ながらの対応

になると考えている。

問：新しい施設の計画について、今までなかった施

設を新築するのか、それとも今まであった施設

を建て替えするのか。また、ニーズがあるから

計画があると思うが、ねらいは何か。

答：畜舎と食品加工棟は、取り壊して新しい施設に

建て替えることになる。２学科であったのが３

学科になったこと、また、昭和40年代の建物で

あることから、HACCP に準じた製品作りを身

に付けさせて、卒業して次に生かすことができ

るようにするためである。

問：農業機械の更新も必要であると思うが、その状

況はどうか。

答：農業機械についても老朽化が進み、なかなか更

新が進まない。そうした中において、今回の建

て替えに併せて更新してもらう流れになってい

る。また、昨年度は JA共済連からトラクター

の寄贈を受けたりしたが、毎年関係部局に機械

の更新の要望を出している状況である。

問：GAPや HACCP などの先進的な国際基準を教

育の柱に据えた経緯と、これを取り入れたこと

によって先生と生徒の変化はどうか。

答：日本国内において、農畜産物がそのうち消費し

きれなくなるのが見えてくる中で、世界で物を

売っていくとなると、GAP取得などが必要で

あるというところで取り入れた。年々、先生と

生徒においては、細かいことを意識してきてい

ると感じており、農場がきれいになってきてい

る。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○牛木委員

　北海道内には、道立191校のうち、農業に関する

学科のある学校（併置校）が30校、校名に農業が付

く学校（単置校）が７校あり、同校は道南地区でも

唯一の農業校であるが、さまざまな要因から学生募

集が厳しい状況になっていたため、道外からの学生

は貴重であったそうである。

　しかし、実際には道外からの入学は２年に１人程

度と少なかったということであったようだが、道外

からの学生の受入れにより、熱意を持った学生から

環境に問題を抱えて心機一転新しい土地でスタート

したいといったケースまでを受け入れたことで、学

校としての対応力の向上にもつながった。寮での受

入れの場合には、実家が遠い場合に、学生の病気や

問題行動等があった場合などの対応が難しいという

面がある一方で、同校では寮に教員が宿泊すること

で親御さんの安心につながっているという面もある
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そうである。全国にはさまざまな学生がいるため、

同校の取組を参考に群馬の学生募集につなげていき

たい。

◎函館市教育委員会（北海道函館市）

　学校が抱える課題が複雑化・困難化している状況

の中、困難な課題を解決し、子ども達の生きる力を

育んでいくため、函館市教育委員会では、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第47条の５に基づ

き、学校・保護者・地域住民等が力を合わせて学

校運営に取り組み、「地域とともにある学校」へと

転換を図るため、平成28年度からコミュニテイ・ス

クール（以下、「CS」という。）を導入し、令和元年

度には、全ての市立学校に「CS」を導入した。

　また、令和２年度から、地域と学校をつなぐパイ

プ役として、市立学校14校に計８人の地域コーディ

ネーターを配置し、令和４年度からは、市立学校

23校・計13人に拡充し、地域学校協働活動の充実を

図っている。

　ついては、函館市教育委員会を訪問し、「CS」の

特徴的な取組である町会や地域包括支援センター等

との連携、具体的な活動などについて調査を行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　函館市役所７階　特別委員会室

　イ　説明者及び出席者

　　　 函館市教育委員会　学校教育部再編・地域連

携課長

　　　（県側出席者）

　　　教育次長、生涯学習課社会教育主監

　ウ　説明内容

　　　 資料により、CSにおける地域との連携の取

組について説明。

【主な質疑】

問：CSは全国的見ると、まだまだ導入率は低いと

感じているが、学校運営協議会が教職員の任用

に関する意見が言えるなど権限が強いイメージ

があるが、実際はどうか。

答：教職員の人事に関する役割はあるのだが、実際

はそこまで意見を言っていない。学校運営協議

会を年３回開催している学校が多いが、１回目

で校長が示した学校運営方針を承認し、２回目

に子ども達のために学校として何ができるかを

話し合い、３回目に委員に評価してもらうとい

う形の学校が多い。

問：学校と地域と家庭がしっかり連携しなければと

いう中で、CSができたと思うが、学校運営協

議会はどこが主となるのか。

答：各学校の地域特性によるので、PTAが主体と

なるところもあれば、単独校では教頭が事務局

概要説明の様子

函館市議会庁舎前にて
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を担ったり、合同設置校になれば１つの学校が

事務局を担う形になっている。

問：学校運営協議会一覧を見ると、合同校の中に中

学校１校あり、ほかは小学校という組み合わせ

になっているが、合同校の小学校を卒業する

と、同じ合同校の中学校に進学するのか。

答：小学校によっては、合同校以外の中学校に進学

するケースに出てくるが、その場合には小学

校、中学校で連携を取るようにしている。

問：合同設置校の場合、学校運営協議会は持ち回り

にしているのか。

答：基本的にはそれぞれの学校運営協議会で決めて

いるが、固定のところもあれば、１年ごとに持

ち回りにしているところもある。

問：市内の全ての小中学校にCSを導入しようとす

るのに当たり、大変な面もあったか思うが、全

校に導入した経緯とのメンバーと学校運営協議

会のメンバーが重なっている学校もあるかと思

うが、保護者の PTA加入率も下がっている中

で、PTAの負担が増えているのか実情をお聞

かせ願いたい。

答：CSの導入に当たり、教育委員会が主導して学

校にお願いした。流れとしては、平成28・29年

度にモデル校を設置し、平成30年度に70％、令

和元年度に全校に導入した。また、PTAとの

関係であるが、元々学校評議員という制度が

あって PTAの核になっている会長さんなどが

属しており、結果として学校運営協議会に入っ

ている。両方を兼ねることによる負担感の部分

については、子ども達の役に立ちたいという思

いが強く、活動においてもコロナ禍においてむ

しろ子ども達のために何かできることはないか

という声が多いくらいである。保護者の PTA

の加入についても、ほとんどの学校で会員に

なっていただいている。

問：CSを導入して、どんな効果があったのか。ま

た今後の課題はどうか。さらに、CSの取組と

して「町会」や「地域包括支援センター」との

連携があったが、学校教育活動における地域の

方の支援の事例はあるのか。

答：地域によって温度差があるが、CSの導入によ

り学校と地域の連携がしやすくなったという声

や、児童の安全面の整備ができたという声を聞

いている。一方で課題としては、学校評議員制

度から学校運営協議会に移行したということも

あり、旧来制度からなかなか抜け出せず取組が

進んでいない地域もある。また、地域の方の支

援事例としては、地域の伝統芸能について冬休

みを利用して教えている取組があったり、６年

生のミシン授業においてボランティアを募集し

てお手伝いに来てもらう取組事例がある。

問：各地域に優良な企業等が多くある中で、子ども

達にキャリアワークを教えていくことが重要と

考えているが、学校はどのように企業と関わっ

ているのか。

答：企業から学校に対して何か手伝うことはないか

と申し出があったり、学校から企業に依頼した

りとさまざまである。また、地域コーディネー

ターの力量によるが地域と学校を結び付けてく

れることもある。

【所感・意見・感想など】

○金沢委員

　函館市では、学校、保護者、地域住民が協働して

学校運営に参画し、「地域とともにある学校」を実

現するため、コミュニティ・スクールを導入してい

る。今回、函館市教育委員会を訪れ、その具体的な

取組状況と課題について調査を行った。

　函館市では、平成28年度よりモデル校で先行的に

導入した後、令和元年度より全ての市立学校（59

校・１園）においてコミュニティ・スクールを導入

した。そして令和２年度からは、地域と学校をつな

ぐパイプ役となる「地域コーディネーター」を小・

中学校23校に13人を配置し、地域と学校との連絡調

整や、ボランティアの募集などの役割を担っている。

　コミュニティ・スクール導入の成果として担当か
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ら、「地域と学校との連携がスムーズになった」、ま

た、「学校の環境面、安全面の充実が図られた」と

の認識を伺った。一方、学校と地域とのつながりの

強弱によって、取組状況に地域差が生じているとの

課題も伺うことができた。全国的にも導入が進むコ

ミュニティ・スクールについては、各現場での試行

錯誤が続いており、先進的な取組事例を共有し、横

展開を図っていくことが重要だと考える。

◎青森県教育委員会（青森県青森市）

　青森県は、医療だけではなく行政や教育と協力

し、性教育を進めている県である。青森県教育委

員会では、「学校における性に関する教育」につい

て、発達段階に応じた手引書「健やか青森っ子」を

小学校・中学校・高等学校の教諭向けに配付し、体

育科・保健体育科の「保健」、「道徳」及び「特別活

動」で活用されている。さらに、県内を６つのブ

ロックに分け産婦人科校医を配置し、生徒のサポー

トを行っている。

　また、「家庭教育支援」について、これまでも今

日的課題に対応した取組として家庭教育学習テキス

ト「あおもり親楽プログラム」を作成して家庭教育

を推進してきているが、平成30年度からは読み聞か

せに係る取組についても家庭教育支援として事業体

系を組み直し、読み聞かせの大切さを伝える「親子

ふれあい読書アドバイザー」の養成講座を開催する

などなまざまな事業を通じて、家庭教育を支える体

制の充実を図っている。

　ついては、青森県教育委員会を訪問し、学校現場

における性教育の取組及び家庭教育支援の取組につ

いて調査を行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　青森県庁南棟　５階教育委員会室

　イ　説明者及び出席者

　　　青森県教育庁スポーツ健康課　指導主事

　　　青森県教育庁生涯学習課　主任社会教育主事

　　　（県側出席者）

　　　 教育次長、健康体育課長、生涯学習課社会教

育主監

　ウ　説明内容

　　　 資料により、学校現場における性教育の取組

及び家庭教育支援の取組について説明。

⑵　視察の状況

【主な質疑】

問：産婦人科校医と学校医がいると思うが、産婦人

科校医が性教育で学校訪問できない場合には、

学校医が出向いていると伺っているが現状はど

うか。

答：今年度から産婦人科校医を７人増員し、13人に

増員したところである。昨年度までは、学校医

が配置されている学校については、職務として

学校医が性教育を行うことになっていた。学校

概要説明の様子

質疑応答の様子
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医が配置されていない学校については、性教育

をするための予算措置をしていた。今年度から

産婦人科校医を増員したことで、産婦人科校医

が全県下で性教育を行うことになった。また、

産婦人科校医の取扱いに関する要項を作成し、

相談しやすい体制を整えたところである。

問：産婦人科校医が配置されたことにより、相談や

受診がしやすくなったほかに人工中絶が減少し

たなどの効果はどうか。また、今後の課題はど

うか。

答：人工中絶の減少したのかどうかは把握していな

い。効果として、HPVワクチン接種率が上がっ

たりしていると産婦人科校医から聞いている。

課題としては、産婦人科校医が高齢化している

ので、今後不足する懸念がある。

問：性教育は、高等学校58校、特別支援学校15校の

全てで実施するのか。また、産婦人科校医の予

算は県単独予算であるのか。

答：全ての学校で実施する。また、県単独予算であ

る。

問：低年齢での妊娠、出産が群馬県でも問題となっ

ており、群馬県では教育委員会や知事部局の児

童福祉・青少年課の双方で性教育に関する事業

を実施しているが、青森県では教育委員会が性

教育に関することは全て実施しているのか。知

事部局のこどもみらい課も性教育に関与してい

るのか。

答：学齢期については、教育委員会で事業を実施し

ているが、知事部局で実施しているのかは把握

していない。

問：産婦人科校医の勤務体制はどのようになってい

るのか。

答：固定の勤務時間はない。講演会や保健指導など

要請があった時に勤務していただいている。

問：性教育に関する講演会における生徒の雰囲気は

どんな感じなのか。

答：産婦人科校医は男性が多いが、男女関係なく冷

やかしがある感じはない。

問：家庭教育支援について、あおもり親楽プログラ

ムにおけるあおもり家庭教育アドバイザーの活

用実績はどうか。また、あおもり家庭教育アド

バイザーがおおむね150人くらいいるようであ

るが、どのような立場の方々なのか。

答：あおもり家庭教育アドバイザーの活用実績は、

コロナ前で年間20件くらいであり、今年度は５

～６件ほどの依頼が来ている。また、あおもり

家庭教育アドバイザーになられている方は、地

域住民や幼稚園の先生などである。

問：あおもり親楽プログラムは、どういった方々で

内容を作り上げていったのか。

答：青森県家庭教育支援推進協議会のメンバーが携

わっており、そのメンバーは校長先生、PTA

会長、家庭教育支援団体の方、有識者の方な

ど10人の委員から構成されており、そういった

方々の意見をいただき作成をしている。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○本郷委員

　青森県では、学校における性に関する教育につい

て、学校教育活動全体を通じた系統的・横断的な指

導とするために、発達段階に応じたテーマと重点指

導項目を掲げ、生命の大切さ、自他への慈しみ、自

己理解から自立へと段階的な性教育を進めている。

特に県立学校における産婦人科校医配置事業につい

ては昭和55年からスタートし、平成４年から教育事

務所単位に校医を配置し、現在は13人まで増員をし

て生徒へのサポート事業を実施しているところであ

る。

　また、家庭教育支援についてもあおもり親楽プロ

グラムを作成し、研修会の開催、家庭教育アドバイ

ザーの養成、相談事業を通じ、家庭教育を支える体

制の充実を図っている。

　今回の調査から，本県の学校における性教育や家

庭教育の状況は，知識・理解面については良好であ

るものの、校医の配置や家庭教育アドバイザーの養
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成等が子どもや親の学びにどんな相乗効果をもたら

すか、今後検証し、本県でも支援の充実に生かした

いと考える。

◎青森県警察本部（青森県青森市）

　青森県警察本部では、令和４年３月から新たな通

信指令システムを導入した。県内の警察署や交番な

どのパトカー約100台に全方位カメラを搭載し、警

察本部や警察署に映像を送信することで現場の状況

をリアルタイムに把握し、無線を介さずに、より迅

速かつ的確な現場対応が可能となっている。全方位

カメラの導入は、全国で16例目であり、導入費用も

含めた総事業費は約11億円である。

　また、特殊詐欺被害については青森県内では２年

連続で増加し、昨年（令和３年）は、還付金詐欺の

被害が大幅に増加した。同被害を防止すべく、金融

機関との「STOP!ATMでの携帯電話」共同宣言、

梅沢富美男氏を広報大使に任命した効果的な広報啓

発活動などによる積極的な情報発信等を行い、本年

の特殊詐欺被害を昨年同期と比べ大幅に減少させて

いる。

　ついては、青森県警察本部を訪問し、通信指令シ

ステムの活用状況及び特殊詐欺対策の取組状況につ

いて調査を行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　青森県警察本部　３階第二会議室

　イ　説明者及び出席者

　　　 青森県警察本部生活安全部長、通信指令課司

令長

　　　（県側出席者）

　　　地域部長、通信指令課次席

　ウ　説明内容

　　　 資料等により、特殊詐欺対策の取組状況及び

通信指令システムの活用状況について説明。

⑵　視察の状況

【主な質疑】

問：特殊詐欺の被害額について、今年４～５月は

279万円と説明があったが、昨年の被害額はど

うだったか。

答：昨年の被害額は、45件発生し、被害額は約7,500

万円であった。数年前までは１億円を超えてい

た。

問：被害額が減少した理由は何か。

答：オレオレ詐欺が減少したのが大きい。理由とし

ては、ATMの振込限度額が下げられたことや、

首都圏から来るケースが多くホテルに宿泊した

りするので足が付きやすいためである。

問：青森県警察防犯アプリ「まもリン」を使ってみ

たが、事件の発生事案を検索するとエリアで出

てくるようで参考になると思うが、このアプリ

概要説明の様子

視察の様子
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の周知はどのように行っているのか。

答：チラシを作成し県民に配布したり、県警のホー

ムページに掲載して周知したりしている。ま

た、学校訪問して防犯指導をした際に生徒に案

内したりしている。

問：アプリ内に避難所が掲載されていて、データが

重い感じがするが、今後自然災害などがあった

りすることが想定される中で、避難場所情報の

機能をさらに拡充する予定はあるのか。

答：今後も避難場所情報等のいろいろな機能の拡充

を図りたいと思うが、地図情報の充実を図ると

なると容量も重くなり予算もかかるので、でき

る囲内で実施しようと考えている。

問：パトカーの車載カメラは、車両更新時には新た

に購入するのか。

答：旧車両から新しい車両に乗せ替える。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

〇大和委員

　令和４年３月に導入した通信システムは、県内の

警察署や交番などのパトカー約100台に全方位カメ

ラを搭載したものである。メリットとして現場の状

況をリアルタイムに把握し無線を介さずに、より迅

速かつ的確な現場対応が可能となっている。一方、

群馬県搭載カメラは180度の範囲であるが、画質の

精度は高いとのことである。システムを活用する狙

いによって導入する仕組みが違うことが、理解でき

た。

　特殊詐欺被害対策については、さまざまな取組を

行うことで、自分事と捉えられる工夫をしている。

また、YouTube の活用や梅沢富美男氏を広報大使

に任命して、話題作りにも取り組んでいる。９都府

県が導入している防犯アプリ「まもりン」について

は、費用対効果を検証して、導入検討に値すると感

じた。今後も先進事例を参考に、県政発展に努めた

い。



─　　─100

１　期　　　日　令和４年８月31日㈬～９月２日㈮

２　調 査 場 所　◎ 鹿児島県黒豚生産者協議会（鹿

児島県鹿児島市）

　　　　　　　　◎ 屋久島町役場（鹿児島県熊毛郡

屋久島町）

　　　　　　　　◎ 白谷雲水峡（鹿児島県熊毛郡屋

久島町）

　　　　　　　　◎ 屋久島世界遺産センター（鹿児

島県熊毛郡屋久島町）

３　出 席 委 員　 星野委員長、神田副委員長、水野、

あべ、岸、酒井、安孫子、伊藤（清）、

斉藤の各委員

４　調査の概要

◎鹿児島県黒豚生産者協議会（鹿児島県鹿児島市）

　鹿児島県は全国屈指の畜産県であり、豚の飼養

頭数は全国の13.9％を占め、全国１位となっている

（平成31年２月１日現在）。なかでも肉質の優れた黒

豚は消費者から高い評価を得て、「かごしま黒豚」

として全国的なブランドとして確立している。

　また、県黒豚生産者協議会は、安全でおいしい豚

肉の生産の促進と「かごしま黒豚」の銘柄を確立す

るとともに、養豚経営の安定と本県養豚振興に寄

与すること等を目的として平成２年に設立されて

以来、「かごしま黒豚」のブランド化に寄与してい

る。群馬県においては、豚の飼養頭数は全国４位の

養豚県であり、県産豚肉のブランド化に向けた取組

を進めているところである。

　ついては、県産豚肉のブランド化の観点から、鹿

児島県黒豚生産者協議会の概要及び取組内容につい

て調査した。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　鹿児島県議会庁舎　議会運営委員会室

　イ　説明者及び出席者

　　　鹿児島県農政部畜産課技術補佐

　　　（県側出席者）

　　　 ぐんまブランド推進課長、観光魅力創出課リ

トリート推進主監

　ウ　説明内容

屋久島世界遺産センター

地域活性化・魅力発信に関する特別委員会
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　　　 資料に基づいて、鹿児島県黒豚生産者協議会

における黒豚のブランド化の取組について説

明が行われた。

【主な質疑】

問：かごしま黒豚の地元での消費量はどれくらいか。

答：鹿児島県に黒豚を食べに来られる方がいて、県

内にかごしま黒豚を販売する店舗が多くあるた

め、一定程度は鹿児島県に残っている。販売指

定店127のうち、半数は鹿児島県にある。

問：ふるさと納税の返礼品として扱っているか。

答：生産者が県内に散らばっているので、生産者と

市町村で連携して、返礼品として取り扱ってい

るところもある。

問：400年前の黒豚はバークシャー種であったのか。

答：元々鹿児島にいた豚が、完全にバークシャー種

であったかというと分からない。改良に当たっ

ては、バークシャーが強いことは分かっていた

ので、在来のバークシャーの種を県内外に求め

て、改良の基礎とした。そういった中で、黒豚

の系統豚を造成した。

問：かごしま黒豚の生産体制について、在来種はど

のような関わりをしているのか。

答：第５系統豚の基礎豚は在来種である。在来種も

系統豚も元は同じと言えるが、系統豚は、基礎

豚を基に第７世代まで一気に造成する中で、元

は同じだが、遠いものになっているため、交配

が可能となっている。どちらも、バークシャー

種であることは間違いない。

問：在来種に定義はあるのか。

答：DNA検査等によりバークシャー種を認定する

制度があり、認定されているものから基礎豚を

選んでいる。

問：ブランド化の目標は何か。

答：全国の方に食べていただき、世界の黒豚と言わ

れるように、生産者と一体となって振興してい

きたいと考えている。

問：ブランドの定義にあった黒豚を生産するにはコ

ストがかかると思うが、リターンとしては高値

で豚肉が売れることだと思う。投資した費用よ

りも高ければ、生産者も増えると思うが、その

点はどうか。

答：コロナにより家庭内需要が高まったことによ

り、最近の豚肉価格は高くなっている。国内の

豚肉価格は、かごしま黒豚の価格がまずあっ

概要説明の様子

質疑応答の様子

鹿児島県議会庁舎にて
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て、白豚の価格は決まっているが、白豚の価格

が上がったため、黒豚との価格差が小さくなっ

ている。現在は、黒豚にとっては逆風が吹いて

いる。協議会は生産者からの負担金により、

PR活動をしているが、生産者からの指導を仰

ぎながら実施しているので、よい関係を築けて

いると考えている。

問：豚熱の影響はどうか。

答：現在、九州と北海道を除いてワクチン接種推奨

地域となっており、日本国内の豚肉輸出は九州

が主になっている状況にある。九州には入れな

いと国も言っているが、非常に危機感をもって

いる。豚熱が入ったときの対応は検討している

が、入れないことに今後も取り組んでいきたい。

問：ブランドを統一することについて、どう考える

か。

答：協議会の正会員は93人だが、会員になっていな

い黒豚生産者も多数いる。別の名前の黒豚もあ

る。一番検討しなければならない点はそこであ

る。一本化したいと考えている。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○安孫子委員

　鹿児島県の黒豚は評価が高く、「かごしま黒豚」

として全国的なブランドが確立されている。今回、

鹿児島県黒豚生産者協議会の方から話を伺い、ブラ

ンド化のメリットやデメリットがあることを改めて

知ることができた。

　また、群馬県は、全国４位の豚の飼養頭数を占め

ているが、ブランド化を強化することによって、豚

肉の価格も上がるため、ブランド化に対する生産者

の努力を知ることができた。

　今回伺った「かごしま黒豚」のブランド化に対す

る取組等を、今後の委員会審査で役立てていきたい

と考える。

◎屋久島町役場（鹿児島県熊毛郡屋久島町）

　屋久島町は、鹿児島市の南方135㎞に位置し、屋

久島と口永良部島の２島からなる人口11,515人（推

計、令和４年６月現在）の自治体である。九州最高

峰の宮之浦岳（1,936m）を筆頭に、標高1,000m以

上の山が45座以上あり、多くを山岳部分で占められ

ていることから、洋上アルプスとも呼ばれている。

1993（平成５）年には、樹齢数千年の屋久杉をはじ

めとする特殊な森林植生や、亜熱帯から冷温帯に及

ぶ植生の垂直分布など、屋久島の貴重な自然環境・

自然資源が世界的な評価を受け、わが国で最初の世

界自然遺産に登録された。

　屋久島町においては、これらの豊かな自然環境を

生かしたさまざまな観光振興に取り組んでいる。ま

た、世界自然遺産への登録による観光客の増加に対

して、エコツーリズムも進めている。

　群馬県では、現在、心身共に疲れた忙しい日常生

活から離れ、本県の温泉、農畜産物、自然等を体験

し、心と体をリセットするリトリートの聖地化に向

け取組を進めている。特に、本県は、赤城、榛名、

妙義の上毛三山や尾瀬をはじめとした、大自然に恵

まれた地域である。

　ついては、本県の自然環境を生かした観光振興の

観点から、屋久島町観光施策の概要及び取組内容に

ついて調査した。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　屋久島町屋久島ホール

　イ　説明者及び出席者

　　　屋久島町観光まちづくり課地域振興係長

　　　（県側出席者）

　　　 自然環境課長、ぐんまブランド推進課長、観

光魅力創出課リトリート推進主監

　ウ　説明内容

　　　 資料に基づいて、屋久島町の概要及び自然を

生かした観光振興の取組等について説明が行

われた。
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【主な質疑】

問：説明を聞いて環境の利活用と保護の両立は難し

いと感じた。し尿処理の課題について伺いたい。

答：し尿処理の解決策として、利用者に携帯トイレ

を購入していただき、用を足したら、下まで

持ってきてもらうという取組を検討の一つとし

て進めている。携帯トイレの普及が進めば、し

尿の搬出量も抑えられると考えている。

問：携帯トイレの導入は実施していないのか。

答：携帯トイレの販売は行っている。山岳トイレと

併用している。

問：集落を語り部と回る「里めぐり」ツアーの課題

について伺いたい。

答：地区の魅力を発掘することが難しかったと聞い

ている。

問：環境保全協力金について、任意から必須にする

検討はされたのか。

答：屋久島に入ってくる方に対して、入島税という

形で徴収するという案もあったが、目的税にな

るので、島民が島に入ってくる場合も税金がか

かってしまうこととなり、協力金という形に

なった。

問：協力金はどのような形で徴収されているのか。

また、トイレもそうだが環境保全等にはコスト

がかかると思う。協力金はコストのうちのどれ

くらいを占めているのか。

答：登山口の事務所や観光協会で協力金のお願いを

している。一般財源からの持ち出しについては、

確認したい。

問：公認ガイドのように地域振興に協力的な事業者

等を育成することが必要だと思うがどうか。

答：ホテル等もガイドの依頼があった場合は公認ガ

イドを案内していると聞いている。公認ガイド

しか案内できないルールにすることは必要であ

り、案内された方からの評価も必要だと考えて

いる。

【所感・意見・感想など】

○伊藤（清）委員

　屋久島のスギをふんだんに使用し、スギの香り漂

う真新しい木造の庁舎において屋久島の観光の現状

と課題について、担当課長と議長を交え、話を聞く

機会を得た。

　標高1,000ｍ以上の山岳が連座することから洋上

のアルプスとも呼ばれている屋久島は、自然美と生

態系の素晴らしさで1993年に島全体の21％が世界自

然遺産に登録され来年30周年を迎える。

　平成19年をピークに年々観光客が減少しつつも、

島の知名度やブランド力の向上、交通インフラの利

便性の向上を図ってきた。しかし、自然環境の破壊

や汚染が進み、特にトイレのし尿処理には人力を要

するため、経費がかさみ以前は募金等で賄っていた

が、平成29年３月に世界自然遺産屋久島山岳部環境

保全協力金を創設し、日帰り入山1,000円、山中で

宿泊入山2,000円を任意であるが徴収し安心で安全

概要説明の様子

屋久島ホールにて
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な自然体験を提供している。

　また、より良いエコツーリズムの推進を図るた

め、屋久島公認ガイド利用推進条例が制度化された

ことは、本県でも導入の必要性を感じた。

◎白谷雲水峡（鹿児島県熊毛郡屋久島町）

　白谷雲水峡は、人と森林のふれあいの場としてレ

クリエーションの森に指定された屋久島自然休養林

であり、体力に自信がない方でも気軽に樹齢1,000

年を超える屋久杉をはじめ、屋久島の原生的な森を

観賞できるスポットとして人気がある。

　また、屋久島町では、特別な試験を合格して、屋

久島町の公認を受けた「屋久島公認ガイド」により、

トレッキングなどのアクティビティが盛んに行われ

ている。

　群馬県においては、リトリートの聖地に向け、本

県の自然等を生かしたアクティビティが、県内各地

で行われている。アクティビティは本県の重要な観

光資源の１つであり、リトリートの聖地に向けた重

要なコンテンツの１つである。

　ついては、アクティビティによるリトリート推進

の観点から、白谷雲水峡におけるアクティビティを

調査した。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　白谷雲水峡

　イ　説明者及び出席者

　　　（ガイド）

　　　屋久島観光協会ガイド部会長、副部会長

　　　（県側出席者）

　　　 自然環境課長、ぐんまブランド推進課長、観

光魅力創出課リトリート推進主監

　ウ　説明内容

　　　 屋久島町公認ガイドにより、白谷雲水峡の概

要及びトレッキングについて説明が行われた。

⑵　視察の状況

【所感・意見・感想など】

○斉藤委員

　屋久島は、「ひと月に35日雨が降る」と言われる

ほど雨が多い島である。年間降水量は8,000㎜を超

え、日本の年平均降水量の５倍近く、世界の年平均

降水量の10倍近くにもなる。このように豊かな水を

たたえる屋久島は、水の島との別名もある。

　「白谷雲水峡」は、白谷川の上流に開かれた自然

休養林で、前半では渓流沿いの道を歩く。清冽な清

水が輝く渓谷美を見つつ、山を分け入りながら、マ

イナスイオンを体に浴び、屋久島らしい原生的雰囲

気を感じることができた。

　白谷雲水峡には「苔
こけ

むす森」という名所があり、

足元に転がる花
か

崗
こう

岩から樹木、そしてその奥の奥ま

で広がる苔むした世界に身を置き、感銘を受けた。

映画「もののけ姫」のモチーフになったと言われて

白谷雲水峡をトレッキングして調査する様子①

白谷雲水峡をトレッキングして調査する様子②



─　　─105

いる。大粒の雨と暑い日差しを交互に浴びて、「山

を畏れ、山に学び、山を楽しむ」ことを体感した。

　山岳地域の主な課題として、

　・トイレのし尿処理の増加

　・施設の故障・老朽化

　・特定の時期・場所の混雑

　・救急活動の増加

　・植生の荒廃

　・維持管理費の不足

等があると知り、自然と人間の共生の難しさも感じ

た。

◎屋久島世界遺産センター

 （鹿児島県熊毛郡屋久島町）

　屋久島世界遺産センターは、1993年に屋久島が世

界遺産に登録されたのを機に整備された環境省の施

設で、1996年に開設された。当センターは、屋久島

世界自然遺産と屋久島国立公園の魅力を発信すると

ともに、環境保全の取組も行っている。

　また、環境省屋久島自然保護官事務所が併設され

ており、屋久島国立公園と屋久島世界自然遺産の保

護管理を担う拠点施設となっている。

　群馬県においては、赤城、榛名、妙義の３つの県

立公園や尾瀬国立公園などがあるが、現在入山者が

減少しており、保全と活用の好循環が求められてい

る。

　また、県立赤城公園については、現状や課題、求

められる機能等を整理し、赤城エリア全体を活性化

させ、豊かな自然環境を核とした持続可能な公園を

目指し、現在、基本構想を策定中である。

　ついては、県立公園等の保全及び活用の観点か

ら、屋久島世界遺産センターの概要および取組内容

について調査を行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　屋久島世界遺産センターレクチャールーム

　イ　説明者及び出席者

　　　 九州地方環境事務所屋久島自然保護官事務

所、国立公園保護管理企画官

　　　（県側出席者）

　　　自然環境課長

　ウ　説明内容

　　　 資料に基づいて、屋久島世界遺産センターの

概要及び取組について説明が行われた。

⑵　視察の状況

【主な質疑】

問：どのような業者に整備を依頼しているのか。ま

た、業者は自然と調和した登山道の整備につい

て、どの程度技術の蓄積があるのか。

答：公共工事により整備するので、鹿児島や九州の

事業者が落札することもある。設計の段階から

地元の関係者の御協力をいただき、整備をして

きたところであるが、一方で整備が屋久島らし

概要説明の様子

屋久島世界遺産センターで調査する様子
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くないとの声もあり、雰囲気づくりも協力をお

願いしている。他の地域と同じで発展途上であ

る。

問：自然環境への影響を最小限にするような整備方

法を確立する必要があると思うが、環境省で検

討しているのか。

答：環境省としてではないが他の地域と連携して、

近自然工法ということで、地域の石や木を活用

するなどして、自然と同化するものを中心に整

備を進めている。

問：利用の制限や利用金の徴収を進めた方が、より

永続的に自然も保護できるし、利活用にも資す

ると思うが、現場に近づけば近づくほど利害関

係が生じるので難しいと感じた。世界遺産や国

立公園は全国一律で利用金を徴収すべきではな

いかと思うがどうか。

答：かつての議論では、米国では国立公園のエリア

は基本的に国の土地。日本では国有地、県有

地、民有地などがある中で網掛けをしている状

況である。日本の制度では、土地の所有者の権

利で徴収しているので、一律には徴収できない

のが現状である。

問：利用者のマナーやコスト負担に対する理解など

を高める必要があると思うが、地域の取組に対

して期待することはあるか。

答：教育と意識改革の面では、学校教育との連携が

できればよいと感じている。だだ、教育現場の

方々と話をすると、子どもの安全管理というと

ころで、なかなか連携がとりづらいところがあ

る。県議からも環境教育をしっかり後押しして

いただきたい。

問：生態系の調査は実施しているのか。

答：常にモニタリング調査を実施している。その調

査結果から植生等に変化があった場合は有識者

から助言をいただいている。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○酒井委員

　９月２日は、屋久島世界遺産センターで、環境省

屋久島自然保護官から話を伺った。年間１万人が

訪れるという同センターは、2014年にリニューアル

オープン（1996年オープン）。ユネスコエコパーク

やラムサール条約にも登録されている屋久島の魅力

や生物多様性、自然保護の取組を発信しているほ

か、登山マナーやルールなども紹介している。

　併設されている環境省屋久島自然保護官事務所

は、屋久島国立公園と屋久島世界自然遺産の保護管

理を担う拠点施設となっている。

　調査では、世界遺産登録後、入山者増に伴って、

山岳部トイレのし尿処理問題や自然景観・生態系へ

の影響、遭難件数の増加などが懸念されているこ

と、観光と自然保護をどう両立させていくか、入山

規制や入山料（協力金）徴収の是非などの課題を知

ることができた。私は、生態系調査の状況などにつ

いて質問した。
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１　期　　　日　令和４年９月６日㈫～８日㈭

２　調 査 場 所　◎ 認定特定非営利活動法人 SOS

子どもの村 JAPAN（福岡県福

岡市）

　　　　　　　　◎ 熊本県医療的ケア児支援セン

ター（熊本県熊本市）

　　　　　　　　◎ 特定非営利活動法人それいゆ

（佐賀県佐賀市）

　　　　　　　　◎ 佐賀県立宇宙科学館ゆめぎんが

「ジャクサガスクール」（佐賀県

武雄市）

３　出 席 委 員　 橋爪委員長、亀山副委員長、

　　　　　　　　 伊藤（祐）、小川、大和、泉沢、

大林、高井、金沢、鈴木の各委員

４　調査の概要

◎認定特定非営利活動法人 SOS 子どもの村 JAPAN

（福岡県福岡市）

　認定特定非営利活動法人 SOS 子どもの村 JAPAN

は、さまざまな事情で家族と暮らすことができない

子どもたちが、家庭的な環境で育つことができる社

会を目指し、子どもと家族の支援を行っている団体

である。特に、当団体では、里親養育の先進国イギ

リスで開発された里親研修プログラム「フォスタリ

ングチェンジ・プログラム」の研修会を開催し、福

岡、熊本のグループなど九州地域で継続的に実施し

ている。

　今回の調査では、里親研修プログラム「フォスタ

リングチェンジ・プログラム」の実施状況や特徴等

について調査した。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　SOS 子どもの村 JAPAN会議室

　イ　説明者及び出席者

　　　 子ども家庭支援センター長、センター相談支

援員

　　　（県側出席者）

　　　生活こども部長、児童福祉・青少年課長

　ウ　説明内容

　　　 資料により、里親研修プログラム「フォスタ

佐賀県立宇宙科学館ゆめぎんが

子育て・障害者支援に関する特別委員会
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リングチェンジ・プログラム」について説明。

【主な質疑】

問：フォスタリングチェンジ・プログラムは週１回

３時間とのことだが、何回行うのか。

答：計12回行うものであり、全体を終えるのに３カ

月かかる。参加者の出席率は全国平均で90％程

度と高く、里親の方も都合をつけて参加してく

れる方が多い。

問：プログラムの内容は、かなり詳細に渡っている

と思う。あまり細かすぎると過干渉な親になる

という感じも受けるがどうか。

答：当プログラムは子どもの気持ちをゆっくり聞

き、子どもが判断できるやり方を里親が覚えて

いくというものである。子どもの問題行動に対

しては、一般的に親の働きかけが多くなりがち

であるが、子どもの本当のニーズを見て、待つ

時間を持ち、一緒に考えていけるようにしてい

る。そのために例えば、子どもを褒める言葉が

けをたくさん行う内容としている。

問：里子については、専門医師の助言や介入が必要

な場合もあるかと思うが、どう対応しているか。

答：発達障害やトラウマなど治療が必要な場合は、

児童相談所や専門機関と連携して対応してい

る。当プログラムは、24時間里子と一緒に生活

する里親が、生活の場を安心したものにするた

め、実施している。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○鈴木委員

　2016年の児童福祉法改正で、虐待などの理由で実

親と暮らせない子どもを里親などの家庭で育てるこ

とが原則として定められた。これを受け、各自治体

は里親制度の推進に取り組んでいるが、全国の里親

委託率は22.8％（2021年３月末）にとどまる。その

ような中、福岡市では里親委託率が６割を超え、

乳幼児に限定すれば８割を超える（2022年７月末現

在）。この委託率の高さを支えているのが、「認定特

定非営利活動法人 SOS 子どもの村 JAPAN」が実施

している里親向けの研修「フォスタリングチェン

ジ・プログラム」だ。同プログラムは里親養育の先

進国イギリスで開発され、日本では2016年に初めて

福岡で実施された。

　プログラムの構成は、子どもを委託されている里

親６～12人を対象に、週１回３時間で12回（３カ月

間）のグループセッション。社会的養護下の子ども

特有の課題や虐待の影響を理解した上で、効果的な

褒め方や寄り添い方、学習の支え方などを学び、

ロールプレイやフィードバックを通して実践し、自

らの対応力を養っていく。里親の自信や自尊感情を

育むことで子どもの自尊感情の改善にもつながり、

双方の関係性において良い変化をもたらしていると

いう。

　群馬県でも同様の取組ができれば、里親支援を通

じて子どもの福祉を向上させられるだろう。同時

に、子どもとの関わり方に悩む全ての保護者にとっ

て、効果的なプログラムではないかと感じた。

◎熊本県医療的ケア児支援センター（熊本県熊本市）

　熊本大学病院は、平成28年12月に小児在宅医療支

援センターを開設し、全国に先駆けて、医療的ケア

児や重症心身障害児を対象とした相談対応、保育所

や学校への入園・入学支援、関係者の人材育成、支

援体制整備などを実施してきた。

　令和４年４月には、「医療的ケア児及びその家族

に対する支援に関する法律（医療的ケア児等支援

概要説明の様子
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法）」の施行を受け、熊本県から医療的ケア児支援

センターに指定された。

　本県でも医療的ケア児支援センターの早期開設と

医療的ケア児及び家族の支援の充実を目指してお

り、その先進事例として調査を行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　熊本大学病院　第一会議室

　イ　説明者及び出席者

　　　 熊本県健康福祉部子ども・障がい福祉局障が

い者支援課審議員

　　　（県側出席者）

　　　 生活こども部長、児童福祉・青少年課長、障

害政策課長、精神保健室長

　ウ　説明内容

　　　 資料により、医療的ケア児支援に係る取組に

ついて。

【主な質疑】

問：熊本市の場合、医療的ケア児の保育園・こども

園の受入れは、公立と私立どちらが多いか。

答：熊本市においては民間の保育園等が圧倒的に多

く受け入れている。

問：私立の園が医療的ケア児を受け入れる場合、医

療的ケア児支援センターが園における看護師の

加配など、人的な支援の相談に乗ってくれるの

か。

答：看護師の雇用に係る補助事業については実施主

体が市町村であるため、市町村が相談に乗る。

また、保育園等から個別に医療的ケア児支援セ

ンターに相談があった場合は、市町村の保育課

と連携しながら対応している。

問：熊本県には医療的ケア児に対応する４つの拠点

病院があるが、大学病院に医療的ケア児支援セ

ンターを設置したのはなぜか。

答：大学病院が熊本県全体の小児科医の人事調整を

しており、熊本大学病院に中枢を置くと他の病

院とも連携しやすいためである。

【所感・意見・感想など】

○金沢委員

　昨年（2021年）９月にいわゆる「医療的ケア児等

支援法」が施行され、これまで「努力義務」とされ

ていた医療的ケア児への支援は、自治体の「責務」

であると明確に定められた。この法律には、医療的

ケア児及びその家族に対する支援の中核を担う「セ

ンターの設置」についての規定があり、本県におい

ても現在、支援センター開設に向けた議論が進めら

れている。今回、その先進事例である「熊本県医療

的ケア児支援センター」に伺い調査を行った。熊本

県では、2016年に熊本大学病院内に「小児在宅医療

支援センター」を開設し、県全体の小児在宅医療な

どへの支援を実施してきたが、今年４月からは「医

療的ケア児支援センター」としての指定も行い、

「相談対応」、「行政・関係機関との連携」、「人材育

成」を柱とした支援業務を開始している。

概要説明の様子

質疑応答の様子
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　お話を伺う中で、支援体制充実に向けたキーワー

ドは「４課連携」であり、「保健師（母子保健担当）」、

「保育所管課」、「教育委員会（学校・公立幼稚園）」、

「障害福祉」の各部局が連動して支援体制を整備す

ることがポイントだとしている。そしてそのために

は、各機関を切れ目なくつなぐ「医療的ケア児等

コーディネーター」の役割が重要であり、人材育成

と適切な配置に向けた取組が今後の課題とのことで

あった。

　今年９月末時点で、全国40都道府県で医療的ケア

児支援センターを開設済み、もしくは今年度中に開

設予定となっており、本県は大きな後れを取ってい

る状況である。医療的ケア児及びその御家族の不安

解消と支援の充実に向けて、今回の調査で得た視点

も取り入れながら、早期の支援センター開設に向け

て引き続き取り組んでまいりたい。

◎特定非営利活動法人それいゆ（佐賀県佐賀市）

　特定非営利活動法人それいゆは、発達障害児・者

やその家族への支援活動を行っている団体であり、

相談機能と療育機能等を併せ持つ発達障害に特化し

た支援機関となっている。

　当法人は、相談事業、児童発達支援、放課後等デ

イサービス、就労移行支援、グループホーム、レス

パイトケア等県及び市の委託事業から法人独自の事

業まで、幅広く事業を展開している。今回、当法

人の取組について調査することで、本県の発達障害

児・者支援施策の参考とした。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　 それいゆ研修センター「オフィスそれいゆ」

研修室、それいゆ相談センター佐賀

　イ　説明者及び出席者

　　　特定非営利活動法人それいゆ　副理事長

　　　佐賀地域支援センター　センター長

　　　（県側出席者）

　　　 生活こども部長、障害政策課長、精神保健室

長

　ウ　説明内容

　　　 資料により、発達障害児・者やその家族への

支援活動について説明。

概要説明の様子

オフィスそれいゆ前にて
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⑵　視察の状況

【主な質疑】

問：施設での支援の際は、子どもの特性や技術的な

ことなど、保護者にフィードバックを行ってい

るのか。

答：毎回保護者には、勉強した内容やうまくいった

対応などの報告を行っている。また、保護者は

支援の様子をマジックミラー越しに見ることが

できるが、子どもがパニックを起こした場合な

どは、原因や対処法についても伝えている。

問：放課後等デイサービスは小学２年生までという

ことだが、３年生以降はどう対応しているのか。

答：児童発達支援で幼児～小学２年生のうちにスキ

ルを身につけると大抵のことはできるようにな

るため、その後は他の施設に任せている。そう

しないと待機の子どもが増えてしまい新規受入

れができないため、こうした方式としている。

どうしても他施設で上手くいかない場合など

は、別の有料サービスを利用していただくな

ど、２段階の支援としている。

問：卒業し、他の施設に行くときに、当施設で把握

した子どもの特性や環境に関する情報共有を

行っているのか。

答：他施設とは会議の時に共有している。また、詳

細な資料を写真付きで保護者に渡している。支

援もゼロの状態から組み立てるのは大変だが、

ある程度当施設で育ててから他施設に渡す仕組

みとしている。この方式により、佐賀県全体的

のレベルアップも図れると考えている。

問：親とのカウンセリングの中で、子どもへの対応

指導を受入れなかったり、次のカウンセリング

に来なかったりする人もいると思うが、どう対

処しているか。

答：当施設では、家族の支援がとても重要と考えて

いる。親への指導については、親を責めるとう

まくいかない。例えば、動画サイトを子どもに

ずっと見せている親に対しては、「お母さんは

長時間の動画視聴についてどう思っています

か。」などと聞き、まずは、親ができることを

提案している。その中で、子どもの持っている

特性上の問題を伝え、支援の必要性を説明して

いる。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○高井委員

　９月７日佐賀県佐賀市の「特定非営利活動法人そ

れいゆ」のオフィス並びに相談センター兼本部の現

地視察を行った。「特定非営利活動法人それいゆ」

は、発達障害児・者やその家族への支援活動を行っ

ている団体であり、相談機能と療育機能等を併せ持

つ発達障害に特化した支援機関となっている。当法

人は、相談事業、児童発達支援、放課後等デイサー

ビス、就労移行支援、グループホーム、レスパイト

ケア等県及び市の委託事業から法人独自の事業ま

で、幅広く事業を展開している。

　「特定非営利活動法人それいゆ」の基本理念は、

「自閉症児・者が、地域社会の中でより豊かに人間

らしく生きていくために、自閉症の文化を尊重し

個々の特性に応じた適切な手立てと支援を行い人と

の関係、自発性や自己表現の力を伸ばし『自律』と

『共存』を目指す。」であり、2001年に発達障害専門

の療育と地域生活支援機関として設立した。

　その後も、就労支援や相談センター、マザーリー

フの会、ホームコンサルテーション、就労移行支

それいゆ相談センター佐賀を視察する様子
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援、生活介護、共同生活援助（グループホーム）、

居宅介護、児童発達支援、放課後等デイサービス、

相談計画支援、さらに県市からの委託事業として親

子教室、保育士研修、発達障害児適応指導訓練（フ

リースクール SAGA）、発達障害児専門相談窓口、

幼児発達支援相談、障害のある子どもの学校生活支

援等、幼児から成年になるまで網羅しケアできる体

制を整えている。

　また、当法人は「気になる子」の早期発見を重要

視している。いわゆる「気になる子」は保育園や幼

稚園に存在するが、園からの声がけは難しく、ま

た、親が認めたがらないため、一般的に発見が遅れ

てしまう傾向にある。しかし、早期発見→早期療養

が効果的であるため、子育てで悩む全親のカウンセ

リング事業「すくすく相談会」をスタッフ＋保健師

で行い、親に寄り添い傾聴し、「子育て」の相談を

受けるところから丁寧に行っている。

　発見した後は、早期療養事業「わくわくキッズ」

（年間４クール×10回）を手厚く行っている。また

家族教室や母子療養始動専門員育成研修会、医療関

係者への研修など関係者の育成にも努めている。

　印象的であったことは、それぞれに合った支援・

型にハマらず１人１人に向き合い、目の前の課題を

解決するために深堀りしていた。それに伴い保護者

との面談や特別セッション・グループセッションな

どを丁寧に実施して、スタッフの知識も古くならな

いよう常に研修等で学ぶ姿勢を追及していたことで

ある。

　また、施設の環境整備からもそれを感じることが

できた。教室が広すぎると気が散ってしまったり

走ってしまうため、仕切りや衝立、カーテン等で細

かくエリアを分けて集中しやすい空間を作ったり、

スケジュール（日課や予定の見通しなど）を絵に描

いてそれぞれの机に貼ったり、送迎時の自分の降車

の順番が分かるように（不安にならないように）座

席後部に顔写真付きの降車順番を貼ったり、とにか

く工夫に工夫を重ねる妥協のない姿勢には感服した。

　「佐賀県にはお金がない（予算がない）。だからあ

るものの質を高めていくことしかできない。保健師

や保育士、先生、親などの知識と意識を高めて底上

げをすることでそれを補う。だから予算が少なくて

もできる研修を数多く熱意をもって行っている。」

佐賀県で全国の先進事例を作っている「特定非営利

活動法人それいゆ」のスタッフの言葉が強く心に刺

さっている。

　このことはどこの自治体にも当然言えることで、

群馬県としても見習わなくてはならない。また違

うスタッフは、「ここでは、世界一のケアが、誰で

も、無料で受けられる。」と言っていた。「世界一」

と断言できる職員意識は素晴らしいと感じた。

◎ 佐賀県立宇宙科学館ゆめぎんが「ジャクサガスクー

ル」（佐賀県武雄市）

　佐賀県では、宇宙技術による地方創生を目指し、

令和３年３月に宇宙航空研究開発機構（JAXA）と

連携協定を締結した。今回調査する「ジャクサガス

クール」は協定の一環として、知事が校長、JAXA

の金井宣茂宇宙飛行士が名誉校長となり、宇宙教育

で子どもたちの夢や志を育むことを目的に実施して

いる。

　本県では、自分の頭で考え、他人が目指さない領

域で動き出し、生き抜く力を持つ人（始動人）を育

成するため、教育イノベーションを推進している。

ジャクサガスクールの取組は、宇宙を切り口とした

教育プログラムを通じて、未知へチャレンジする心

や郷土への誇りなどを育もうとするものであり、教

育イノベーションとの親和性が高いと評価される。

そこで、本県の教育施策の参考とするため、調査を

行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　佐賀県立宇宙科学館　ガイダンス室

　イ　説明者及び出席者

　　　 佐賀県立宇宙科学館館長、佐賀県地域交流部

文化課長、佐賀県立宇宙科学館 JAXAGA宇
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宙教育プロジェクトリーダー・プロジェクト

チーフディレクター

　　　（県側出席者）

　　　生活こども部長、義務教育課長

　ウ　説明内容

　　　 資料により、宇宙教育により子どもたちの夢

や志を育む取組について説明。

⑵　視察の状況

【主な質疑】

問：ジャクサガスクールの発想の原点について伺い

たい。また、JAXAとの連携には強力な牽
けん

引
いん

力

が必要だったと思うが、その部分について御教

授願いたい。

答：佐賀県に宇宙をテーマとした施設があるため、

佐賀から宇宙飛行士を出したい、将来のノーベ

ル賞受賞者を出すきっかけづくりをしたいとい

う思いが原点である。また、JAXAとの連携に

ついては、知事と JAXAの理事長が大学の友

人であった縁が大きな牽引力となり、JAXAと

連携した宇宙教育につながった。

問：佐賀県の小学生のジャクサガスクールの認知度

や広報の方法について伺いたい。

答：広報は報道機関への情報提供やチラシの配布、

ツイッターなどにより実施している。今年度

は、佐賀空港でイベントを実施した際、来場者

にチラシを配ったところ良好な反応が得られ

た。応募数も増えてきており、徐々に認知度が

上がっていると感じている。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○大林委員

　令和４年９月８日、子育て・障害者支援に関する

特別委員会で佐賀県立宇宙科学館ゆめぎんがを訪問

し、「JAXAGA（ジャクサガ）スクール」について

話を伺った。佐賀県では、宇宙技術による地方創

生を目指し、令和３年３月に宇宙航空研究開発機

構（JAXA）と連携協定を締結した。ジャクサガス

クールはその一環であり、知事が校長、JAXAの金

井宣茂宇宙飛行士が名誉校長となり、新しい郷土を

創造する人材育成を目指して、宇宙を教育に取り込

もうと展開している。小中高生を対象に「佐賀県か

ら“ノーベル賞受賞者”や“宇宙飛行士”を輩出す

るきっかけを作りたい」と意欲的に取り組んでい

る。小中学生は、作文審査で選考され、「佐賀県と

宇宙のつながり」をテーマに学習が進められる。

概要説明の様子

館内視察の様子①

館内視察の様子②
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　また、高校生は、学校単位で選考され、「佐賀か

ら宇宙を目指す」のテーマで、超小型人工衛星の開

発をして、実際に宇宙に打ち上げようと取り組んで

いる。拠点となっている宇宙科学館は、23年前に開

館し、遊びや体験をしながら科学を学ぶことを目的

に建てられたものである。

　宇宙科学館という素晴らしい環境を拠点に、将来

の夢があふれたジャクサガプログラムだった。近い

将来宇宙飛行士が誕生することを期待したい。そし

てこのような学習は、群馬県の始動人の育成にもつ

ながるものであり、取組を大いに参考にしていきた

い。

１　期　　　日　令和４年９月６日㈫～８日㈭

２　調 査 場 所　◎ 鳥海山木のおもちゃ美術館（秋

田県由利本荘市）

　　　　　　　　◎ 秋田臨海処理センター（秋田県

秋田市）

　　　　　　　　◎ 株式会社シェルター髙惣木工ビ

ル（宮城県仙台市）

　　　　　　　　◎ 福島水素エネルギー研究フィー

ルド（福島県双葉郡浪江町）

　　　　　　　　◎  EV バッテリー・ステーション

浪江（福島県双葉郡浪江町）

３　出 席 委 員　 久保田委員長、牛木副委員長、

　　　　　　　　 井田（泉）、萩原、金井、金子、

森、八木田、入内島、追川の各委

員

４　調査の概要

◎鳥海山木のおもちゃ美術館（秋田県由利本荘市）

　鳥海山木のおもちゃ美術館は、平成16年に廃校と

なった「旧鮎川小学校」をそのままの形で活用し、

平成30年７月に設置された。その建物は昭和29年に

建築され、建築当時からそのままの形で残されてお

り、国登録有形文化財にも指定される全国的にも稀

少な木造建造物である。

　木材利用の普及啓発として「木育」活動が全国で

実施される中、当該美術館は、木造建造物の特徴を

生かし、館内には地元産木材を使用したおもちゃや

秋田臨海処理センター屋上

環境・エネルギー対策特別委員会
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木工作品、大型遊具などが設置され、子どもから大

人までが木に触れ、木の魅力を感じるスペースを提

供している。

　ついては、木材利用の普及啓発や需要拡大、木育

を推進するための取組について調査を行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　鳥海山木のおもちゃ美術館　クラスルーム

　イ　説明者及び出席者

　　　 由利本荘市観光文化スポーツ部長、地域づく

り推進課長、文化・スポーツ課　課長補佐兼

班長

　　　（県側出席者）

　　　 グリーンイノベーション推進監、グリーンイ

ノベーション推進課長、林業振興課長

　ウ　説明内容

　　　 資料により、木育推進事業の取組について説

明。

⑵　視察の状況

【主な質疑】

問：木工職人や建具職人の組織や人数を伺いたい。

答：団体では木工職人の「ことびら」という組織が

ある。市内に木工職人は20人くらいが活動して

いる。

問：デザインの決め方はどうか。

答：市のブランド木工品を制作したいという職人が

「ことびら」におり、職人と相談しながら試験

的に制作している。

問：市の庁用備品で木工品はどのようなものがある

か。また、金額はどのくらいか。

答：パーティションや机、椅子がある。全て10万円

以内で制作した。

問：美術館の整備費用について伺いたい。

概要説明の様子

木製遊具に秋田県産木材を使用した「もりのあそびば」

を視察する様子

触って遊べる木のおもちゃや地元木工作家の作品の展

示を視察する様子
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答：全体で２億４千万円。国の文化財補助金を平成

29、30年度に7,200万円を活用、過疎債を１億

2,500万円、基金や寄附金が1,900万円である。

問：県内県外等、来場者22万人の内訳はどうか。

答：市外が約14万人、市内が約５万人。

問：県からの財政支援、助言等はどうか。

答：施設整備に対する県の財政支援はないが、市民

への周知活動として木育キャラバン事業がある

が、そこへ秋田県森づくり税の財政支援をいた

だいた。

問：移動おもちゃ館のインストラクターの状況はど

うか。

答：館内の説明や木育を担うおもちゃアテンダント

を養成しており、移動おもちゃ館では２人が対

応している。

問：アテンダントの人数はどのくらいか。

答：登録は130人ほどいるが、実働は80人程度と

なっている。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○追川委員

　秋田県由利本荘市は、総面積1,210㎢うち森林面

積は894㎢で、市の面積の75％が森林に覆われてい

る。市の基幹産業であった林業は、木材価格の低迷

や生育に手間がかかること、後継者不足による山の

荒廃など、多くの課題を抱えていて群馬県も同様と

言える。

　平成26年に地域を支える人材育成塾で、由利本荘

市でも豊富な資源である木を活用した事業ができな

いかと考え、木材の活用と子供の遊び場の木育事業

の先進地である「東京おもちゃ美術館」を視察。そ

の結果、由利本荘市でも木育事業ができると確信

し、検討会議や木のおもちゃ制作講習会など４年の

歳月をかけて廃校になった木造校舎国登録有形文化

財の旧鮎川小学校を使い、鳥海山木のおもちゃ美術

館として平成30年７月にオープンされた。

　その内容は、旧小学校の校舎はそのままに残し、

体育館には「もりのあそびば」として、ツリーハウ

ス、滑り台付きのちょうかいタワーや、5,000個の

木のどんぐりプール、３棟の校舎には26室の「遊び

のこべや」で、あそびのへや、ハイハイひろば、て

づくりこうぼう、民具展示室などさまざまな遊具お

もちゃを設置、中庭には「もりのなかにわ」とし

て市内の間伐材を使用して木製遊具が設置してあっ

た。これらほとんどが、市内産の木材で市内の木工

職人の皆さんが丁寧に作り上げている。

　この施設によって地域の木材産業の活性化や、子

どもから大人まで楽しめる屋内施設として多世代交

流・木育施設として、現在では来客が20万人を超え

る来客がある。59年経過した木材施設とは思えない

ほどピカピカで、木への情熱のこもった素晴らしい

施設だと感じ、豊かな森林を持つ群馬県にも木材産

業の活性化と子どもたちがのびのびと木に触れ合う

施設が必要だと感じた。

◎秋田臨海処理センター（秋田県秋田市）

　秋田県は、環境省による「脱炭素先行地域」の第

１回の提案募集において、「流域下水道を核に資源

と資産活用で実現する秋田の再エネ地域マイクログ

リッド」の計画が評価され、秋田市とともに選定さ

れた。その事業計画は、地域の特性を生かし、秋田

臨海処理センターの敷地内に、消化ガス発電、風力

発電、太陽光発電を、汚泥再生処理センターの敷地

内に太陽光発電を導入し、蓄電池とエネルギーマネ

ジメントシステムにより需給制御を行いながら、秋

田臨海処理センターと、同地域内の公共施設８施設

に自営線により再エネ電力を供給し脱炭素化の実現

とともに下水道事業の経営改善を目指している。

　ついては、脱炭素への取組加速化の参考とするた

め、再生可能エネルギーを活用した地域マイクログ

リッドの取組について調査を行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　秋田臨海処理センター　管理棟会議室
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　イ　説明者及び出席者

　　　 秋田県建設部下水道マネジメント推進課　政

策監、副主幹兼班長、副主幹

　　　（県側出席者）

　　　 グリーンイノベーション推進監、グリーンイ

ノベーション推進課長、林業振興課長

　ウ　説明内容

　　　 資料により、流域下水道を核に資源と資産活

用を実現する秋田の再エネ地域マイクログ

リッドについて説明。

【主な質疑】

問：由利本荘市は流域下水処理区域に入っていない

のか。

答：市に単独処理場があるが、この地域は農業集落

排水が多く、今後対策を進めていく必要がある

と考えている。

問：処理センターの耐震化率はどうか。

答：県管理分の耐震化率は72％であり、今後も計画

的に優先順位を付けて取り組んでいく。

問：指定管理料金はどのくらいか。

答：年間約10億円、うち２～３割は電気代となって

いる。

問：秋田県では2030年までに CO2 排出量54％削減

と高い目標を掲げている。秋田臨海処理セン

ターリノベーション計画は県全体のどのくらい

の割合であるか。

答：県有施設全体の約26％となっている。下水道や

プール、水族館などは電気を多く使用するた

め、二酸化炭素排出量が多く、今回の計画で削

減を図りたい。

問：向浜地域の施設の合計電力需要量20,512MWh／

年は、処理センターにおける発電量で賄えるか。

答：電力使用状況から試算したところ、供給量は発

電量の９割位である。

問：地域新電力会社の構成はどうか。

答：PPP/PFI 方式で20年間の管理運営を考えてい

る。特別目的会社が管理運営等を行う方向であ

るが、事業者は公募となるので現時点では決

まっていない。令和７年までに整備して運営を

開始する予定である。

問：電力会社の配電に当たり、災害時限定などの条

件はあるか。秋田市や地域住民から電力供給さ

れる８施設以外の要望はあったか。

答：この地域は洋上風力が多く、電力会社と供給先

の連携枠がないため、センターで発電した電気

は８施設で使用することとしており、外部から

の要望は聞いていない。電力会社の託送が可能

であれば、他の県有施設でも使用したいが、こ

のような実情により託送ができない。

問：消化ガスはこれまで活用されていたか。

答：消化ガスは貯留タンクに送られ、焼却炉の助燃

で活用している。

問：今後も、助燃用として活用を続けていくのか。

答：今後の活用は計算中である。風力と太陽光発電

は変動があり、消化ガスは安定電源であるため

概要説明の様子

質疑応答の様子
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マイクログリッドを構築する上ではある程度確

保したい。

問：この計画についての庁内連携、議論は下水道マ

ネジメント推進課がリードしてきたのか。

答：今後の下水道事業を成り立たせることや脱炭素

の流れに即していることからこの計画を検討し

た。環境省の交付金が４分の３助成で有利なた

め活用することとした。

問：温暖化対策担当部署との調整はどうか。

答：脱炭素先行地域の提案の際には情報共有しなが

ら行った。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○入内島委員

　人口減少という局面における行政運営の在り方を

協議研究するため、秋田県・市町村協働政策会議を

平成21年設立、その後秋田県生活排水処理事業連絡

協議会（法定協）を令和元年設立。下水処理人口の

減少と施設の老朽化への効率的な対応を協議。

　その議論の中で生まれたのが、単なる下水処理施

設の統合ではなく、流域下水道を核とした地域マイ

クログリッド計画である。

　再エネ地域マイクログリッド計画とは地域の特性

を生かし、秋田臨海処理センターの敷地内に、消化

ガス発電、風力発電、太陽光発電を、汚泥再生処理

センターの敷地内に太陽光発電を導入し、蓄電池と

エネルギーマネジメントにより需給制御を行いなが

ら、秋田臨海処理センターと、同地域内の公共施設

８施設に自営線により再エネ電力を供給し脱炭素化

の実現とともに下水道事業の経営改善（下水道料金

の軽減）を目指すというものである。

　そして、その計画が環境省の脱炭素先行地域に選

定された。本格的な事業実施はこれからで、継続的

にその成果についてもリサーチし、群馬県の事業実

施の参考にしたい。

　かつて市民参加のシンポジウムを開催した際、行

政側から、「町としては……」、「県としては……」

「それは国の事業で……」といった説明がなされた

ことに、ある市民が「私たちにそれは関係ない、町

であろうと県であろうと国であろうと問題をどう解

決してくれるのかを聞いているのだ」という発言を

聞き、誠にその通りだと思った。境界を意識しない

行政こそが求められているのであり、境界を意識し

ないことを意識した取組は大いに参考にすべきであ

る。

◎株式会社シェルター髙惣木工ビル

 （宮城県仙台市）

　髙惣木工ビルは、ZEB（ネット・ゼロ・エネル

ギー・ビル）を目指す先進建築物として、株式会社

シェルターが設計・施工し、令和３年２月に竣工し

た純木造７階建てビルである。高層木造建築物の強

度を保つために独自開発した複数の製材を金物で接

合した柱を使用した耐震技術により安全性を高めて

いるほか、優れた耐火性能技術を保有しており、こ

れらの技術は全国各地の木造建築物に取り入れられ

ている。

　なお、髙惣木工ビルは、設備の効率化による省エ

ネルギー化を実現し、ZEB Ready を取得している。

2050年カーボンニュートラルの実現という目標に向

けて、ZEBの実現や普及促進は重要であり、本県

でも森林の循環利用、木材の地産地消を推進する施

策が進められている。

　ついては、県産木材の活用、普及拡大による林業

振興、再生可能エネルギーの導入やエネルギー消費

量の削減を図る建築物の ZEBについて調査を行っ

た。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　髙惣木工ビル　６階会議室

　イ　説明者及び出席者

　　　 株式会社シェルター営業部　リーダー、チー

フ

　　　（県側出席者）
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　　　 グリーンイノベーション推進監、グリーンイ

ノベーション推進課長、林業振興課長

　ウ　説明内容

　　　 資料により、株式会社シェルターの地域産木

材を活用した木造ビルについて説明。

⑵　視察の状況

【主な質疑】

問：木造ビルは、ほかのビルと比較してどのくらい

軽量化できるか。

答：約３割、軽量化できる。基礎の大きさは上物の

重さで決まり、３割程度軽量化できるため基礎

も簡単にできる。RC造と違い地面への影響が

少なく、このビルでは杭工事は行っていない。

問：木造ビルの建設コストはどのくらいか。

答：構造やグレードにもよるが、一般的なRC造と

大体同じくらいである。１層当たり１週間で建

築でき、この建物は地上７階建であり１カ月半

程度で組み上がる。工期が短い分、建設コスト

や工事中の騒音なども抑えられる。

問：部材の加工は工場で行い組立は現地で行うのか。

答：プレカットは工場で行い、運搬して現地で組み

立てる。１日５人で対応可能。組立てには特別

な技術を持った職人は必要なく、工務店等で対

応可能である。

問：このビルの建築費用はどのくらいか。

答：建築当時は坪当たり120万円であったが、現在

はウッドショックや鉄骨の値段も上昇している

ため金額として上がっていると思われる。

問：COOL WOODはどんな木材でも製造できるの

か。

答：無垢材でも集成材でも製造することができる。

細い柱を使いたい場合は、鉄骨と組み合わせる

ことも可能である。宮城県内には集成材工場が

ないため、このビルは無
む

垢
く

材を使用している

問：接着剤は使用しているか。

答：接着剤を使用せず、スプリットリングというも

ので結合している。

問：１本の柱の長さはどのくらいか。木材の乾燥方

法はどうしているか。

答：木材の経済スパンは６mとされ、これを採用

している。乾燥については、低温乾燥などの方

法があるが、適した乾燥方法を製材工場と協議

している。

問：木造ビルの耐用年数はどのくらいか。

答：税法上の耐用年数と限界耐用年数という考え方

概要説明の様子

髙惣木工ビル内にて

株式会社シェルターが独自開発した木質耐火部材（COOL 

WOOD）について説明を聞く様子



─　　─120

があり、税法上では22年である。短い期間で償

却が可能なため税制面では有利と思われる。実

際の木造建物は40年から50年は持つとされてい

る。RC造の耐用年数が約45年なので同じくら

い持つものと考えられる。

問：このビルの木材は県内産を使用しているのか。

答：東日本大震災から10年目のときに記念の建物と

して建築した。岩手県、宮城県、福島県の沿岸

部の木材を使用している。

問：これまでに最高で何階建てを建築しているか。

答：現在、千葉県鎌ケ谷市で15階建て木造ビルを建

築中である。１階はRCで２階から15階までが

木造である。

問：どのくらいの高さまで建築可能か。

答：法律の耐火基準で制限はあるが、理論上は超高

層ビルも可能である。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○八木田委員

　仙台駅東口前に建つ日本初の純木造７階建てのビ

ルを訪れ、構造部は全て製材、しかも地場産の木材

利用による林業振興を狙ったと知り驚いたのが一番

の感想であった。

　しかも、構造部への製材使用に関する技術はオー

プンとされ、加工が容易な点から森林資源の地産地

消を可能としている。再生可能エネルギーの導入や

エネルギー消費量の削減は他の建築物でも取り組ま

れ、本県の「ぐんま５つのゼロ宣言実現条例」でも

再エネ設備導入義務化など取り組んでいる。しか

し、CO2 を固定化する木材の活用・利用拡大と森

林資源保全・林業振興に関してはまだ不十分と感じ

ていた。この髙惣木工ビル建設は、持続可能な森林

づくりと林業振興までを見通した「環境にやさしい

木造ビル」の普及拡大を目指すもので、本県でも導

入、普及を拡大していくべきものと考える。

◎福島水素エネルギー研究フィールド

 （福島県双葉郡浪江町）

　福島水素エネルギー研究フィールド（FH2R）は、

再生可能エネルギーを利用した水素製造実証拠点と

して令和２年２月に設置され稼働を開始した。

　水素は、エネルギーとして使用する際に二酸化炭

素を排出せず、環境に優しく安定的に供給でき、新

時代のクリーンエネルギーとして期待されている。

　福島県浪江町に設置された FH2R は、太陽光発

電を利用した世界最大級の水素製造装置を備え、

2050年の脱炭素社会実現の目標に向け、低コストで

の水素製造技術の確立を目指して実証運用に取り組

んでいる。

　ついては、水素社会の実現を目指す取組について

調査を行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　浪江町役場２階　中会議室

　イ　説明者及び出席者

　　　 浪江町産業振興課長、新エネルギー推進係長、

新エネルギー推進係　主査、主事

　　　（県側出席者）

　　　 グリーンイノベーション推進監、グリーンイ

ノベーション推進課長、林業振興課長

　ウ　説明内容

　　　 資料により、浪江町におけるゼロカーボンシ

ティ・水素利活用の取組について説明。

概要説明の様子
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⑵　視察の状況 【主な質疑】

問：多岐にわたる事業が行われているが、国や県と

の関わりはどうか。

答：復興財源で進めている訳ではなく、先進的な取

組を行うことで、経産省やエネ庁から、補助金

等で応援をいただいており、よい循環が形成さ

れている。福島県は再エネ導入率100％以上を

目標としており、県として再エネや水素の活用

を掲げているので、連携しやすい環境にある。

問：福島県も水素に特化して普及に力を入れている

のか。

答：水素社会は水素のみで社会を賄うという意味で

はなく、再エネの導入拡大と効率的な利用及び

水素をそれぞれ組み合わせて活用していくこと

が重要となる。（再エネを使い切るため、水素

の調整力（ためる・運ぶ）を生かす）

問：福島水素エネルギー研究フィールド（FH2R）

などには大企業が参加しているが、県内業者の

参画についてはどう考えているか。

答：水素をビジネスにすることは非常に厳しいた

め、補助金で下支えが必要である。地元業者と

は情報共有しながら、実証実験への参画や将来

的な参画のタイミングなど関係性づくりをして

いる。

問：棚塩産業団地は、以前はどのような土地だった

か。

答：元々は山林で、東北電力が原発用地として計画

浪江町役場にて

FH2R の研究開発棟を視察する様子

FH2R の水電解装置施設や水素貯蔵・供給設備施設を

視察する様子

FH2R にて
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していた土地であるが、地元の反対で実現はし

ていなかった。震災後、震災復興のために町に

無償で譲渡された。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○森委員

　浪江町役場において、産業振興課担当者より説明

を受け意見交換をした後に、現地調査を実施した。

「福島水素エネルギー研究フィールド（FH2R）」

は、国の産業技術総合開発機構（NEDO）、東芝、

東北電力、岩谷産業、旭化成により運営され、再エ

ネを活用した世界最大級の水素製造施設である。

　この FH2R は、18万㎡の敷地に20MWの太陽光

発電を有し、10MWを活用した水素製造装置は毎時

1,200N㎥の能力を有し、１日で一般家庭約150世

帯（１カ月分）の水素が製造されている。なお、製

造された水素は、水素トレーラーやカードルを使っ

て輸送し、県内などの需要先にも供給されている。

FH2R では、水素需要予測システムにより需要に合

わせて水素製造量を調整し、蓄電池を使用しなくて

も安定的に供給することを実証運用の課題としてい

る。この技術が確立されれば、さらなる水素活用の

推進が期待される。

　今回の視察では、地球温暖化防止や持続可能な社

会の実現に向けた先進的な取組であり、引き続き調

査研究してまいりたい。

◎ EVバッテリー・ステーション浪江

 （福島県双葉郡浪江町）

　EVバッテリー・ステーション浪江は、電気自動

車から回収したリユースバッテリーの再利用を行う

ことを目的に住友商事株式会社及び日産自動車株式

会社の合弁会社であるフォーアールエナジー株式会

社が開設した施設である。

　2050年の脱炭素社会実現の目標に向け、二酸化炭

素排出削減の取組が全国で進められる中、今後、さ

らに電気自動車の普及拡大が見込まれ、使用済み

EVバッテリーの大規模な回収が想定されるため、

再利用の取組が重要となる。

　また、リユースバッテリーを活用した大規模蓄電

と地域の再生可能エネルギーを組み合わせることで

地域内の電力需給調整が可能となり、再生可能エネ

ルギーの地産地消の促進につながる。

　ついては、EVバッテリーの再利用、再生可能エ

ネルギーの地産地消の取組等について調査を行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　浪江町役場２階　中会議室

　イ　説明者及び出席者

　　　 浪江町産業振興課長、新エネルギー推進係

長、新エネルギー推進係　主査、主事

　　　（県側出席者）

　　　 グリーンイノベーション推進監、グリーンイ

ノベーション推進課長、林業振興課長

　ウ　説明内容

　　　 資料により、浪江町におけるゼロカーボンシ

ティ・水素利活用の取組について説明。

⑵　視察の状況

【所感・意見・感想など】

○金子委員

　EVバッテリー・ステーション浪江は、電気自動

EV バッテリー・ステーション浪江の内部を視察後、

説明を受ける様子
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車から回収したリユースバッテリーの再利用を行う

ことを目的に住友商事株式会社と日産自動車株式会

社の合弁会社であるフォーアールエナジー株式会社

が開設した大型蓄電設備施設である。

　価格競争力と安全性の高い「EV用電池パック」

を活用し、安価な多数接続技術によりエネルギー貯

蔵をしている。

　浪江町の将来構想では、大規模蓄電池を活用し、

再生可能エネルギーのインバランス（電力の需要量

と供給量の差分）を調整するための活用を考えてい

る。電気を短期的にためるにはバッテリーが有利で

あるが、放電するため大量に長期間ためておくこと

は難しい。一方、水素は、太陽光発電の余剰電力

をためておき、梅雨時期などに水素からエネルギー

を取り出すことができ、長期間保管するという使い

方ができる。また、蓄電池は送電線で輸送しなけれ

ばならないが、水素はトレーラーで運搬が可能であ

る。このような蓄電池と水素の違いを生かして使い

分けることで、再生可能エネルギーの調整力とする

ことが重要であるということであった。
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１　期　　　日　令和４年10月17日㈪

２　調 査 場 所　◎ 県営農地中間管理機構関連農地

整備事業下江黒地区（邑楽郡明

和町）

　　　　　　　　◎ 株式会社長谷川萬治商店（館林

市）

３　出 席 委 員　 岸主査、高井副主査、狩野、

　　　　　　　　 伊藤（祐）、萩原、加賀谷、入内島、

亀山の各委員

４　調査の概要

◎ 県営農地中間管理機構関連農地整備事業下江黒地

区（邑楽郡明和町）

　かつて本地区は、ほ場が10アール区画と狭小な田

畑混在地帯であり、農作業道も狭い砂利道のため、

農作業の効率化に支障をきたしていた。

　現在は、生産基盤整備事業の実施により農地の集

積・集約化を図り、農業生産法人等の担い手に地区

内農地の全てを集積して、大型農業機械等による効

率的な農業を行っている。併せて、米麦からキャベ

ツ等の高収益作物への転換を行っており、水田再整

備の先駆的な地区として調査を行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　 県営農地中間管理機構関連農地整備事業下江

黒地区及び車中

　イ　説明者及び出席者

　　　（県側説明者）

　　　 東部農業事務所長、館林農村整備センター長

　　　（担い手の説明者）

　　　富士食品工業株式会社　代表取締役社長

　　　下江黒土地改良区　副理事長

　　　担い手農家　篠原氏

　　　富士ミネラルファーム株式会社　代表取締役

決算特別委員会分科会現地調査

環境農林分科会

下江黒地区（邑楽郡明和町）
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　　　（県側出席者）

　　　 農政部長、農政部副部長、農村整備課長、農

村整備課次長

　ウ　説明内容

　　　資料により、事業概要について説明。

⑵　視察の状況

【主な質疑】

問：総事業費はいくらか。

答：４億1,390万円である。低平地のため、事業コ

ストは安く抑えることができている。

問：地主は86戸とのことだが、農地集積に当たり、

売買はあったのか。

答：面積按分により金銭での調整はあったが、売買

は発生しておらず、集積前と戸数の変更はない。

問：集積前は当地区内に耕作放棄地はあったのか。

答：いくつか点在していた。集積により全ての農地

が耕作されるようになった。

問：農薬の散布はどのように行うのか。

答：人が畑に入って散布する場合やドローンを使用

する場合がある。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○狩野委員

　高齢化による担い手不足や耕作放棄地の増加や、

農地区画の狭小、用水路の老朽化などの課題を解決

するために、本事業を導入した明和町下江黒地区の

現状と進
しん

捗
ちょく

状況について現地調査を行った。

　この事業の総事業費は４億1,390万円で進捗率

72.7％（令和３年度まで）、受益面積24.2㏊（田10.2

㏊、畑14㏊）、受益者数86戸。工期は令和元年～令

和５年であり、集積率100％で受益者負担が無い事

が特徴である。

　米から野菜、キャベツ・レタスの一大産地を目指

し「新しい野菜産地づくり協議会」を明和町、生産

者、食品会社、農業法人、JA、学識経験者らで組

織し、経験のない稲作農家に農業法人などが野菜作

りを指導し、カット野菜を製造する富士食品工業が

安定的に買い取るという。

　この取組による導入作物は、収益性を高めるため

キャベツ・レタス・ニンジンなどの野菜類で契約栽

培により、安定した販路を確保して、営農の継承

や、担い手育成が大きく期待される。

　さらに食料安全保障や食料自給率向上にも寄与

し、本県農業の飛躍・発展となるものと確信した。

◎株式会社長谷川萬治商店（館林市）

　同社は東京都に本社を置き、木材問屋業・木材加

工業・建築施工業の３事業を実施している。木材加

工事業は、木構造の代表的な３工法（木造軸組工

法、ツーバイフォー工法、金物工法）に加え、大断

面集成材加工、CLT工法、DLT工法等の特殊加工

対応により、住宅から中・大規模木造建築まで幅広

く木造建築用材の加工に対応している。

　令和３年度国庫補助事業により、関東圏域で初

めて、木造非住宅の主要構造材を専用に加工する

「CLT大断面集成材兼用加工装置」を導入してい

る。公共建築物の木造化や中・大規模建築物の木造

化を推進しており、その取組を調査した。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　株式会社長谷川萬治商店館林事業所　会議室

　イ　説明者及び出席者

担い手の方々から説明を受ける様子
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　　　 株式会社長谷川萬治商店　代表取締役執行役

員社長、常務執行役員

　　　（県側出席者）

　　　森林局長、林業振興課長

　ウ　説明内容

　　　 資料により、令和３年度国庫補助事業導入機

械や同社事業について説明。

⑵　視察の状況

【主な質疑】

問：これまで県産木材活用のため、県外のCLT工

場の視察を行ってきたが、県内の御社で CLT

を加工していたことは知らなかった。ぜひ、県

産木材を使用したCLTを推進してもらいたい。

　　また、現在集成材の需要が高い状況にあるが、

県内に工場がない。県産木材活用のために集成

材の工場建設をお願いしたいが、いかがか。

答：集成材については、特に大断面集成材の製造が

難しく、国内に工場が少ない。関東ではゼロで

ある。しかし、ヨーロッパで自動加工できる技

術が開発され、また、おがくずがバイオマス発

電の燃料に利用できるなど、日本でも推進して

いかなくてはならないと言われ始めている。今

後、高層建築等で大断面集成材が使用される場

面が増えていくと考えられるため、当社でも大

概要説明の様子

株式会社長谷川萬治商店館林事業所にて

工場で説明を受ける様子①

工場で説明を受ける様子②
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断面集成材の工場について真剣に検討を始めた

いと考えている。

問：DLTを初めて見たが、他社でも製造している

のか。

答：国内では当社のみである。ヨーロッパ発祥で、

海外ではスイスやカナダなどで作っている。来

年頃から、ほかにも作れる工場を増やしていこ

うと計画中である。

問：DLTの工法は、特許等を取得しているのか。

答：特許は取得済みである。しかし、あまりクロー

ズにはせず、多くの企業で使えるようにしたい

と考えている。国の政策等は大きな企業に偏り

がちであるため、そこに乗れない中小の製材

事業所がDLTを製造することで生き残ってい

き、消費者にも喜んでもらえるマーケットを

作っていきたいと考えている。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○伊藤（祐）委員

　木材の加工、販売で実績をあげるHASEMAN館

林工場の視察は大変有益なものだった。製材を接着

剤ではなく穴を開けて木ダボで接合するDLTパネ

ルは初めて知るもので、床材、壁材、屋根材など、

その用途の将来性は、小さな製材業者が多い本県に

とって大きな可能性を感じた。本県が林業活性化に

期待している CLT材は、どうしても大手の誘致が

必要だが、比較的小規模な設備で可能なDLTは希

望だと感じた。何よりも感銘を受けたのは、DLT

についていくつかの特許を持っていながら、大手だ

けが支援される政府の施策に苦言を呈し、「特許は

できるだけオープンにして業界を底上げしたい」と

の社長の姿勢。大いに期待し、応援したい。
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１　期　　　日　令和４年10月18日㈫

２　調 査 場 所　◎ 官民共創スペースNETSUGEN

（前橋市）

　　　　　　　　◎ 動画・放送スタジオ tsulunos

（前橋市）

３　出 席 委 員　 川野辺主査、森副主査、井田（泉）、

小川、井田（泰）、神田、追川の各

委員

４　調査の概要

◎官民共創スペース NETSUGEN（前橋市）

　官民共創スペースNETSUGENは、令和２年12月

に、新たなビジネスや地域づくりにチャレンジする

人などが集まるイノベーション創出拠点として、県

庁32階にオープンした。NETSUGENは、デジタル

技術を活用してアイデアを形にしたい人と事業の発

展を目指す事業者などが集まり交流する場であり、

NETSUGENを核として、解決すべき地域課題や人

材、デジタル技術、知識などが集まりつながること

で新たなアイデアやサービスなどが次々と生み出さ

れ、社会の変革につながる好循環が形成されること

が期待されている。

　令和３年度は、官民共創コミュニティのキックオ

フイベントとして講演会を開催するほか、200回を

超えるセミナー等の開催や、新規会員の大幅な増加

などの実績を積み上げている。なお、新規会員の

内訳は令和２年度末の15法人・個人（法人７、個人

８）から令和３年度末には90法人・個人（法人54、

個人36）となっている。

　ついては、令和３年度決算に係る審査の参考とす

るため、NETSUGENの運営状況などについて、現

地調査を行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　県庁32階　官民共創スペースNETSUGEN

　イ　説明者及び出席者

　　　 デジタルトランスフォーメーション戦略課

NETSUGEN室長

　　　（県側出席者）

　　　戦略企画課長

動画・放送スタジオ tsulunos

総務企画分科会
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　ウ　説明内容

　　　 資料により、運営状況や効果などについて説

明。

【主な質疑】

問：ビジネスマッチングの成果として、起業に至っ

た事例はあるか。

答：専門性の高いコーディネーターがサポートして

おり、起業につながった事例は多数ある。

問：会員によるイベント開催は可能か。

答：可能である。会員イベントは積極的に支援して

いる。

問：収支に関して、会員数の目標設定はあるのか。

答：法人会員60、個人会員30を目標としており、目

標はほぼ達成している。現状では、会員と「顔

の見える関係」を築くことができており、サー

ビスの質の向上を踏まえると、会員数が増加す

ればよいというわけではない、と考えている。

問：サービスに関して、会員から要望などはあるの

か。

答：県職員との交流が少ないとの声がある。県職員

が民間の知識や技術を知ることも重要であるた

め、今後交流が増えるよう工夫していきたい。

問：会員について、辞めてしまう人はどの程度いる

のか。

答：事業などが新たな段階に進むことで会員を辞め

る人もいる。直近の調査では約57％程度の会員

が半年以上継続している。

要望：県民の認知度を上げるため、PRに努めてほ

しい。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

◎動画・放送スタジオ tsulunos（前橋市）

　県民の新たなプライドを作っていくための情報発

信拠点として、令和２年４月に開設した、都道府県

として全国初の本格的な動画スタジオである。

　各所属の職員が企画、撮影、出演、編集を自ら行

うことで、ローコストかつタイムリーに、しかも文

字や写真を超えるリッチな情報を県民へ直接届ける

ことができるようになった。これまでの２年半で約

5,000本の動画を制作し、1,200万回以上再生されて

いる。今年度はテレビ東京との連携により、ひろゆ

き氏やAKB48とのコラボも実現させた。

　ついては、令和３年度決算に係る審査の参考とす

るため、県の動画・情報発信の状況などについて、

概要説明の様子①

概要説明の様子②

視察の様子
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現地調査を行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　県庁32階　動画・放送スタジオ tsulunos

　イ　説明者及び出席者

　　　メディアプロモーション課 tsulunos 室長

　ウ　説明内容

　　　 資料により、動画の再生状況や効果などにつ

いて説明。

【主な質疑】

問：他の自治体などが作成した動画を tsulunos で

放映できるのか。

答：市町村などと連携して作成した動画を配信して

いる事例はある。

問：tsulunos の効果についてどう考えているか。

答：広報の効果は目に見えにくいものであるが、静

止画から動画になったことで、効果的かつタイ

ムリーな情報発信が可能になったと考えている。

問：スタジオの稼働が少ないと感じるが状況はどう

か。

答：月に１回「tsulunos fm」を放送している。今

後は32階のにぎわいの創出にも注力していきた

い。

要望：「tsulunos」を検索する際に、文字入力の途

中で検索リストに表示されるくらいメジャーに

なるよう周知に努めてほしい。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○井田（泉）委員

　10月18日、官民共創スペースNETSUGENと動

画・放送スタジオ tsulunos の視察を行った。

　まず、初めに県庁32階を有効活用するという知事

の考えでコーヒーショップを併設するなどの改装

を行ったわけであるが、まだまだ PRが足りないの

か、NETSUGENなども活気がいまひとつであった

ような感想を持った。NETSUGENの会員推移もそ

れほど増えているということもなく、退会会員も多

いということから、今後何らかの会員増強手段や、

魅力的な企画を考える必要があろうと考える。

　tsulunos においては、稼働率はほぼ毎日という

状況のようであるが、やはり、制作された動画がど

の程度見られているのか、あるいは動画に県民が何

を期待しているのかを考える必要もあるのではない

かと思う。なかなか、費用対効果を数字で表すこと

も難しいとは思うが、県民の血税を使っている以

上、発信力を今以上に高めていく必要があろうと思

う。携わる職員の奮起を期待している。

スタジオの前で説明を受ける様子

スタジオ内を視察する様子
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１　期　　　日　令和４年10月18日㈫

２　調 査 場 所　◎ 群馬県社会福祉総合センター

（前橋市）

　　　　　　　　◎ 群馬県立小児医療センター（渋

川市）

３　出 席 委 員　 穂積主査、相沢副主査、久保田、

水野、あべ、酒井、松本、八木田

の各委員

４　調査の概要

◎群馬県社会福祉総合センター（前橋市）

　群馬県社会福祉総合センターは、県民福祉の拠点

として平成10年２月に開設された。現在、２つの県

の地域機関のほか、４つの県有施設や多くの民間福

祉関係団体等が入館しており、相談支援や情報提供

のほか、福祉人材養成・確保、民間福祉活動の支援

や交流拠点としての機能を担っている。

　当センターは、県から指定管理を受けた社会福祉

法人群馬県社会福祉事業団及び群馬県ビルメンテナ

ンス協同組合の共同体が管理している。業務とし

て、施設及び付属設備の維持管理に関する業務、会

議施設等の使用に関する業務、福祉用具・住宅モデ

ルルーム展示場に関する業務を行っている。また、

開設から24年が経過し、設備等の経年劣化が深刻な

問題となっており、優先順位の検討を行い、予算の

状況を踏まえながら修繕を実施している。今後も施

設の大規模な修繕が見込まれている。

　ついては、令和３年度の決算審査の参考とするた

め、社会福祉総合センターの調査を行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　社会福祉総合センター　203AB 会議室

　イ　説明者及び出席者

　　　 社会福祉法人群馬県社会福祉事業団　理事

長、事務局長

　　　（県側出席者）

　　　 健康福祉部長、健康福祉部副部長、健康福祉

課長、健康福祉課地域福祉推進室長

　ウ　説明内容

　　　資料により、以下について説明。

群馬県社会福祉総合センター

健康福祉分科会



─　　─132

　　　・社会福祉総合センターの概要について

　　　・令和３年度の施設整備について

　　　・ 懸案事項（大型設備の計画的更新、各所の

雨漏り、水道光熱費の高騰）について

⑵　視察の状況

【主な質疑】

問：当初予定していなかった燃料高騰などのコスト

増は、県と指定管理者の間で締結する協定の中

でどのような位置付けになっているか。

答：協定の中で、このような情勢のときには協議が

できるという条文があり、今回の燃料高騰につ

いては健康福祉課と協議しているところである。

問：令和３年度の設備更新については、令和２年度

の今ぐらいの時期に、翌年度の整備関係の整理

票を県に提出し、その中から県が精査をして予

算要求をしたとのことだが、改修が必要なもの

として予算要求したものは、予算措置されたか。

答：予算措置については、大型設備など長寿命化の

観点から判断するものについては総務部財産有

効活用課が所管している。それ以外のものは、

原則として健康福祉課で対応している。事業団

から上がってきたリストは、長寿命化の対象と

なるものについては、優先順位を相談の上、財

産有効活用課に提出している。総務部にも予算

の制限があるため、優先順位を付けた上で修繕

を行っている。

問：蓄電池の故障があったとの話だが、更新が遅れ

たことにより、経費が余計にかかったことはな

かったか。

答：蓄電池の故障については、緊急の対応として仮

設の蓄電池を設置したため、その分の経費が余

計にかかった。

問：耐震基準は満たしているのか。

答：建築が平成10年のため、基準は満たしている。

要望：大規模の修繕を行うのであれば、太陽光発電

設備の導入や雨水の利用などを検討していただ

きたい。また、屋上設備も、新しい設備を導入

すれば、電気代などコストダウンになると思う

ので、見積もりを取って財政当局と協議してい

ただきたい。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

概要説明の様子

施設内の説明を受ける様子①

施設内の説明を受ける様子②
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【所感・意見・感想など】

○久保田委員

　決算・福祉分科会として県指定管理を受けている

社会福祉法人群馬県社会福祉事業団及び群馬県ビル

メンテナンス協同組合共同管理の群馬県社会福祉セ

ンターの現地調査を行った。

　平成10年２月の開設以来24年が経過とのことだ

が、コンクリートの耐久性は一般的に50～60年程度

とされているなか、建物以外にも現状の各施設設備

の経年変化状況はその半分程度かと感想を持った。

当時のビル設計構造上、空調設備は屋上に設置する

のが常道であったが、デザイン上と思われる屋根の

構造に対して雨水処理にコンクリートの経年特性が

配慮されてなかったのではないかと思われる点であ

る。それが、漏水箇所が下方階の設備各所に見受け

られ当時高価な設備の耐久性を著しく減少させてい

る点にある。コンクリートの科学的・物理的特性要

因で当時の資材特性の配慮不十分な設計の甘さが感

じられた。

　県の福祉事業の拠点としては県内利用各諸団体の

皆さんのためにも思い切った大規模改修の必要性が

理解できた。

◎群馬県立小児医療センター（渋川市）

　群馬県立小児医療センターは、県内唯一の小児専

門病院として昭和57年４月１日に開設された。現在

16診療科を有し、原則として医療機関、保健福祉事

務所、市町村等からの紹介により診療を行ってい

る。また、母子保健活動についても保健福祉事務所

や市町村と協力して行っており、群馬県における小

児医療の中核拠点としての役割を担っている。

　なお、県内医療機関の産科及び小児科の減少によ

り、当センターの役割が増加したため、施設の増築

等より対応していたが、築40年が経過し、施設の老

朽化や狭
きょう

隘
あい

化が深刻な課題となっている。

　ついては、令和３年度の決算審査の参考とするた

め、小児医療センターの調査を行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　小児医療センター　研修会議室１

　イ　説明者及び出席者

　　　小児医療センター院長

　ウ　説明内容

　　　 資料により、小児医療センターの概要及び取

組について説明。

⑵　視察の状況

概要説明の様子

ユニバーサルトイレの改修状況の説明を聞く様子
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【主な質疑】

問：小児医療センターでの一番の問題は何か。

答：大きく２つある。１つは築40年になり、施設が

老朽化し、雨漏りが発生することや配管や電気

設備が故障することである。昨年には、手術室

の天井から水漏れがあり、手術が一時的に中

断した。もう１つは、15年前ぐらいから問題に

なっている周産期医療である。最初は産科医が

少ないことが問題になっていたが、現在は、産

科医よりも新生児科医が少ない状況となってい

る。本県は、他県に比べて新生児科医数が人口

比で少なく、当センターも人手が不足してお

り、解決しなければならない大きな課題だと感

じている。

問：医師等の人手不足に対する対策はとっているの

か。

答：当センターとしては、要求はしているが、定数

の関係で急には増やすことができないと聞いて

いる。定数の人数はいるが、定数を増やす必要

があると感じている。

問：定数は確保されているが、実際の現場では人手

が足りないということであるが、病院局の見解

はどうか。

答：４病院それぞれ要求があるので、全体を見なが

ら判断している。

問：水漏れで手術が一時中断したとのことだが、そ

の後どうなったか。

答：手術中ではなく、準備中であったため、検討の

結果、水漏れ部分を避けて手術を実施した。大

きな心臓の手術だったため、キャンセルすると

いつ手術ができるか分からなかったため実施し

た。

問：本県として、新生児科の医師を増やす方策はな

いのか。

答：新生児科医は、小児科医になってから６年目あ

たりで分かれるが、さまざまな理由で、新生児

科の道を選ぶ医師が少なくなっている。本県の

新生児科の医師は10人ほどであり、栃木県や茨

城県は、人口比でいうともっと多い。当セン

ターでは、小児科医を積極的に受け入れて、新

生児科の良さを知ってもらおうとしている。

問：小児科や産科の医師を増やす方法は何か。

答：全国的に医学部は女性が半分を占めている。女

性の医師が将来的にも働くことができる環境を

整える必要がある。

問：薬剤師や診療放射線技師などの専門職をフルタ

イムではなく会計年度任用職員で採用すること

はできるのか。

答：会計年度任用職員では条件が悪く、専門職は応

募がほとんどない。また、会計年度任用職員と

して採用しても、育ったときには、他の病院等

に転職してしまう。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○松本委員

　令和４年10月18日、決算特別委員会健康福祉分科

会の県内調査で、群馬県立小児医療センターを訪問

した。

　まず、院長先生から小児医療センターの取組とし

て、患者数の推移、緊急医療の状況、収支の状況、

小児集中治療、周産期母子医療や、病院改革プラン

の推進などについて説明を受け、その後、各委員

が質疑を行った。私は、院長先生に、小児医療セ

小児医療センターの屋外に設置されたテントを視察す

る様子
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ンターの現在の課題は何かを伺ったが、「課題は２

つ。施設の老朽化、狭隘化と人員不足。」とのこと

だった。質疑終了後は、センター内を調査したが、

施設の老朽化、狭隘化を実感し、さらに、現場の皆

さまから人員不足についても聴き取りを行った。

　ここは、県内唯一の小児専門病院で、未来ある子

ども達の生命を守る最後の砦
とりで

であるので、今回の調

査を今後の在り方検討につなげていきたいと思う。

１　期　　　日　令和４年10月18日㈫

２　調 査 場 所　◎ 霧積発電所建設予定地（安中

市）

　　　　　　　　◎ 西毛広域幹線道路高崎西高区

（高崎市）

３　出 席 委 員　 泉沢主査、斉藤副主査、中沢、

　　　　　　　　 星野、金子、伊藤（清）、矢野、

秋山、鈴木の各委員

４　調査の概要

◎霧積発電所建設予定地（安中市）

　霧積発電所は、安中市松井田地内にある霧積ダム

の放流水を利用したダム式発電所として、令和２年

度に事業着手し、令和６年度中の運転開始を目指し

て建設を進めている。霧積ダムの利水放流管から発

電専用管でダム直下にある発電所に水を運び発電を

行うもので、最大出力372kw、年間発電量184万 kwh

を見込んでいる。ついては、決算審査の参考にする

ため、脱炭素社会の実現に向けた再生可能エネル

ギーの導入拡大を進める企業局の取組について調査

を行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　霧積ダム堰
せき

堤
てい

上

　イ　説明者及び出席者

　　　発電課長

　　　（県側出席者）

　　　企業管理者、電源開発室長

　ウ　説明内容

　　　資料により、事業概要について説明。

霧積ダム堰堤上

産経土木分科会
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【主な質疑】

問：最大放水量の3.3t ／秒を発電に使うことはで

きないのか。

答：河川流量及び下流の必要量を過去のデータから

計算し、年間を通じて効率的な発電量を算出し

たところ1.15t ／秒とした。施設が大きすぎて

も効率が悪くなる。

問：渇水した場合はどうなるか。

答：ダム下流に安中市の水道取水施設があり最低

量は流す必要がある。過去10年のデータを見て

も、最低水量0.3t／秒まで発電は可能である。

問：建設事業費や回収期間はどうか。

答：建設事業費は約７億４千万円、回収期間は16年

を見込んでいる。

問：設計・施工一括プロポーザル方式のメリットは

何か。

答：設計段階で材料手配も可能となるため、施工期

間の短縮等が見込める。

問：着工時期はどうか。

答：現在測量中で年末に伐採作業により旧道を整備

し、工事車両の進入路を確保する。今年度末に

は仮設工事が行われる予定である。

問：霧積ダムができた当時の50年前には水力発電の

発想はあったか。

答：当時は大規模の水力発電を建設しており、小規

模施設の発想はなかったと思われる。企業局で

は、近年の再エネ活用促進の観点で小水力発電

施設の設置を進めている。

問：現在、企業局の発電所は何箇所あるか。

答：霧積発電所の設置で34カ所目となる。

問：県営ダムを利用した発電所の状況はどうか。

答：桐生川ダム、四万川ダムに続き３カ所目とな

る。水量がないと発電が難しい。

問：下流域の農業用水等の利用はどうか。

答：霧積ダム、坂本ダム、中木ダムからの放流水が

下流の農業用水として利用されている。坂本ダ

ム、中木ダムについても、小水力可能性調査は

実施しているが、水量が少ないため発電は難し

い。

問：発電所の観光用途は考えているか。

答：完成後は一般の方も見学していただけるよう整

備したい。

問：災害時の電力利用の考えはどうか。

答：停電時には自立運転により電力供給できるよう

にして、EVの充電など地域で使用できる電源

として役立てたい。

問：発電した電力の送電はどうなるか。

答：2,000kw以下の設備であるため、一般の6,600v

の配電線への接続となる。

問：ダムの管理と発電所の管理はどうなるか。

答：ダムの管理は安中土木事務所で、発電所の管理

は企業局の管理総合事務所で管理することにな

る。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○泉沢委員

　決算審査に当たり、霧積ダムの放流水を利用す

る「ダム式発電所」として令和２年度に事業着手し

た、霧積発電所建設予定の現地を調査した。

　当該発電所は、令和６年度中の運転開始を目指し

て建設を進めており、脱炭素社会の実現に向けた再

生可能エネルギーの導入拡大を進める、総事業費

７億４千万円をかけた企業局の取組である。

　発電量は最大出力372kw、年間発生発電量は184

霧積ダム堰堤上で説明を受ける様子
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万 kwh を見込んでおり、その発電量は一般家庭約

500世帯を賄えるとのことである。

　「小水力発電」の可能性や実用性を検証していく

観点からも、われわれ電源県たる群馬として意義深

い事業ではあるが、自然からエネルギーを頂戴する

ことが、いかに難解なことなのかを改めて考えさせ

られた調査でもあった。

◎西毛広域幹線道路高崎西工区（高崎市）

　西毛広域幹線道路は、前橋市、高崎市、安中市及

び富岡市を結ぶ広域的な交通を担う幹線道路であ

る。この道路整備により、周辺の渋滞緩和や物流の

効率化など西毛地域の産業、経済、観光の発展、ま

た、災害時・緊急時の輸送道路等として期待され

ている。令和４年３月には高崎西工区約4.7㎞のう

ち、県道高崎安中渋川線から県道あら町下室田線ま

での延長約2.4㎞の区間が開通した。ついては、交

通混雑の緩和等の整備効果について、令和３年度決

算審査の参考にするために調査を行った。

⑴　概要説明

　ア　説明会場

　　　西毛広域幹線道路（ドドメキ交差点）

　イ　説明者及び出席者

　　　高崎土木事務所長

　　　（県側出席者）

　　　県土整備部長、道路整備課長

　ウ　説明内容

　　　資料により、施設の概要説明。

【主な質疑】

問：整備路線には全体的に側道があるのか。

答：人家のある部分は生活道路の確保や地域の分断

を防ぐため、側道や跨道橋、アンダーパス等を

設置している。山間部は側道のない部分もある。

問：ICT 活用工事の状況についてはどうか。また、

これによりどの程度の効率が図られているのか。

答：作業の効率化、高齢化対策を目的に導入してい

る。３割程度の効率化が認められる。

問：重機に設置するICT機器は業者が購入するのか。

答：自社で購入することもあるが、機器の金額も高

いため、重機メーカーからのレンタルで対応し

ているケースが多い。

問：高崎市から安中市に抜ける区間の施工はどうな

るか。

答：高崎安中工区はトンネル工事が予定されている。

問：全線開通はいつ頃か。

答：令和11年度を予定している。

問：高崎工区の状況はどうか。

答：設計については一部見直し中である。用地につ

いては、７割くらい取得済みの状況である。

※このほか、適宜各委員から質問を行った。

【所感・意見・感想など】

○金子委員

　西毛広域幹線道路は前橋市の国道17号から高崎

市、安中市を経由し、富岡市の国道254号に至る延

西毛広域幹線道路の説明を受ける様子
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長27.8㎞の幹線道路であり、令和４年10月現在の供

用済み延長は12.9㎞（46.4％）である。高崎西工区

は高崎市箕郷町下芝（高崎東吾妻線交差）から下里

見町（国道406号交差）に至る延長4.7㎞の区間で、

高崎東吾妻線交差・高崎北警察署からあら町下室田

線・ドドメキ交差点までの2.4㎞が令和４年３月26

日に供用開始となった。

　道路整備の特徴として、交差点集約によるアクセ

スコントロールや跨
こ

道
どう

橋、側道、道路横断ボックス

カルバートを取り付けるなど、生活道路を確保する

工夫が行われている。

　また、施工においては ICT（道路通信技術）を活

用し、工事の効率化、施工精度と安全性の向上に取

り組んでいる。

　高崎西工区はドドメキ交差点から下里見町方面も

用地買収と工事が進んでおり、令和５年度中の供用

開始予定である。西毛広域幹線線道路の全線開通は

令和11年度を目指して工事が進んでいる。
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ぐんまシチズンシップ・アカデミー

　若者の政治への関心を高める取組として、令和４年９月26日（月）に「ぐんまシチズンシップ・アカデ

ミー」を開催し、県立女子大学と県民健康科学大学、関東学園大学の県内３大学から、計20人の学生が参加し

ました。

　大学生は、本会議を傍聴した後に県議会議員と積極的に意見交換を行い、傍聴した内容や若者の政治への関

心を高めるための方法などについて、活発な意見が交わされました。

　参加した大学生の皆さんからは、意見交換をしたことで、議会や議員を身近に感じることができた、自分の

意見を伝えることができ有意義な時間となった、との感想が寄せられました。

議場内で一般質問を傍聴する様子

議員と意見交換する様子



群馬県議会議員名簿
令和４年10月31日現在

氏　　名　 期 党（会）派 住　　　　　所 生年月日 電話番号 郵便番号

中 沢 丈 一 ８ 自 由 民 主 党 前橋市上佐鳥町685 昭23.10.20 027―265―1232 371-0816

久保田　順一郎 ６ 自 由 民 主 党 邑楽郡大泉町中央３―11―24 昭27.８.22 0276―63―8386 370-0516

星 野 　 寛 ６ 自 由 民 主 党 利根郡片品村土出759―１ 昭30.６.23 0278―56―2342 378-0412

狩 野 浩 志 ５ 自 由 民 主 党 前橋市三俣町２―20―７ 昭35.８.23 027―232―9635 371-0018

橋 爪 洋 介 ５ 自 由 民 主 党 高崎市片岡町１―16―８ 昭42.４.28 027―326―8866 370-0862

星 名 建 市 ４ 自 由 民 主 党 渋川市金井424―１ 昭31.11.12 0279―24―0067 377-0027

伊 藤 祐 司 ４ 日 本 共 産 党 高崎市北新波町136―４ 昭33.３.５ 027―343―8067 370-0082

井 田 　 泉 ４ 自 由 民 主 党 佐波郡玉村町上新田1480 昭38.３.15 0270―65―8577 370-1133

水 野 俊 雄 ４ 公 明 党 前橋市大友町３―12―33 昭47.３.２ 027―226―4178 371-0847

後 藤 克 己 ４ リ ベ ラ ル 群 馬 高崎市八幡町800―24 昭48.６.21 027―343―1393 370-0884

中 島 　 篤 ４ 自 由 民 主 党 高崎市浜川町2266 昭29.10.29 027―395―0818 370-0081

萩 原 　 渉 ４ 自 由 民 主 党 吾妻郡草津町草津464―887 昭28.10.20 0279―88―5977 377-1711

あ　べ　ともよ ４ 令 明 太田市東今泉町341―１ 昭46.10.23 0276―22―1181 373-0021

岸　　　善一郎 ３ 自 由 民 主 党 高崎市中里町16―１ 昭25.３.14 027―372―0488 370-3532

井 下 泰 伸 ３ 自 由 民 主 党 伊勢崎市本町16―11 昭38.10.23 0270―50―0177 372-0047

酒 井 宏 明 ３ 日 本 共 産 党 前橋市上新田町676―１ ルミエール105 昭40.10.３ 027―254―0476 371-0821

金 井 康 夫 ３ 自 由 民 主 党 沼田市東倉内町771 昭44.２.16 0278―22―2771 378-0043

金 子 　 渡 ３ 令 明 渋川市石原1498―26 昭45.10.12 0279―25―3050 377-0007

安孫子　　　哲 ３ 自 由 民 主 党 前橋市城東町２―３―14 昭46.４.24 027―237―0815 371-0016

藥 丸 　 潔 ３ 公 明 党 太田市浜町21―32 昭53.７.16 0276―47―0470 373-0853

小 川 　 晶 ３ リ ベ ラ ル 群 馬 前橋市古市町１―43―７ 昭57.12.21 027―255―7700 371-0844

伊 藤 　 清 ２ 自 由 民 主 党 安中市原市４―４―28 アヴェニュー南 1F 西号室 昭29.１.６ 027―388―0607 379-0133

大 和 　 勲 ２ 自 由 民 主 党 伊勢崎市山王町1163―２ 昭39.10.12 0270―22―4599 372-0831

川野辺　達　也 ２ 自 由 民 主 党 邑楽郡板倉町岩田1626―１ 昭40.９.３ 0276―82―4670 374-0133

本 郷 高 明 ２ リ ベ ラ ル 群 馬 前橋市東善町347―３ 昭46.６.28 027―266―1919 379-2132

穂 積 昌 信 ２ 自 由 民 主 党 太田市龍舞町2235―２ 昭49.９.18 0276―60―2220 373-0806

井 田 泰 彦 ２ 令 明 桐生市新里町新川1181―４ 昭53.２.９ 080―4353―1428 376-0121

加賀谷　富士子 ２ リ ベ ラ ル 群 馬 伊勢崎市太田町564―１ 昭53.４.20 0270―22―2451 372-0006

泉 沢 信 哉 ２ 自 由 民 主 党 館林市若宮町2451―３ 昭33.12.20 0276―72―5071 374-0007

今 泉 健 司 ２ 自 由 民 主 党 みどり市笠懸町阿左美2887―82 昭52.７.８ 0277―76―9499 379-2311

松 本 基 志 １ 自 由 民 主 党 高崎市八千代町１―17―８ 昭34.７.24 027―325―1727 370-0861

斉 藤 　 優 １ 自 由 民 主 党 伊勢崎市境291 昭34.11.14 0270―74―0336 370-0124

大 林 裕 子 １ 自 由 民 主 党 北群馬郡吉岡町小倉甲91 昭35.２.18 0279―54―3745 370-3607

森 　 昌 彦 １ 自 由 民 主 党 邑楽郡大泉町坂田４―22―１ 昭36.４.26 0276―63―2332 370-0532

八木田　恭　之 １ リ ベ ラ ル 群 馬 太田市東金井町917 大堂ビル１階D号室 昭37.１.１ 0276―55―5661 373-0022

入内島　道　隆 １ 如 水 会 吾妻郡中之条町四万3838 昭38.２.６ 0279―64―2001 377-0601

矢 野 英 司 １ 新 時 代 富岡市富岡736―４ 昭42.10.28 0274―64―9081 370-2316

高　井　俊一郎 １ 自 由 民 主 党 高崎市山名町1510―１ 昭50.11.５ 027―346―1736 370-1213

相 沢 崇 文 １ 自 由 民 主 党 桐生市相生町２―334―２ 昭51.２.25 0277―32―3494 376-0011

神 田 和 生 １ 自 由 民 主 党 藤岡市上戸塚108―37 昭51.10.13 0274―23―5757 375-0013

金 沢 充 隆 １ 令 明 藤岡市西平井228―２ 昭52.７.10 0274―37―1258 375-0044

亀 山 貴 史 １ 自 由 民 主 党 桐生市菱町４―2251 昭52.７.19 0277―44―3230 376-0001

秋　山　健太郎 １ 自 由 民 主 党 太田市西本町６―６ 昭52.10.11 0276―22―3195 373-0033

牛 木 　 義 １ 自 由 民 主 党 甘楽郡甘楽町上野157―１ 昭61.８.５ 0274―75―4142 370-2201

追 川 徳 信 １ 友 信 会 高崎市倉渕町三ノ倉1746―１ 昭34.５.29 027―378―2463 370-3402

鈴 木 敦 子 １ リ ベ ラ ル 群 馬 高崎市倉賀野町1592―２ 昭56.２.15 027―335―6485 370-1201

注１　定数50人（現員46人）の各党（会）派別内訳集計（在職年数・年齢順）
　２　自由民主党29人、リベラル群馬６人、令明４人、公明党２人、日本共産党２人、新時代１人、如水会１人、友信会１人
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